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研究の窓

日本の社会保障制度がきわめて危機的状況にあることは，多くの国民が認めるところであろう。
ごく最近のことに限定しても，基礎年金給付額の税額負担を，来年度以内から 3分の 1を 2分の 1
に上げることが法律で決まっているが，未だにどの財源を充てるかが定かではない。75歳以上の
高齢者には負担を軽くする趣旨で発足した後期高齢者医療制度も混乱の極みにある。さらに介護の
分野における人不足は深刻であるし，働き手の労働条件は劣悪である。その他にも問題山積であ
る。
なぜこんなに問題山積でありながら問題解決できないかと言えば，政治の世界が有効な策を決定
できないからではないか。衆議院と参議院のねじれ国会ということもあろうが，政権維持または政
権奪取に目が奪われている政治家に，問題の深刻さの認識に甘さ，ないし解決策を打ち出す熱意の
欠如があるのではないか。基礎年金の税負担に関しては，自分達で決めた法律を自分達で守らな
い，としたら無責任きわまりもないと言ってよい。
マスコミでも政治の不毛さが指摘され，1年で政権を放り投げた内閣総理大臣が 2人も続いたこ
とは極めて遺憾である。福田内閣は「社会保障国民会議」を設けて 1年かけて議論して，新しい政
策を打ち出すべく審議を重ねていたが，内閣が変わったことによりこの会議は存続意義をかなり失
ってしまったので，新しい内閣でまたやり直しが避けられないかもしれない。こんなことを繰り返
しておれば，半永久的に社会保障制度の改革は期待できない。
もう 1つの象徴例は，与野党を問わず政治家の誰もが社会保障制度を安定化するために負担増を
言い出せないことにある。将来の年金，医療，介護などの給付を確実に保障するには，国民に税金
や保険料においてそれなりの負担を求めねばならないが，どの政党もそれを具体的に政策として導
入しようとしない。中期的には国民の負担増は必要，と口では述べておきながら，誰もが実行に移
そうとしない。
消費税率アップを言えば選挙に敗れるとか，景気回復への障害になるなどという理由で，政治家
は恐れてアップを言い出せないでいた。ここで 2つの国の例を挙げておこう。1つはオーストラリ
アのハワード前首相で，消費税率のアップを公約に掲げて選挙に勝った。2つはドイツのメルケル
首相で，これも消費税率のアップを公約して，大連立ながら政権を取っている。国民は必要と認識
すれば税率アップを容認するのである。
まずは日本国民への期待を述べておきたい。社会保障制度の確実な運営は国民一人ひとりにとっ
て決定的に重要なことなので，負担増に対して前向きであってほしい。国民はそれなりの負担を覚
悟しないと，決して年金，医療，介護に関して安心ある生活は期待できないと認識してほしい。ス
ウェーデンなどの北欧の人々は，自分達の所得の 70％を税金や社会保険料として徴収されても，
社会保障給付の確実な見返りがあるので，70％の負担に応じているのである。日本人はまだ 40％
にも満たない負担しかしていないにもかかわらず，負担増を嫌っているのである。多分北欧諸国の

社会保障財源の抜本的見直しに決断を
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ように 70％の負担を日本国民はなかなか認めないだろうが，少しは負担増を容認しないと，日本
の社会保障制度は崩壊するかもしれないのである。
次は政治家と官僚への希望である。政治家に対しては，たとえ短期的には不人気な政策であって
も，長期的に国民にとって有益な政策であるなら，勇気をもってその政策を主張して実行してほし
い。その代表例が社会保障制度の改革である。かりに増税策の導入によって政権が倒れることがあ
ったり，あるいは景気の回復が多少遅れることがあったとしても，抜本的改革によって強固な安心
感を日本人がもてれば，長期的な国民的利益はとてつもなく大きいのではないだろうか。むしろ，
そうした改革を成し遂げた首相の名前は，歴史上で確実に残るであろう。国民が将来の不安をもた
ないようになれば，家計消費が伸びて景気は上昇するかもしれない。
さらに官僚に対しては，国民が負担増を望まない 1つの理由が，行政不信にあることを認識して
ほしい。社会保険庁を筆頭にして，行政当局の信じがたい不祥事の連続によって，国民は政府のす
ることを余り信じなくなっている。ぜひとも襟を正してほしいし，我々国民による監視活動の強化
も必要と言えよう。

橘　木　俊　詔
（たちばなき・としあき　同志社大学教授）
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I　序論

Mirrlees〔1971〕による最適所得税の議論で
は，所得再分配政策は格差と貧困を縮小する便益
と，労働供給を抑制する費用を比較考量して制度
設計すべきであると考える。最適所得税理論の視
点から実際の政策を議論する場合には，税制のみ
を対象にすることが通例である。しかし現実に
は，租税制度と社会保障制度がともに所得再分配
をおこなっており，社会保障制度も含めて考察す
ることがより適切と考えられる。すでに，公的扶
助制度を所得税と一体として再分配政策を議論す
ることは，Diamond〔1998〕，Saez〔2002〕，Kaplow
〔2008〕等によっておこなわれている。
本稿では，税制に加えて，社会保険料と生活保
護給付を労働所得への課税ととらえて，一体とし
ての効果を検討する。社会保険は給付と対価の関
係が明確であれば，再分配政策の枠組みから除外
できるが，わが国の公的年金，医療保険，介護保
険では現役世代から高齢者への所得再分配がおこ
なわれており，少なくともその部分は社会保障給
付の財源としての労働への課税（目的税）と考え
られる1）。社会保険料の影響は量的にも重要であ
る。高齢化の進展で社会保険料率は年々上昇を続
けており，平均負担額では社会保険料の被用者負
担分だけでも，個人の負担する所得税・住民税を
超えている。なお，社会保険の給付については労
働への補助金（負の税）として設計されてはいな
いので，考察の対象から除外する。医療・介護は

現物給付であり，給付が所得に関係づけられてい
るのではない。公的年金は所得保障の役割をもつ
が，年齢属性に依存した給付である。
税と社会保障を合わせた労働供給への影響は，

税制のみに限定した視点とは大きく異なってく
る。所得税は累進的構造をもっているが，被用者
の社会保険には報酬上限があり，高所得者の限界
税・保険料率が低くなるという逆進性をもってい
る。収入が約 700万円から 900万円の階層と約
1, 300万円から 1, 700万円の階層で高い限界税・
保険料率となることが明らかになる。また，生活
保護制度は，低所得者に高い限界税・保険料率を
作り出す。
本稿の構成は以下の通りである。II節では，わ

が国の再分配の実態をまとめる。III節では，税
と社会保障制度をあわせて，労働所得への限界的
な負担率を計算し，社会保険に報酬上限があるこ
とから，所得が上昇すると負担率が低下する現象
が生じることを見る。IV節は，最適所得税理論
の視点から，わが国の再分配政策の現状を評価す
る。V節では，本稿の結論が要約される。

II　わが国の再分配の状況と国際比較

OECDの所得分配に関する国際比較調査
〔Forster and Mira d’Ercole 2005〕と，それを用い
た『対日経済審査報告書』2006年版では，わが
国の所得分配と再分配政策の状況について，以下
のような点が指摘されている（この調査では，
2001年の『国民生活基礎調査』（厚生労働省）に

租税・社会保障制度による再分配の構造の評価

岩　本　康　志
濱　秋　純　哉



租税・社会保障制度による再分配の構造の評価Winter  ’08 267

よる 2000年の所得に関する個票データの再集計
結果が使用されている2））。
（1）個人の可処分所得のジニ係数は，1980 年
代半ば以降大幅に上昇し，OECD平均をやや上
回るまでに上昇した。日本の相対的貧困率は
OECD諸国で第 5位，相対的貧困指標（相対的
貧困率と貧困ギャップの積）はメキシコ，米国に
ついで第 3位である。
（2）人口高齢化は，賃金のばらつきが比較的大
きい 50～65歳の労働力の割合を高めるため，格
差拡大の一因となっている。しかし，主な要因は
労働市場における二極化の拡大にあると考えられ
る。

（3）社会支出は相対的貧困を縮小させる役割は
小さい。社会支出の約 4分の 3は高齢者に配分さ
れている。また，税による再分配効果は弱い。
（4）2000年には働いているひとり親の半数以
上は相対的貧困状態にあったが，OECD平均は
約 20％である。また，日本では無職のひとり親
よりも就労中のひとり親における貧困率のほうが
高い。ひとり親における著しい貧困が要因とな
り，2000 年の児童の貧困率は OECD平均を大き
く上回っている。

これらのことを『国民生活基礎調査』の 2003
年の所得の再集計データについて見てみよう。図

図 1　税と社会保険料の平均負担率（全体）

図 2　税と社会保険料の平均負担率（高齢世帯）
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1から 3は，個人労働所得（雇用者所得，事業所
得，農耕畜産所得，家内労働所得）がある者の年
間個人労働所得 10分位階級別の税・社会保険料
の平均負担率を，世帯属性（全体，高齢者世帯，
母子世帯）別に示したものである。横軸には個人
労働所得をとっている。高齢者世帯は 65歳以上
と 18歳未満の者から構成される世帯であり，母
子世帯は母と 18歳未満の子で構成される世帯で
ある。また，グロスの平均負担率は，税と社会保
険料の合計額が個人労働所得に占める比率であ
る。一方，ネットの平均負担率は，税と社会保険
料の合計額から社会保障給付額を差し引いた額と
個人労働所得の比率である。ネットの負担率が負
になる場合，社会保障給付額が税・社会保険料負
担を上回っている。図 1を見ると，上位 5分位は
グロスとネットの負担率の差が小さく，社会保障
給付の影響は目立たない。また，両負担率は所得
が高くなるほど緩やかに上昇している。下位 2分
位では，社会保障給付が大きく，ネットの負担率
が大きく低下している。グロスの負担率は低下し
ているものの，7％以上の負担率である。ネット
の負担率の低下は，高齢者が多くの給付を受けて
いることを反映していると考えられる。図 2に示
されているように，所得第 9分位に属する高齢者
でも，平均的には再分配を受けている。図 3で
は，母子世帯については，低所得者が多くの給付
を受け取っていることを示す関係は明確には見ら

れない。

III　限界税率と保険料率の現状

II節ではわが国の再分配の状況を国際比較の視
点から概観したが，この節では家計の収入と限界
税・保険料率の関係を図示することで，税と社会
保険が再分配の手段としてわが国でどのように機
能しているかを分析する。
本稿で分析の対象となる税制度は所得税，住民

税，消費税である。所得税と住民税の限界税率を
計算する際には，給与所得控除，人的控除（基礎
控除，配偶者控除，扶養控除），社会保険料控除
の各控除を考慮する3）。消費税率については，家
計が貯蓄をおこなわずに収入をすべて消費にまわ
すと仮定して計算をおこなう。本稿では実効消費
税率を以下のように計算した。まず，消費と可処
分所得の関係は，

 （1）　
と書ける。ここで，tは名目消費税率，cは消費
額，yは収入額，t(y)は（消費税を除く）税と保
険料の総支払い額である。実際の制度では，収入
から経費を控除して所得とし，それに所得税が課
される。しかし，本稿では，給与所得控除を含め
た所得税制が租税関数に表されているものとし，
実質的な経費は発生しないと考え，所得控除前の
収入額を yと定義する。（1）式を消費額 cについ

図 3　税と社会保険料の平均負担率（母子世帯）
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て解き，収入額 yで微分すると，

 （2） 

となる。限界税・保険料率を T´(y)と定義して，
（2）式の右辺を 1－T´(y)とおけば，限界税・保
険料率は，

 （3）　

と表される。そして，実効消費税率 t*は，

 （4）　

となる。
本稿では，社会保険料の負担として医療保険，
介護保険，年金，雇用保険，労災保険の各制度の
労使負担の合計を考える。被用者はこれらの社会
保険に加入することで自らが得る便益（医療保険
の現物給付，将来の年金給付など）を評価しない
と仮定し，社会保険を税と同様の所得再分配政策
とみなして分析をおこなう。ただし，雇用保険と
労災保険の給付は保険料を負担する被用者に限定
されるので，再分配の要素が小さく，税とは異な
る帰着になることも考えられ，これらの保険を除
外することが適切となる可能性もある。しかし，

以下でみるように，雇用保険や労災保険の保険料
率は他の社会保険に比べて非常に低く，所得水準
に関わらず一定であるので，これらを除外するか
否かで以下の分析の結論に大きな違いは生じな
い。したがって，本稿では雇用保険と労災保険を
含めた場合のみを分析する。
社会保険料率の計算に際し，被用者は医療保険
と介護保険については政府管掌健康保険に加入
し，年金については厚生年金保険に加入すると仮
定した。また，雇用保険の負担は，「失業等給付
のための保険料率」と「雇用安定事業等のための
保険料率」の合計とし，労災保険については，54
の事業種類ごとに設定されている労災保険料率の
単純平均値（1. 8％）を負担していると仮定した。
本稿で分析の対象となるのは，①単身世帯と②
夫婦（片方は無職）と 1人の扶養家族（子供）で
構成される世帯の 2つであり，2008年 4月時点
の制度に基づき，限界税・保険料率（T´(y)）が
賞与を含む世帯年収の増加にともなってどのよう
に変化するかを検討する4）。図 4と図 5には単身
世帯と夫婦・子一人世帯の限界税・保険料率の推
移が示されている。どちらのタイプの世帯でも，
賞与を含む年収が 900万円付近までは限界税・保

図 4　限界税・保険料率（T´(y)）の推移（単身世帯）
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険料率は上昇していく。しかし，その後収入が厚
生年金の標準報酬等級の上限を超えると限界保険
料率が 14. 996％から 0％へと低下するため，限
界税・保険料率も大きく低下することになる。そ
の後は主として所得税の限界税率の上昇にともな
って限界税・保険料率も上昇するが，年収が
1, 700万円を超えたところで政府管掌健康保険の
標準報酬等級の上限を超えるので，限界保険料率
が再び大きく低下する。このように厚生年金と政
府管掌健康保険の標準報酬等級の上限をそれぞれ
超える度に限界税・保険料率が大きく低下するの
で，その値は年収が高くなってもそれほど上昇す
ることはなく比較的平坦になる。
つぎに，生活保護制度が適用される場合の，世
帯が直面する限界税・保険料率の推移を検討す
る。本稿では，生活保護制度において 2級地‒1
に分類される地域に居住する単身世帯と，同じく
夫婦（片方は無職）と子供 1人で構成される世帯
の 2つを分析の対象とする5）。これら 2つのタイ
プの世帯ともに，大人は 20歳から 40歳までのい
ずれかの年齢とし，子供は 3歳から 5歳の間とし
て生活保護費の支給額を計算する6）。本稿では生
活扶助の第 1類と第 2類によって支給される扶助

額の合計を生活保護費として考慮する。また，わ
が国の生活保護制度には勤労控除制度があり，勤
労にともなう必要経費を収入から控除することが
できる7）。実際に支給される生活保護費は，最低
生活費（本稿では生活扶助額の合計）から収入と
して認定される額を差し引いた額なので，収入が
増えれば生活保護費は減額されることになるが，
勤労控除制度が存在することで勤労収入の増加分
すべてが減額されてしまわない仕組みとなってい
る。
図 6と図 7は，それぞれ単身世帯と夫婦・子一

人世帯の勤労収入が増加するにつれて実収入額
（生活保護費と勤労収入の合計額）と実効限界税
率がどのように推移するかを示したものである。
単身世帯と夫婦・子一人世帯ともに月額 8, 339円
までの勤労収入は全額控除されるので，それ以下
の収入の範囲では実効限界税率は 0％である。し
かし，勤労収入が月額 8, 339円を超えると実効限
界税率は約 83％まで上昇し，その後この非常に
高い限界税率が続く8）。勤労収入が生活保護費と
勤労控除の合計額を超えると生活保護費の支給が
打ち切られ，家計は収入に応じて図 4と図 5に示
された限界税・保険料率に直面することになる

図 5　限界税・保険料率（T´(y)）の推移（夫婦・子一人世帯）
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が，生活保護制度の適用が打ち切られる段階で
100％を超える実効限界税率に直面する9）。この
理由は，生活保護制度の適用が終了するに伴い，
それまで実費控除されていた所得税と社会保険
料10），および地方税法（第 24条第 5項第 1号）
に基づいて免除されていた個人住民税が課される
こととなり，生活保護制度が適用される際の実収
入額よりも税・保険料支払い後の収入が小さくな
ってしまうからである11）。このため，生活保護制
度の適用打ち切り前後で限界税率が大きく上下す
ることになる。

図 4から図 7によって示された内容をまとめる
と，以下のようになる。生活保護の適用を受ける
低所得世帯は非常に高い実効限界税率に直面して
いる。それ以上の収入がある世帯については，収
入が約 900万円までは限界税・保険料率が上昇し
ていくが，それ以降は社会保険の報酬上限を超え
る度に限界保険料率がゼロとなるので比較的平坦
となる。このため，社会保険料を加えた限界税・
保険料率が最も高いのは，単身世帯については収
入が 660万円から 894万円の階層，夫婦・子一人
世帯については 726万円から 894万円の階層であ

図 6　被保護世帯（単身世帯）の実収入額と実効限界税率の推移

図 7　被保護世帯（夫婦・子一人世帯）の実収入額と実効限界税率の推移
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る。所得上昇にともない，限界税・保険料率が低
下する現象は 2回生じる12）。税制だけを見れば，
累進的構造になっているが，社会保険料を含める
と累進的とはいえず，限界税・保険料率はほぼ一
定で，一部の所得階層がやや大きくなるという構
造を持っている。

IV　望ましい所得再分配政策

1　最高税率
IV節では，III節で示されたわが国の限界税・
保険料率の姿を，Mirrlees〔1971〕によって開拓
された最適所得税の議論に即して，規範的に解釈
していきたい。Diamond〔1998〕は，労働供給の
所得効果がない場合に，最適な所得税の限界税率
T´を，

 （5）　 

と書くことができることを示した。（5）式は，望
ましい税率が労働供給の弾力性，所得分布のパラ
メータ，所得分配の価値判断を示すパラメータの
3つに依存することを示している。まず，eは労
働供給の弾力性である13）。
所得分布に関するパラメータについては，yは
個人の所得，f( y)を所得分布の密度関数，F( y)
を分布関数として，ハザード率と所得の積とし
て，yf( y)/(1－F( y))で表される。y以上の所得が
パレート分布

 （6）　
にしたがうときには，

 （7）　

で表される。ここで，aはパレート指標（Pareto 
index）と呼ばれ，aが小さいほど高所得者が厚
みをもつ分布となる。

G( y)は，個人の所得の社会的評価と公的資金
の限界費用の比の平均で定義される。最高税率を
考える場合には，このパラメータは小さいか，ゼ
ロと考えられている。最高税率を議論する場合
は，所得分配の考慮は小さくなり，このパラメー
タは小さくなると考えられるが，以下では最高税

率の上限値を求める意味で，G( y)＝0の場合を考
えよう。このとき，限界税率は，

 （8）　

のように表される。
以下，この 2つのパラメータに関する妥当な推

定値を展望するが，実証研究の蓄積は十分ではな
く，現状では幅をもって考えなければならない。
國枝〔2007〕は，本稿でのべた分析枠組みにそっ
て，わが国での最高税率の数値計算をおこなって
いる。

2　パレート指標
パレート指標については，青木〔1979〕が

1977年の『家計調査』（総務省）に基づき，1. 3
と推定している。溝口〔1987〕は，1975年から
1982年の国税庁が発表した高額所得者の上位 3
千人のデータを用い，aが 2. 176から 2. 743の範
囲におさまることを示した。國枝〔2007〕は，溝
口〔1987〕の推計値の期間平均である 2. 5406を
用いている。
ここでは，aを以下のような方法で推計した。

所得がパレート分布にしたがう場合， ȳ以上の所
得の平均は，

 （9）　

と計算され，ym/ ȳは一定値となる。1997年，
2000年，2003年の『国民生活基礎調査』の所得
票の個人の総所得14）を用い，各観測値について，
それ以上の所得者の平均所得と当該者の所得の比
を ym/ ȳとして計算してプロットしたのが，図 8
から図 10である。高所得者の標本数が十分に確
保されていないことが不安定な推計につながって
いる可能性を考慮して，5, 000万円以下の所得の
みを図示した。3つの調査とも相似の形状をして
おり，1997年と 2000年はほぼ同じ水準である
が，2003年はやや水準が下がっている。3つの調
査とも，2, 000万円台では 1. 5前後の値で，水平
に近い部分が現れている。ただし，高所得者の観
察数が少ないことの影響からか，Saez〔2001〕で
図示されているほどの水平の形状は得られていな
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図 8　y以上の平均所得と yの比（1997年）

図 9　y以上の平均所得と yの比（2000年）

図 10　y以上の平均所得と yの比（2003年）
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い。また，2003年のデータは高所得者が少ない
ために，1. 5を切る値となっている。かりに ym/ ȳ
が 1. 7だと aは約 2. 4となる。

Feenberg and Poterba〔1993〕は，1951年から
1990年の所得税の納税申告書のデータを用い
て，aが 1970年代の 2. 5に近い値から 1980年代
後半には 1. 5に近い値に低下していることを示し
ている15）。Saez〔2001〕は，1992年と 1993年の
納税申告書データの有配偶者の賃金所得を使った
分析では，aを 2としている。Saez〔2004〕では，
Piketty and Saez〔2003〕による米国の高額所得
者の所得分布の時系列データをもとに，aとして
1. 6を用いている。
米国での研究に比較して，わが国の aが高いこ
とから，日米の所得分布に違いがあると解釈する
ことも可能だが，ここで使用したデータには高所
得者が十分に含まれていないことが aの推計値が
大きくなった原因かもしれない。

3　労働供給の弾力性
日本では林〔2005〕で展望されているように，
男性中核労働者の労働供給に関する弾力性の推定
は非常に少ない。林・別所〔2004〕では，2002
年の『就業構造基本調査』の個票データを用い
て，補償弾力性として 0. 108という値を得てい
る。これは，Pencavel〔1986〕が英米の男性中核
労働者に関する研究を展望して妥当な推定値とし
た 0. 1に近い。
税率上昇によって租税回避行動が起こり，所得
税の課税所得が減少する場合には，Lindsey 
〔1987〕で用いられた課税所得の弾力性を用いる
のが適当である。課税所得の弾力性は労働供給の
弾力性よりも大きい値をとると考えられる。
Lindsey〔1987〕，Feldstein〔1995〕は 1を超える
弾性値を推定しているが，Gruber and Saez
〔2002〕によれば，推定方法を改良した後続研究
ではより低い弾性値が求められている。Saez
〔2001〕はこれらの研究成果をもとに，0. 25と

0. 5の 2つの値を想定し，Saez〔2004〕では，0. 5
としている。わが国ではまだ十分に研究の蓄積が
ないが，八塩〔2005〕は，事業所得者の租税回避

行動は大きくないとしており，高い弾性値を想定
すべき根拠はないといえる。研究の蓄積が少な
く，弾性値の想定は難しいが，暫定的に労働供給
の弾性値の 2倍である 0. 2を想定することにす
る。

aを 2. 5，eを 0. 2と想定したときの最高税率
は 67％となり，現在の最高税率よりも高率とな
る。すでに國枝〔2007〕でもパラメータの感度分
析がおこなわれているが，最高税率は 50％を超
えるだろうとされている。Diamond〔1998〕，
Saez〔2001〕も同様な結論を得ている。

4　低所得者の税率
所得分布と労働供給のパラメータは低所得者の

税率に対しては，相反した影響をもつ。ある所得
階層の限界税率を高めた場合，それ以上の所得階
層の限界税率を高めることなく，税収を増やすこ
とができる。この効果は，それ以上の所得者の多
い低所得者により強く働くので，低所得者の税率
を高くする。これに対して，低所得者の労働供給
は中核労働者に比較して弾力的だとされており，
このことは税率を低くする。Saez〔2002〕では，
前者の効果の方が大きく，低所得者の税率は高く
なることが示されている。
価値判断に関わるパラメータは，低所得者の税

率に大きな影響をもつ。Saez〔2002〕は，最低所
得者の効用だけを評価するロールズ的社会厚生関
数の場合は，最低保障水準が高く，限界税率が高
い生活保護制度に近い税率の姿となり，功利主義
的社会厚生関数のもとでは，負の所得税に近い税
率の形状になることを示している。
現行制度の是非は価値判断に依存するので，本

稿での評価は差し控えたい。わが国の現行制度
は，生活保護制度の下で高い税率となっており，
ロールズ的基準に近いものと解釈できるが，その
場合，和田・木村〔1998〕，小川〔2000〕，駒村
〔2003〕，橘木・浦川〔2006〕等で指摘されている
ように，生活保護制度の捕捉率が低く，保護基準
以下の生活水準の世帯が存在することとの整合性
が問われると考えられる。
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V　結論

本稿では，わが国の租税・社会保障制度がどの
ような所得再分配機能をもっているのかを検討し
た。III節で現行の税と社会保障で形成される限
界税・保険料率の動向を見た。生活保護を受ける
低所得世帯は非常に高い実効限界税率に直面す
る。それ以上の収入のある世帯の限界税・保険料
率は 40％未満に低下した後，収入が約 900万円
になるまで段階的に上昇していく。それ以降は医
療保険と公的年金の報酬上限を超える度に限界保
険料率がゼロとなるので，限界税・保険料率の水
準は比較的平坦となる。所得上昇にともない，限
界税・保険料率が低下する現象が生じる。このた
め，社会保険料を加えた限界負担率が最も高いの
は，単身世帯では収入が 660万円から 894万円の
階層，夫婦・子一人世帯については 726万円から
894万円の階層である。税制だけを見れば，累進
的構造になっているが，社会保険料を含めると累
進的とはいえず，限界税・保険料率はほぼ一定，
一部の所得階層がやや大きくなるという構造をも
っている。
つぎに，このような現状を最適所得税理論に基
づいて評価した。社会保険に報酬上限が存在する
ことで，限界税率が逆転することを正当化するこ
とは難しい。以前と比較して，社会保険料が上昇
してきた現在では，この問題はより深刻になって
いる。報酬上限と所得税の税率表を調整すること
で，限界税率を平準化することが必要であろう。
平準化が図られれば，単身世帯では約 420万円
以上，夫婦・子一人世帯では約 540万円以上で
40％台半ばの水準でほぼ水平となる。この水準
が妥当か否かは，望ましい税率を規定するパラメ
ータの知識が十分でないなかで明確な結論は下せ
ない。現状の知識から望ましい税率の姿を幅をも
って考えたときに，そこから明確に乖離している
とはいえない状況である。
所得税の最高税率が適用される約 2, 300万円以
上の水準で，労働保険を加えると限界税・保険料
率は 50％を若干超える水準となる。最適所得税

の最近の議論を基にすると，最高税率は 50％を
かなり超えると考えられるので，所得税の最高税
率が適用される所得階層の限界税率は少し高める
余地があるかもしれない。
最後に残された課題を指摘して，本稿を閉じる
ことにしたい。望ましい税率を規定するパラメー
タについての知識をより充実させることが必要で
ある。労働供給については，個票データによる研
究がより蓄積されることが望まれる。所得分配の
研究ではデータの充実が必要である。高所得者を
重点的に抽出した標本調査をおこなうか，納税申
告書を用いて，より詳細な研究がおこなわれるこ
とが望ましい。
所得以外の世帯属性を考慮した分析をおこなう
ことも，重要な課題である。Kaplow〔2008〕で
も議論されているように，最適所得税の理論では
所得以外の世代属性に依存した再分配も分析の対
象としている。社会保障給付は高齢者世帯，ひと
り親世帯のような属性に依存した再分配をおこな
っており，そのあり方を適切に評価することが重
要である。

付　記
本稿での実証分析の基礎となったデータ処理
は，厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研
究事業（政策科学推進研究事業））「所得・資産・
消費と社会保険料・税の関係に着目した社会保障
の給付と負担の在り方に関する研究」（国立社会
保障・人口問題研究所）において使用が認められ
た（統発第 1211006号）『国民生活基礎調査』再
集計項目を引用活用して，岩本が行ったものであ
る。
国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩室長

（国際関係部第二室）と菊地英明研究員（社会保
障基礎理論研究部）には，生活保護制度に関する
文献や制度の仕組みを詳しく教えて頂いた。ここ
に記して感謝の意を表したい。あり得べき誤りは
すべて筆者に帰すものである。

注
 1） 　岩本・濱秋〔2006，2008〕，Hamaaki and Iwamoto
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〔2008〕は，社会保険料が租税と同様に，労働
市場での撹乱効果を持つことを示す実証結果を
得ている。

 2） 　『国民生活基礎調査』では前年の所得が調査
されるので，調査年と所得のデータは 1年ずれ
る。

 3） 　本稿の社会保険料控除額は，実際の医療保
険，介護保険，厚生年金保険の保険料額表に基
づき，各標準報酬月額等級について算出した値
を用いており，収入金額の 10％を社会保険料
額とする財務省の方式とは異なる。このように
社会保険料控除額の計算方法が異なるため，財
務省が公表している所得税の課税最低限（単身
世帯 114. 4万円，夫婦・子一人世帯 220万円）
と本稿の課税最低限は必ずしも等しくならない
ことに留意が必要である。

 4） 　賞与を含む年収の賞与部分の額は，2007年の
『賃金構造基本統計調査』（厚生労働省）の「き
まって支給する現金給与額」と「年間賞与その
他特別給与額」の比率を用いて求めた。

 5） 　級地とは，各地域の生活様式や物価の違いに
起因する生活水準の差を生活保護基準に反映さ
せることを目的とした地域区分のことであり，
全国の市町村が 1級地-1から 3級地-2までの
6つに区分化されている。本稿で対象としてい
る 2級地-1の地域の例として金沢市，静岡
市，高知市などが挙げられる。

 6） 　本稿で，20歳から 40歳までの大人と，3歳
から 5歳までの子供を対象とするのは，生活保
護制度の扶助基準を考える際に，「標準 3人世
帯」として 33歳男性，29歳女性，4歳の子供
で構成される世帯を対象とするのが一般的だか
らである。

 7） 　勤労控除には基礎控除，特別控除，新規就労
控除などの控除が含まれるが，本稿ではこのう
ち基礎控除のみを考慮する。

 8） 　基礎控除では収入金額別の区分ごとに一定の
控除金額が定められているので，同じ区分の収
入を得ている世帯の実収入額は等しくなる。し
たがって，厳密には，同じ収入区分内では家計
は 100％の実効限界税率に直面しており，齋
藤・上村〔2007〕はこのような考え方に基づい
て被保護世帯の実効限界税率を計算している。
しかし，本稿では，基礎控除には控除額を勤労
収入に比例して増加させる収入金額比例方式が
採用されていることを踏まえ，実収入額が同じ
区分内においてもなめらかに増加すると単純化
して実効限界税率を計算した。橋本〔2006〕も
このようにして実効限界税率を計算していると
考えられる。

 9） 　生活保護制度の適用が打ち切られた直後に各
世帯が直面することになる限界税・保険料率

は，対象とする級地，生活扶助以外の生活保護
費を考慮するか否か，社会保険料額の計算方法
などによって異なる値となることに留意が必要
である。したがって，本稿と異なる仮定に基づ
いて分析をおこなえば，図 6と図 7とは異なる
幅の実効限界税率の低下が見られる可能性があ
る。

10） 　本稿では，被用者は政府管掌健康保険と厚生
年金に加入すると仮定しているので，彼らが支
払う社会保険料は生活保護制度の実費控除の対
象となる。一方，国民健康保険と国民年金に加
入する自営業者などは，生活保護が適用される
と，国保からの脱退と国民年金保険料の法定免
除がおこなわれる。自営業者などは社会保険料
の負担自体が発生しないので，実費控除される
被用者とは扱いが異なるが，保険料負担が生じ
ないことには変わりはないので，本稿の議論は
国民健康保険と国民年金に加入する労働者を含
む世帯にも当てはまる。

11） 　本稿で分析対象となっている単身世帯の生活
保護打ち切り後の収入の減少額は 322, 848円で
ある。単身世帯については，年間収入 1, 189, 320
円を超えると打ち切りとなるが，この収入に対
応する保険料負担額（労使合計）は 317, 784
円，所得税・住民税額は 5, 064円となる。両者
の合計が 322, 848円となり，税・保険料支払い
後の収入は 866, 472円となる。同様に，夫婦・
子一人世帯については，生活保護制度打ち切り
後の収入の減少額は 513, 386円である。

12） 　医療保険と厚生年金で別々に設定されている
賞与の上限に達すると，賞与部分の限界保険料
率はゼロとなるので，厳密には，限界税・保険
料率の低下は計 4回生じる。

13） 　所得効果がないので，ここでは補償弾力性と
非補償弾力性の区別はないが，実証研究の数値
を当てはめる場合には補償弾力性を用いる。

14） 　Gross incomeと呼ばれる概念で，労働所得，
財産所得，社会保障給付を含む。『国民生活基
礎調査』調査票での所得の合計を用いている。

15） 　Feenberg and Poterba〔1993〕で示された数
値は本稿での a-1に対応しており，Diamond 
〔1998〕はこれを aと混同していることに注意
されたい。
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I　はじめに

OECDが公表した所得格差や貧困に関する国
際比較（Förster and Mira d’Ercole, 2005）でも明
らかになったように，日本は先進国の中で所得分
布が平等な国とはいえず，相対的貧困率に至って
は上位のグループに属している。所得格差の拡大
や貧困率の高まりについては，高齢化や世帯構成
の変化の影響を重視する見方や，労働市場を中心
とした規制緩和やグローバル化の下で進む非正規
労働者の比率上昇に注目する見方など，さまざま
な議論がある。しかし，その原因や背景が何であ
るにせよ，格差や貧困がこれまでより身近で深刻
な問題となり，政策的に重視すべきテーマになっ
ていることに疑いの余地はない（大竹〔2005〕，
Tachibanaki〔2005〕，白波瀬編〔2006〕，橘木・
浦川〔2006〕，小塩・田近・府川編〔2006〕など
参照）。
本稿の目的は，次の 2つである。第 1は，2000
年代前半における所得格差や貧困の状況を展望
し，日本の世帯が全体として貧困化していること
を指摘する。日本の所得格差が拡大し，貧困が深
刻な問題になっているとの認識は，1980年代か
ら 2000年前後にかけての各種指標の動きに基づ
くものである。しかし，2000年代に入ると所得
格差の拡大傾向は頭打ちとなり，貧困指標も大き
な動きを見せず，改善傾向すら見られる。本稿で
は，こうした動きの背景に日本の世帯の全体的貧
困化があることを明らかにする。

第 2は，そうした全体的貧困化の下で税・社会
保障など現行の再分配政策がどのような機能を果
たしているかを検討することである。マクロ的に
みると，これらの政策は当初所得ベースで見た所
得格差や貧困の度合いを大幅に縮小しているもの
の，そのかなりの部分は高齢層に集中して起こっ
ている。しかも，その大部分は若年層からの所得
移転によるものであり，同じ年齢階層内における
所得再分配は限定的である。
以下では，IIで分析に用いるデータを紹介した

上で，IIIでは 2000年代前半における所得格差や
貧困の状況を概観する。IVではそうした状況を
踏まえて，社会的厚生がどのように変化している
か評価するとともに，所得分布に「極化」傾向が
進んでいるかどうかをチェックする。Vでは，再
分配政策の格差縮小・貧困軽減効果を年齢階層別
に検討する。最後に，VIで本稿における主要な
論点をまとめる。

II　データ

本稿の分析に用いるデータは，厚生労働省の
「国民生活基礎調査」のマイクロデータである。
調査年は大規模調査年である 1998，2001，2004
年と小規模調査年である 2006年である（分析に
用いる所得は調査年の 1年前の年収なので，以下
では年次の表記を 1997，2000，2003，2005年と
する）。本稿で基本的に注目するのは，各世帯の
等価所得ベースの可処分所得であり，当初所得に
公的年金等の社会保障給付額を加え，税（所得
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税・住民税・固定資産税）および社会保険料を差
し引いたものを世帯構成人員の平方根で除した値
である。ただし，可処分所得が不明の世帯，負ま
たはゼロの値をとっている世帯は除く。その結
果， サ ン プ ル 数 は，1997年 27, 346，2000年
27, 711，2003年 19, 652，2005年 5, 162世帯とな
る。2005年のサンプル数は，小規模調査年のた
めほかの 4～5分の 1程度にとどまっており，ほ
かの調査年の結果との比較の際には十分注意する
必要がある。さらに，所得水準はすべて消費者物
価指数で調整した 2005年価格表示とする。

III　格差・貧困指標の動向とその評価

1　格差指標の改善傾向
表 1は，1997年から 2005年における，等価所
得ベースの実質可処分所得の一般的傾向と代表的
な格差指標である平方変動係数，ジニ係数，平均
対数偏差の動きを概観したものである。数値は，
サンプル全体だけでなく，世帯主の年齢に応じて
若年層（39歳以下），中年層（40～59歳），高齢
層（60歳以上）の年齢階層別でも掲げた。この
表からは，次の 3点が指摘できる。
第 1に，日本の世帯の所得水準は，2000年代
前半にかけて顕著な形で低下している。実際，大
調査年の 1997年と 2003年を比べると平均所得は
13. 9％低下しており，長期不況の家計所得への
影響がここに明確に出ている1）。世帯所得は 2003
年以降やや持ち直しているが，1997年の水準に
は戻っておらず，2000年代前半は家計所得が低
迷した時期として特徴づけられる。
第 2に，所得水準が低下する一方で，格差指標
は 2000年以降いずれも幾分改善傾向を示してい
る。ここには示していないが，これらの格差指標
は 1980年代に入ってから所得格差の拡大傾向を
示してきた。そうした所得格差の拡大が，2000
年代に入って頭打ちとなっていることは注目され
る。厚生労働省が公表した 2005年「所得再分配
調査」でも，等価所得ベースの可処分所得のジニ
係数は 1998年の 0. 3372にピークアウトし，2004
年には 0. 3218まで低下している。

所得水準の低下は，ほかの条件が等しければ，
それ自体としては格差拡大につながる。また，
「日本の格差拡大の原因は景気の低迷である」と
する見方も一部にある。しかし，実際は，2000
年代前半にかけて所得水準の低下と所得格差の縮
小が同時進行している。これは，所得の散らばり
が所得水準の低下ペース以上に縮小しているから
である。実際，表 1によると，所得の標準偏差は
1997年の 246. 5万円から 2003年には 192. 6万円
へと 21. 9％縮小しているが，この縮小率は同時
期の所得水準の低下率 13. 9％を大きく上回って

表 1　所得および所得格差の推移 : 1997⊖2005年

注）　1997，2000，2003年は大調査年，2004年は小調査年の値。
出所）　厚生労働省「国民生活基礎調査」個票より作成。

（等価可処分所得ベース）

1997 2000 2003 2005 

平均（万円，2005年価格）
　　全　体 315. 4 292. 2 271. 7 277. 1 
　　若年層 262. 4 243. 3 238. 9 252. 6 
　　中年層 371. 5 347. 7 329. 6 331. 4 
　　高齢層 283. 3 262. 9 241. 1 245. 3 

標準偏差（同）
　　全　体 246. 5 244. 3 192. 6 194. 6 
　　若年層 158. 2 145. 6 139. 3 154. 1 
　　中年層 255. 9 264. 8 211. 2 214. 9 
　　高齢層 262. 7 247. 4 184. 1 182. 8 

 平方変動係数
　　全　体 0. 611 0. 699 0. 502 0. 493 
　　若年層 0. 364 0. 358 0. 340 0. 372 
　　中年層 0. 474 0. 580 0. 411 0. 421 
　　高齢層 0. 860 0. 885 0. 583 0. 555 

ジニ係数
　　全　体 0. 351 0. 363 0. 349 0. 349 
　　若年層 0. 300 0. 304 0. 302 0. 293 
　　中年層 0. 316 0. 340 0. 325 0. 330 
　　高齢層 0. 388 0. 383 0. 360 0. 364 

平均対数偏差
　　全　体 0. 228 0. 252 0. 231 0. 223 
　　若年層 0. 168 0. 187 0. 174 0. 169 
　　中年層 0. 190 0. 227 0. 210 0. 202 
　　高齢層 0. 273 0. 275 0. 242 0. 237 

サンプル数
　　全　体 27, 346 27, 711 19, 652 5, 162
　　若年層 5, 638 4, 817 3, 174 897
　　中年層 11, 286 10, 681 6, 883 1, 834
　　高齢層 10, 422 12, 213 9, 595 2, 431
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いる。
第 3に，こうした平均的な所得水準の低下と所
得格差の縮小という同時進行は，程度の差こそあ
れすべての年齢階層で確認される。もっとも，こ
こでは年齢階層を世帯主の年齢に注目して分割し
ているので，親と同居する若年層の所得水準や所
得格差の動向を十分把握できていない点には留意
すべきである。しかし，平均所得の低下と格差縮
小は，ほとんどの年齢階層に共通して見られる，
2000年代前半における社会全体の傾向と考えて
間違いなさそうである。

2　所得分布の変化
表 1に示された結果は，日本の世帯の所得分布
が 2000年代前半において，これまでより低い水
準で厚みを増すような形に変化していることを示
唆するものである。この傾向は，カーネル密度推
定量を計算し，所得分布をグラフ化することで視
覚的に確認することができる。カーネル密度推定
量を用いた所得分布の変化は最近盛んに行われる
ようになっている。例えば，Burkhauser, Oshio 

and Rovba 〔2008〕は 1990年代における所得分布
の変化を米国・英国・ドイツ・日本の 4ヵ国で比
較している。それによると，米英では所得分布を
描いた山の重心が右にシフトしているのに対し
て，日独では山の重心の右シフトがあまり起こら
ず，山の平坦化で示される所得の散らばりの拡大
がそのまま格差拡大につながっていることが分か
る。また， Fukawa and Oshio 〔2007〕は，1980年
代と 1990年代の日本の所得分布をカーネル密度
推定量に基づいて比較しているが，1980年代，
1990年代ともに山の平坦化が見られるものの，
1980年代は 90年代と異なり，重心の右シフトが
顕著だったことを指摘している。

2000年代に入ってからはどうだろうか。図 1
は，1997年と 2003年の等価所得ベースの実質可
処分所得について，そのカーネル密度推定量を計
算した結果をグラフ化したものである（2003年
の代わりに，小規模調査年である 2005年のデー
タを用いても，曲線の形状は大きく異ならな
い）。この図からは次のような 3点が確認でき
る。第 1に，全体的に所得水準が低下したことを

図 1　カーネル密度推定量：1997年と 2003年
出所）表 1と同じ。
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受けて，所得分布の山の重心が左にシフトしてい
る。実際，山がピークになる所得水準は，1997
年の約 220万円から 2003年は約 190万円へと低
下している。第 2に，所得分布の山は尖り度合い
を高めており，それ自体としては格差を縮小する
方向に働いている。全体的な所得水準の低下は，
所得の散らばり度合いを所与とすれば格差の拡大
要因となるが，実際には所得の散らばり度合いも

縮小したために，格差指標は結果的に改善したこ
とになる。第 3に，以上の結果として，高所得層
の厚みが低下する一方，低所得層の厚みが高まっ
ている。実際，2つの曲線は所得が 290万円前後
のところでクロスしており，その水準を上回る層
が減少し，下回る層が増加している2）。

表 2　貧困の推移 : 1997⊖2005年

注）出所）　表 1に同じ。

（等価可処分所得ベース）

　 1997 2000 2003 2005

（1）各年の所得で貧困線を設定

貧困線（万円，2005年価格） 134. 4 122. 5 117. 2 119. 3 
FGT（0）: 貧困率
　　全   体 17. 0 17. 2 17. 4 17. 5 
　　若年層 18. 4 17. 2 16. 0 12. 7 
　　中年層 10. 2 11. 4 11. 2 12. 8 
　　高齢層 23. 5 22. 2 22. 3 22. 7 

FGT（1）: 貧困ギャップ率
　　全   体 5. 8 6. 3 6. 2 5. 8 
　　若年層 5. 6 6. 2 5. 5 4. 9 
　　中年層 3. 4 4. 2 4. 1 3. 8 
　　高齢層 8. 5 8. 1 7. 9 7. 6 

FGT（3）
　　全   体 2. 9 3. 4 3. 2 2. 8 
　　若年層 2. 7 3. 5 2. 8 2. 6 
　　中年層 1. 7 2. 3 2. 3 1. 7 
　　高齢層 4. 3 4. 4 4. 1 3. 6 

（2）1997年の貧困線で固定

貧困線（万円，2005年価格） 134. 4 134. 4 134. 4 134. 4 
FGT（0）: 貧困率
　　全   体 17. 0 20. 1 22. 1 21. 5 
　　若年層 18. 4 20. 5 21. 7 16. 6 
　　中年層 10. 2 13. 5 14. 3 15. 5 
　　高齢層 23. 5 25. 8 27. 9 27. 9 

FGT（1）: 貧困ギャップ率
　　全   体 5. 8 7. 4 7. 9 7. 3 
　　若年層 5. 6 7. 4 7. 3 6. 0 
　　中年層 3. 4 4. 9 5. 2 4. 9 
　　高齢層 8. 5 9. 6 10. 1 9. 7 

FGT（3） 　 　
　　全   体 2. 9 4. 0 4. 1 3. 6 
　　若年層 2. 7 4. 1 3. 6 3. 2 
　　中年層 1. 7 2. 7 2. 8 2. 2 
　　高齢層 4. 3 5. 1 5. 3 4. 7 
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3　貧困指標の推移
2000年代に入って所得格差の各種指標がむし
ろ改善しているのは，日本の世帯の所得分布が低
所得のところでその層の厚みを増しているためで
ある。これは，日本の世帯にとって貧困がこれま
で以上に身近になっていることを示唆するもので
ある。そこでここでは，貧困指標の動きを概観す
る。
ここでは，Foster, Greer and Thorbecke〔1984〕
の指標　――　以下では FGTと表記する　――　を計算
する。貧困線を z，当該世帯の所得を x，xの密
度関数を f (x)とすれば，FGTは，適当な非負の
パラメータ aに対して，

として定義される。ここでは，aを 0，1，2として
3つの FGT指標の動きを見る。このうち，
FGT(0)はいわゆる（相対的）貧困率（headcount 
ratio）であり，その貧困線を下回る世帯の全体に
占める比率を示す。FGT(1)は，貧困ギャップ率
（poverty gap ratio）に対応する。これは，貧困線
を下回る貧困層に関して，その下回る度合いをそ
の世帯のウェイトで加重平均したものである。
FGT(2)は，貧困線を下回る度合いの自乗を加重
平均したものであり，貧困ギャップ率と比較し
て，より低所得貧困層（いわゆる極貧層）の貧困
の深刻さを強く捉える。
表 2は，FGT(0)，FGT(1)，FGT(2)の動きを世帯
全体及び年齢階層別に見たものである。表は上段
と下段に分かれている。上段は，貧困線を通常の
定義のように，各時点における全世帯の中位所得
の 50％として与えた場合の計算結果を示してい
る（各年齢階層の貧困線は，社会全体の貧困線に
等しく設定している）。ここからは，次のような
事実が確認できる。まず，社会全体で見ると，総
じて貧困指標の悪化は限定的である。貧困率は
1999年の 17. 0％から 2005年の 17. 5％へと上昇
しているが，その上昇幅は限定的であり，貧困ギ
ャップ率や FGT(2)は 2000年以降むしろ低下し
ている。次に，年齢階層別に見ると，貧困率につ
いては，若年層での低下と中年・高齢層での上昇

が拮抗しているものの，その他の 2つの指標では
2000年以降はいずれの年齢階層でも低下傾向が
見られる。
以上の点は，平均所得の低下傾向（表 1）や所

得分布の山の重心の左シフト（図 1）という事実
から見ると意外に思えるかもしれない。しかし，
これはすべて貧困指標の算出の基礎となる貧困線
の下方シフトで説明できる。経済全体の所得が平
均的に低下すると貧困線もそれに応じて低下し，
その低下した貧困線を下回る世帯はあまり増えな
い。その場合，相対的な貧困度を測る指標は大き
く変化せず，改善する可能性も出てくる。
実際，表 2の下段では，貧困線を 1997年の水

準で固定した場合の各種貧困指標を計算してい
る。ここからも明らかなように，貧困指標は通常
の計算で求めた上段の値と比べてかなり高めとな
っている。例えば，1997年の貧困線を基準にす
ると，2005年の貧困率は 21. 5％となり，2005年
の所得に基づく貧困線を用いた場合の 17. 5％を
4％ポイントも上回る。
要するに，2000年代前半の日本においては貧

困線そのものが低下しているため，貧困化は相対
的な意味では進行していないが，絶対的な意味で
は着実に進行しているということになる。

IV　社会的厚生と所得分布の極化分析

1　社会的厚生の推計
前節で概観した 2000年代前半の状況は，所得

格差が拡大する一方で，所得水準が順調に上昇し
てきた 1980年代とは対照的である。そして，問
題は，全体的な所得低下と格差縮小の同時進行を
どう評価するかである。これは，究極的には公平
性と効率性のトレードオフをどう考えるかという
問題に帰着し，価値判断の問題とされる面もあ
る。
一つの評価の仕方は，不平等回避度を外生的に

与えた上で，社会的厚生の水準を直接計算するこ
とである。具体的には，不平等回避度を示すパラ
メータをεとして，それに対応する世帯当たり社
会的厚生の水準 W(e)を，
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と定義する（yiは世帯所得，nは世帯数）。この
社会的厚生関数は，いわゆる危険回避度一定
（CRRA）の効用関数に対応して定式化がなされ
ており，Atkinson〔1970〕の提唱した社会厚生関
数をもとにしている。Atkinson〔1970〕は，eの
値を社会全体における不平等回避度として解釈し
た。
ここでは，不平等回避度の値を 0から 2. 5まで

0. 5刻みで 5通り設定し，1997年と 2003年の 2
時点において，上の式で定義される世帯当たり社
会的厚生を計算する。ただし，社会的厚生の変化
の度合いを解釈しやすくするために，1997年に
おける各世帯の所得を一律何％変化させれば
2003年の社会的厚生を実現できるかを計算す
る。つまり，社会的厚生の変化率（g(e)×100％
とする）を等価変分の形で評価する。具体的に
は，時点を Wの下添え字で示すことにより，

を計算する。
なお，平均所得の低下が社会的厚生の低下に対
する寄与度も，次のようにすれば粗く試算でき
る。すなわち，1997年における各世帯の可処分
所得から，1997年から 2003年にかけての平均所

得の低下分（43. 7万円）だけ一律に引き下げた
とき，社会的厚生がどうなるかを計算する3）。そ
の社会的厚生の変化分を，上と同様に等価変分ベ
ースで評価すると，平均所得の低下による社会的
厚生の引き下げ効果が大まかに計算できる。そし
て，上で求めた全体の等価変分からこの効果を差
し引けば，格差縮小によって社会的厚生の悪化が
どこまで相殺できたかが分かる。
表 3は，以上の計算結果をまとめたものであ
る。不平等回避度がゼロ，つまり，平均所得の変
動だけで社会的厚生が決定されると想定すると， 
社会的厚生は 1997年から 2003年にかけて 13. 8％
低下したことになる。これは，同期間における平
均所得の低下率そのものである。そして，不平等
回避度を引き上げるにしたがって，社会的厚生の
低下率は高まっていく。実際，不平等回避度を
2. 5まで引き上げると，社会的厚生の低下率は 6
割近くに及ぶ。
そして，こうした社会的厚生の低下はもっぱら
平均所得の低下によるものであり，格差縮小がそ
れを部分的に相殺していることも確認できる。例
えば，不平等回避度が 1であれば，平均所得の低
下によって社会的厚生は等価変分ベースで評価し
て 23. 2％低下するが，所得格差の縮小でそのう
ち 5. 6％が相殺され，結局，社会的厚生の低下は
17. 7％となる。不平等回避度を引き上げていく
と，平均所得の低下による社会的厚生の低下は
（社会的厚生関数の形状からも予想されるよう
に）次第に大きくなっていく。それと同時に格差
縮小による社会的厚生の引き上げ効果も高まって

表 3　社会的厚生 : 1997年と 2003年

注）　e＞0 の場合，1997年の可処分所得が 43. 7万円以下の世帯（全体の約 1. 9％）は（B）の計算対象から除いている。
出所）　表 1と同じ。

不平等回避度（e） 0. 0 0. 5 1. 0 1. 5 2. 0 2. 5 

社会的厚生　W1997（e） 315. 4 34. 05 5. 568 －0. 1302 －0. 00472 －0. 000255 
　　　　　　W2003 （e） 271. 7 31. 23 5. 373 －0. 1475 －0. 00714 －0. 000989 

社会的厚生の等価変分 g（e）
[1997年平均所得比，％ ]（A）

－13. 8 －15. 9 －17. 7 －22. 0 －33. 9 －59. 5 

平均所得の低下による等価変分（B） －13. 8 －17. 3 －23. 2 －34. 9 －61. 2 －87. 7 
格差縮小による社会的厚生引き上げ効果
（C）＝（A）－（B）

0. 0 1. 5 5. 6 12. 9 27. 3 28. 2 

（C）／（B）（絶対値ベース） （0. 00） （0. 08） （0. 24） （0. 37） （0. 45） （0. 32）
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いくが，平均所得の低下による社会的厚生の引き
下げ効果のほうが大きくなり，社会的厚生の低下
率が高まっていく。以上は大まかな試算だが，
2000年代前半の日本では，全体的な所得低下と
格差縮小の同時進行の下で社会的厚生も顕著な形
で低下したことを示唆するものである。
なお，どの程度の eが現実の人々の所得分配に
対する考え方を反映しているかについての研究
は，Amiel et al.〔1999〕，Gouveia and Strauss〔1994〕
などによってなされており，最適な eの値は，概
ね 0. 25～2. 0の水準で報告されている。今後，日
本においても，研究の蓄積が望まれる分野である
といえる。

2　所得分布の「極化」
次に，日本の所得分配にいわゆる二極分化が進
んでいるかを統計的に分析する（詳細は小塩・浦
川〔2008〕参照）。二極分化は，単に所得格差の
拡大を意味するのではなく，所得の高い層，低い
層でそれぞれ分布の山が明確になり，いわば「勝
ち組」「負け組」が峻別になる状況を意味する。
問題は，そうした形の二極分化が日本で実際に進
んでいるかどうかである。
ここでは，Esteban and Ray 〔1994〕が定義した
極化（polarization）という概念を用いる。社会
を幾つかのグループに分割したとき，それぞれの
個人は，そのグループに対する帰属意識（group 
identity）を抱くと同時に，異なるグループに属
する他人に対して疎遠感（alienation）を抱く。
この両者の組み合わせによって，その個人はその
他人に対する敵対感（effective antagonism）を持
つ。この敵対感を当該個人にとってのすべての他
人に対して合計し，さらに，それを，社会を構成
するすべての個人について合計したものを極化の
程度と考える。

Esteban, Gradín and Ray〔1999〕は，この Esteban 
and Ray〔1994〕の発想に基づき，次のような形
で極化を定式化して実証分析に応用できるように
した。すなわち，社会の構成員を所得の低い者か
ら順番に並べた上で，所得水準が重ならないよう
に nグループに分割し（この分割の仕方を rと

する），それぞれのグループの構成比率を pi，平
均所得を mi（ただし，社会全体の平均所得を 1に
規準化する）したとき，極化の指標 ERは，

として定義される。
このうち，|mi－mj|の部分は，第 iグループに

属する個人から見た，第 jグループに属する個人
との平均的な疎遠感の大きさを，両グループの平
均所得の差として表現したものである。ここで，
グループに対する帰属意識を捨象し，この疎遠感
の社会全体の平均を求めるだけなら，上の式で a
＝0とするだけでよく，その場合，ERはグルー
プ間の格差指標と何ら違わなくなる。実際，グル
ープ分けせず個人単位で考えれば，ERは通常の
ジニ係数に一致する（社会全体の平均所得を 1と
規準化していることに注意されたい）。
極化のもう一つの要素である，自分が属するグ

ループへの帰属意識を反映させるためには，aを
正にする必要がある。aを正にすることは，疎遠
感の社会全体の平均を求める際，自分の属するグ
ループのウェイトをほかのグループより高めに設
定することを意味する。グループへの帰属意識が
強い社会ほど，aは大きな値をとる4）。
ただし，極化をこのように定式化するとして

も，どのようなグループ分けが望ましいかという
問題が残る。例えば，違いが大きい個人を含む形
でグループ化すると，個人にとっては自らのグル
ープに対する帰属意識が弱まってしまい，その分
だけ極化の度合いが低下する。Esteban, Gradín 
and Rayはそうしたグループ化による誤差を e(r)
と標記し，その誤差を考慮することによって，極
化の度合い Pを，

P＝ER－be(r)
という形で捉えた。ここで，bはグループ化の誤
差を重視する度合いを示すプラスのパラメータで
ある。
最適なグループ分けはこの誤差を最小にするも

のだが，それは，同じグループに属す個人間の所
得差を社会全体で合計した値を最小にするグルー
プ分けのはずである。そのような最適なグループ
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分けのためには，Aghevli and Mehran〔1981〕の
研究により，隣接するグループの境目が両グルー
プに所属するすべての個人の平均値であればよい
ことが示されている。また，このとき，eは，全
体のジニ係数 Gから，グループ分けした場合の
ジニ係数 G(r)（miという所得を得る個人が piの
比率で存在するとして計算されるジニ係数）を差
し引いた値に等しくなることも示される（Esteban, 
Gradín and Ray〔2007〕参照）。したがって，最
適なグループ分けを r* と すれば，Esteban, 
Gradín and Ray流の極化指標は，

P＝ER－b[G(r)－G(r*)]
として与えられる。
表 4は，全世帯を所得水準に応じて世帯を 2分
割および 3分割した場合に，極化が進んでいるか
どうかをチェックしたものである。2分割の場合
は境界値を社会全体の平均値にすればよい。3分
割の場合は，隣接する 2つのグループ（低所得層
と中所得層，中所得層と高所得層）の境目が，いず

れも隣接するグループに属する全世帯の平均にな
るように，2つの境界値の組み合わせを探すこと
になる。ここでは，Esteban, Gradín and Ray〔1999〕
および Gradín〔2000〕に倣って a＝b＝1として
いる。
この表において，2分割の場合の結果（上段）
を見ると，ERと Pのいずれで捉えても，2000年
代前半に極化が社会全体で進んでいたとはいえな
いことが分かる。上述のように，2000年代前半
は格差拡大を伴わないまま所得水準が全体的に低
下しているが，顕著な二極分化も進まなかったこ
とになる。一方，年齢階層別に見ると，高齢層に
おける極化が若年・中年層より高めであることが
注目されるが，どの年齢階層でも極化の時系列的
な変化に顕著な傾向は認められない。所得を 3分
割した場合（下段）も，中年層で極化がやや進ん
でいるほかは，全体としてみると大きな変化は見
られない。この結果も，全般的な所得水準の低下
という 2000年代前半に見られた状況と整合的で

表 4　極化の推移：1997⊖2005年

注）　a＝b＝1と想定。
出所）　表 1と同じ。

（1）　2分割の場合 （2）　3分割の場合

　 P ER e P ER e

全　体
1997 0. 144 0. 248 0. 103 0. 150 0. 199 0. 049 
2000 0. 149 0. 256 0. 107 0. 155 0. 206 0. 050 
2003 0. 146 0. 248 0. 102 0. 151 0. 199 0. 047 
2005 0. 147 0. 248 0. 101 0. 153 0. 200 0. 047 

若年層 　 　 　
1997 1. 134 0. 219 0. 085 0. 125 0. 170 0. 045 
2000 1. 134 0. 229 0. 095 0. 097 0. 172 0. 076 
2003 1. 139 0. 227 0. 088 0. 116 0. 171 0. 055 
2005 1. 124 0. 224 0. 100 0. 091 0. 164 0. 073 

中年層 　 　 　
1997 1. 124 0. 218 0. 094 0. 124 0. 176 0. 052 
2000 1. 135 0. 235 0. 100 0. 149 0. 192 0. 043 
2003 1. 132 0. 226 0. 094 0. 144 0. 184 0. 040 
2005 1. 131 0. 225 0. 094 0. 156 0. 189 0. 033 

高齢層
1997 1. 162 0. 275 0. 113 0. 167 0. 220 0. 053 
2000 1. 155 0. 269 0. 114 0. 164 0. 217 0. 053 
2003 1. 147 0. 254 0. 107 0. 157 0. 205 0. 048 
2005 1. 153 0. 258 0. 106 0. 160 0. 208 0. 048 
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ある。もっとも，極化が進んだかどうかの判断は
本来，ここで行っているような 7，8年間ではな
く数十年にわたる長期間の変化に注目すべきであ
る。

V　再分配政策の評価

1　再分配政策の格差縮小効果
本節では，2000年代前半において，税や社会
保障など再分配政策が格差縮小や貧困軽減にどこ
まで寄与したかを分析する。そのため，再分配を
行う前の当初所得も分析対象に含めることにす
る。しかし，再分配政策の効果を評価する場合，
年齢階層間の再分配は解釈に注意が必要である。
賦課方式の公的年金に代表されるように，現行の
社会保障制度は若年・中年層に保険料拠出を求
め，それを財源にして高齢層に社会保障給付を行
っている。若年・中年層のほうが稼得所得が高い
から，これは社会全体の格差縮小に貢献する。し
かし，生涯を通じてみるとこうした年齢階層間の
再分配はかなり相殺される。したがって，年間所
得ベースでみると再分配政策の効果は過大評価さ
れやすい。
再分配政策の効果を考える上でこの問題を解決
するためには，本来は生涯所得に関する情報が必
要である。しかし，日本では生涯所得の直接的な

入手はほとんど不可能なので，データ上の制約を
間接的にクリアする試みがこれまで数多く試みら
れてきた。しかし，ここでは所得再分配の状況を
年齢階層別に見ることにより，年齢階層内部でど
の程度の再分配が行われているか概観する。
具体的には，再分配政策の効果を，格差変動の

要因分解を行いやすい平方変動係数を用いて行
う。ある時点における世帯所得の平均，分散，平
方変動係数を m，V，SCVとする。また，年齢階層
kの人口比率，所得の平均及び分散をそれぞれ
wk，mk，Vkと表記すると，

となる。そして，再分配後の値をアスタリスク付
きで区別すると，各年齢年層における再分配効果
は

と分解できる。右辺第 1項は，その階層内におけ
る所得再分配による分散の変化が所得格差に及ぼ
す効果であり，年齢階層内再分配効果と呼ぶ。同
第 2項は，年齢階層間の所得移転による平均の変
化が所得格差に及ぼす効果であり，年齢階層間所
得移転効果と呼ぶ。当該階層がほかの年齢階層か

表 5　再分配政策の所得格差縮小効果 : 1997年と 2003年

注）年齢階層内再分配効果の「全体」は，Σkwk (Vk*－Vk)/Vで計算される。
出所）表 1と同じ。

平均所得
（万円，2005年価格） 平方変動係数 年齢

階層内
年齢
階層間

当初所得 可処分
所得 当初所得 可処分

所得
変化率
（％）

再分配
効果

所得移転
効果

（1） 1997年
　　全　体 322. 8 315. 4 1. 064 0. 611 －42. 6 －38. 0 －
　　若年層 300. 4 262. 4 0. 411 0. 364 －11. 6 －37. 6 26. 0 
　　中年層 437. 4 371. 5 0. 586 0. 474 －19. 0 －49. 6 30. 6 
　　高齢層 210. 9 283. 3 2. 755 0. 860 －68. 8 －33. 9 －34. 8 

（2） 2003年
　　全　体 251. 1 271. 7 1. 117 0. 502 －55. 0 －32. 8 －
　　若年層 277. 5 238. 9 0. 399 0. 340 －14. 8 －43. 2 28. 5 
　　中年層 386. 6 329. 6 0. 503 0. 411 －18. 5 －48. 4 29. 9 
　　高齢層 145. 2 241. 1 2. 634 0. 583 －77. 9 －26. 5 －51. 3 
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ら所得移転を受ければ，その分だけ所得格差が縮
小する。逆に，当該階層がほかの階層に所得移転
を行っていればその階層の格差は拡大する。
表 5は，以上の要因分解を 1997年と 2003年に
ついてそれぞれ行った結果をまとめたものである
（小調査年の 2005年で計算しても 2003年と同じ
ような傾向の結果となる）。この表からは再分配
政策の効果が拡大していることが分かるが5），さ
らに，再分配政策の年齢階層別の効果について次
の 3点を指摘できる。第 1に，いずれの時点にお
いても，格差縮小は高所得層で集中的に起こって
いる。若年層・中年層の平方変動係数の低下率は
いずれの年でも 20％を下回っているが，高齢層
の低下率は 1997年で 68. 8％，2003年で 77. 9％
に達している。社会全体の格差縮小も，この高齢
層内部の格差縮小に引っ張られているものと推察
される。第 2に，年齢階層によって 2つの再分配
効果の働き方が大きく異なる。すなわち，若年
層・中年層では，年齢階層間所得移転が格差拡大
の方向に作用し，年齢階層内再分配の 6割強を相
殺している。これに対して高齢層では，年齢階層
間所得移転が年齢階層内再分配以上に格差縮小に
貢献している。そして第 3に，以上 2つの構図は
1997年より 2003年のほうが明確になっている。
この背景としては，この 6年間においても高齢化

が着実に進み，年金など社会保障を経由した世代
間の所得移転が拡大していることが推察される。
なお，社会全体における格差縮小に対して，各
年齢階層内の所得再分配が全体としてどの程度寄
与しているかも容易にチェックできる。すなわ
ち，各年齢階層の構成比率を wkと表記すると，
平方変動係数の定義から明らかなように，

が社会全体における年齢階層内再分配効果を表す
（Oshio〔2002〕参照）。この計算結果は表 5の年
齢階層内再分配効果の「全体」の欄に示してある
が，1997年から 2003年にかけてその値は 38. 0％
から 32. 8％へと低下している。これは，再分配
政策の格差縮小効果（平方変動係数の減少率）が
42. 6％から 55. 0％に高まっている傾向とは対照
的である。

2　再分配政策の貧困軽減効果
次に，再分配政策が貧困削減にどの程度寄与し
ているかを年齢階層別に見てみよう。貧困指標の
場合は，残念ながら，平方変動係数のように再分
配効果を年齢階層内と年齢階層間に分けることは
難しい。しかし，年齢階層ごとに貧困指標が再分

表 6　再分配政策の貧困軽減効果：1997年と 2003年

注）　貧困指標の算出に用いた貧困線は，すべて 1997年の可処分所得の貧困線 134. 4万円（2005年価格）である。
出所）　表 1と同じ。

貧困指標（％）

1997 2003

当初所得 可処分所得 変　化 当初所得 可処分所得 変　化

FGT（0） 全　体 28. 1 17. 0 －11. 2 39. 3 22. 1 －17. 2 
　 若年層 16. 4 18. 4 2. 0 19. 0 21. 7 2. 7 

中年層 9. 7 10. 2 0. 5 13. 8 14. 3 0. 5 
高齢層 53. 9 23. 5 －30. 4 64. 3 27. 9 －36. 5 

FGT（1） 全　体 17. 2 2. 9 －14. 3 26. 2 4. 1 －22. 0 
　 若年層 2. 9 2. 7 －0. 2 4. 3 3. 6 －0. 7 

中年層 2. 9 1. 7 －1. 2 4. 6 2. 8 －1. 8 
高齢層 40. 1 4. 3 －35. 8 48. 9 5. 3 －43. 6 

FGT（2） 全　体 19. 7 5. 8 －13. 9 29. 3 7. 9 －21. 4 
若年層 5. 5 5. 6 0. 1 7. 4 7. 3 －0. 1 
中年層 4. 3 3. 4 －0. 9 6. 6 5. 2 －1. 4 
高齢層 43. 7 8. 5 －35. 3 53. 0 10. 1 －42. 9 
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配の前後でどのように変化するかを見ることによ
って再分配政策の大まかな特徴を把握できる。こ
こでは，1997年と 2003年のそれぞれにおいて，
1997年における全世帯の可処分所得の中位値の
50％で貧困線（すべての年齢階層に共通）を設
定し，その貧困線に基づいて貧困指標を年齢階層
別に計算してみる6）。
計算結果は表 6にまとめてあるが，ここから次
のような点が指摘できる。すなわち，いずれの時
点においても，当初所得から可処分所得にかけて
の貧困指標の改善のほとんどは高齢層において起
こっている。実際，FGT指標の場合，全体の指
標の変化は各グループの変化をその構成比率の加
重和に等しいことを考慮すると，日本における再
分配政策の貧困軽減効果はそのほとんどが高齢層
において発揮されていることが確認される7）。そ
の一方で，若年層・中年層における貧困軽減は限
定的であり，貧困率はむしろ上昇している。
もちろん，高齢層はその所得のかなりの部分を
年金受給に制度上依存しているので，年金などの
再分配政策の効果を貧困削減という観点からのみ
評価するのは適切でない。また，若年層・中年層
の可処分所得は保険料や税の支払いのために当初
所得を下回るので（前出・表 5参照），貧困指標
が悪化する面があるのはやむを得ない。しかし，
表 6からも明らかなように，（所得環境が悪化す
る前の）貧困線以下の所得に甘んじるリスクや貧
困の深刻さは，高齢層だけでなく若年層・中年層
にも徐々に広がりつつある8）。結果的に高齢層に
ターゲットが絞られ，世代間の所得移転に多くを
依存している再分配政策には，若年層・中年層の
貧困軽減という観点から見直す余地がある。

VI　結　論

本稿では，厚生労働省「国民生活基礎調査」の
マイクロデータを用いて，2000年代前半におけ
る所得格差や貧困の状況を大まかに展望するとと
もに，再分配政策の機能について検討を加えた。
主な結論は，次の 5点にまとめられる。
第 1に，日本の世帯は 2000年代に入って全体

的に貧困化している。「国民生活基礎調査」に基
づく試算によると，これまで上昇を続けてきた格
差指標は 2000年に頭打ちとなり，低下傾向すら
見せている。こうした状況の背景には，カーネル
密度推定量による所得分布の推計でも確認された
ように，日本の所得分布がこれまでより低い所得
水準での厚みを増す形で全体として貧困化してき
たことが挙げられる。
第 2に，各時点における相対的な貧困状況を示

す貧困指標は大きく変化せず，むしろ改善する動
きすら見られる。これは，中位所得の 50％とい
う形で通常定義される貧困線が，社会全体の貧困
化が進む中で下方シフトしているためである。実
際，貧困線を 1997年時点のそれで固定すると，
2000年代に入ってからの貧困指標の悪化が顕著
になる。
第 3に，全体的な貧困化に伴って日本全体の社

会的厚生も低下している。確かに，格差の縮小傾
向は公平性の観点からは肯定的に評価されるが，
平均所得の水準低下のマイナス効果のほうが総じ
て大きく，ネットで見ると社会的厚生は低下して
いる。その度合いは，不平等回避度が高まるほど
大きくなることも具体的に確認される。
以上 3つの事実は，2000年代前半における日

本の所得分布を表すキーワードとしては，「格
差」より「貧困化」のほうがふさわしいことを示
唆する。もちろん，貧困化という傾向について
は，全体的な所得水準の低下だけでなく，中高所
得層に属していた者が貧困線以下にどの程度移行
しているかなど所得階層間移動に関する分析が必
要である。本稿では，カーネル密度推定量に基づ
く所得分布の移動や貧困率の変化に注目している
が，さらに詳細な分析が今後求められる。
そして，第 4のファインディングとして，日本

の世帯所得の分布がここ数年にかけて二極（ある
いは三極）分化しているという状況は確認されな
いという点が挙げられる。いわゆる「勝ち組」
「負け組」の違いが明確になるという傾向は，少
なくとも「国民生活基礎調査」からは確認できな
い。
第 5に，こうした状況変化の中で，社会保障や
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税など現行の再分配政策は確かに格差縮小・貧困
軽減に貢献しているが，その効果のかなりの部分
は高齢層で発揮されている。しかも，その大部分
は若年層からの所得移転によるものであり，同じ
年齢階層内における所得再分配の効果は限定的で
ある。しかし，少子高齢化の下では世代間の所得
移転が次第に難しくなる。また，最近では，高齢
層だけでなく，若年層・中年層でも貧困リスクが
高まっている。世代間所得移転に依存しない，同
一世代内の再分配のウェイトを引き上げること
は，再分配政策の見直し策として重要なポイント
となりうる。

付　記
本稿における実証分析およびその基礎となった
データ処理は，「平成 19年度厚生労働科学研究費
補助金（政策科学推進研究事業）「所得・資産・
消費と社会保障・税との関係に着目した社会保障
の給付と負担に関する研究」（国立社会保障・人
口問題研究所）において使用が認められた（統発
第 1211006号）「国民生活基礎調査」の再集計を
引用活用して，もっぱら小塩が行ったものであ
る。

注
 1） 　単純な比較はできないが，総務省統計局「家
計調査」（農林漁家世帯を除く 2人以上の世帯
うち勤労者世帯）の 1世帯当たり実質可処分所
得は，1997年 484万円，2000年 463万円，2003
年 439万円，2005年 440万円となっており，
2003年は 1997年から 9. 3％減となっている。

 2） 　Kolmogorov Smirnovテストを行うと，1997
年と 2003年の所得分布が同じ分布であるとい
う帰無仮説は，1％有意水準で棄却されること
も確認できる。

 3） 　e＞0 の場合，1997年の可処分所得が 43. 7万
円以下の世帯（全体の約 1. 9％）は計算の対象
から除いている。また，所得の水準の変化が散
らばりにまったく影響しないと想定しているの
もこの計算の問題点である。

 4） 　極化の概念に関するいくつかの公理（「両端
への分布の集中が極化を高める」など）を満た
すためには，aの値は 0と 1. 6の間をとる必要
があることも分かっている。詳細な証明は

Esteban and Ray 〔1994〕参照。
 5） 　紙面の制約上，詳細は省略するが，この傾向
は平方変動係数だけでなくほかの格差指標でも
確認できる。

 6） 　ここでは，絶対的な貧困化傾向を考慮してい
るので 1997年の貧困線で固定しているが，
2003年の所得に応じた貧困線を用いても結果は
同じ傾向を示す。また，貧困線を設定する所得
を可処分所得ではなく当初所得にしても結果の
傾向はほとんど変わらない。

 7） 　例えば，2003年の場合，高齢世帯の構成比率
は 48. 9％なので，FGT(2)の改善の約 98％（＝
42. 9％×48. 9％／21. 4％）は高齢層内部で起こ
っていることになる。こうした傾向は，1997年
と 2003年の間でほとんど変化していない。

 8） 　[1－FGT(1)／FGT(0)]を計算することによ
り，貧困層の平均所得 mpの貧困ライン zに対す
る割合を求めることができるが，97年から 03
年にかけて mp／zは，むしろ若年層・中年層にお
いて落ち込みが大きい。若年層は 85. 3％（97
年）→ 83. 4％（03年），中年層は 83. 3％（97
年）→ 80. 4％（03年），高齢層は 81. 7％（97
年）→ 81. 0％（03年）にそれぞれ変化してい
る。

参 考 文 献
Aghevli, B. B., and F. Mehran (1981), “Optimal 

grouping of income distribution data,” Journal of 
the  American  Statistical  Association, Vol. 76, 
No. 373, pp. 2226.

Amiel, Y., Creedy, J. and Hurn, S. (1999), “Measuring 
attitudes towards inequality,” Scandinavian Journal 
of Economics, Vol. 101, No. 1, pp. 8396.

Atkinson, A. B. (1970), “On the Measurement of 
Inequality,” Journal  of Economic Theory, Vol. 2,  
pp. 244263.

Burkhauser, R. V., T. Oshio and L. Rovba (2008), “How 
the distribution of after-tax income changed over 
the 1990s business cycle: a comparison of the 
United States, Great Britain, Germany and Japan”, 
Journal of Income Distribution, Vol. 17, No. 1, 2008, 
pp. 87109.

Esteban, J-M., C. Gradín and D. Ray (1999), “Extensions 
of a measure of polarization with an application to 
the income distribution of five OECD countries,” 
Luxembourg Income Study Working Paper, No. 218.

――――――――――――――― (2007), “An Ex-
tension of a Measure of Polarization, with an 
application to the income distribution of five OECD 
countries,” Journal of Economic Inequality, Vol. 5, 
pp. 119.

Esteban, J.M. and D. Ray (1994), “On the measurement 



季刊・社会保障研究290 Vol. 44 No. 3

of polarization,” Econometrica, Vol. 62, No.4, pp. 819
851.

Foster, J., J. Greer and E. Thorbecke (1984), “A class 
of decomposable poverty measures,” Econometrica, 
Vol. 52, No. 3, pp. 335341.

Förster, M. and M. Mira d’Ercole (2005), “Income 
distribution and poverty in OECD countries in the 
second half of the 1990s,” OECD Social, Employment 
and Migration Working Paper, No. 22.

Fukawa, T. and T. Oshio (2007), “Income inequality 
trends and their challenges to redistribution 
policies in Japan,” Journal of Income Distribution, 
Vol. 16, No. 34, pp. 930.

Gradín, C. (2000), “Polarization by sub-populations in 
Spain, 197391,” Review of  Income and Wealth, 
Vol. 46, No. 4, pp. 457474.

Gouveia, M. and Strauss, P. (1994), “Effective federal 
individual income tax functions: an exploratory 
empirical analysis,” National Tax Journal, Vol. 47, 

pp. 317338.
Oshio, T. (2002), “Intra-age, inter-age and lifetime 

income redistribution,” Journal of Population and 
Social Security, Vol. 1, No. 1, pp. S3649.

Tachibanaki, T. (2005), Confronting Income Inequality 
in Japan, MIT Press.
大竹文雄（2005）『日本の不平等』日本経済新聞社。
小塩隆士・田近栄治・府川哲夫編（2006）『日本の
所得分配』東京大学出版会。
小塩隆士・浦川邦夫「貧困化する日本の世帯」『国
民経済雑誌』第 198巻第 2号，pp. 3954。
白波瀬佐和子編（2006）『変化する日本の不平等』
東京大学出版会。
橘木俊詔・浦川邦夫（2006）『日本の貧困研究』東
京大学出版会。

（おしお・たかし　神戸大学大学院教授）
（うらかわ・くにお　九州大学大学院講師）



所得税改革−−　税額控除による税と社会保険料負担の一体調整　−−Winter  ’08 291

I　はじめに

近年，わが国では現役世代の格差問題が注目を
浴びている。格差の原因としては，経済のグロー
バル化による賃金格差の拡大や非正規労働の増加
によって，特に若年世代で低所得者が増えている
ことがあげられる。その実態は Shinozaki〔2005〕
や内閣府〔2006〕で分析されているが，国連や
OECDの年次報告書が問題を詳細に伝えるなど
〔United Nations　2007，OECD　2008〕，国際的
にも注目される問題となっている。
こうした現象に対し，わが国の税・社会保障政
策は次の 2つの理由で問題を抱えている。第 1
に，わが国では公的年金によって現役世代から高
齢世代に対し多額の所得再分配が行われているが
〔小塩　2006，国立社会保障・人口問題研究所　
2005〕，その給付額が少子高齢化で増大し，現役
世代の社会保険料負担が大きくなっていることで
ある。特に，グローバル化の影響で所得が伸び悩
む一部の低所得世帯に対し，保険料負担増大は追
い討ちをかける形となり，生活を困窮させてい
る。
第 2に税制の問題である。わが国の所得税はこ
れまで，低所得者に税をかけないことを目的とし
て，所得控除を拡張してきた。しかし，所得控除
をいくら拡張しても，すでに課税最低限以下の個
人の税負担はゼロのままの一方で，累進税率構造
のもとではその負担軽減効果はむしろ所得の高い
階層に大きく及ぶという問題がある〔田近・八塩

　2006〕。この問題もやはり，近年の格差拡大で
顕著となった。すなわち，賃金が伸び悩む低所得
世帯の税負担は所得控除によってすでにゼロであ
り，これ以上負担を軽減できない。その一方で，
所得控除による課税ベース侵食は（低所得者だけ
でなく）国民全体の税負担を軽減し大規模な税収
ロスを引き起こしているため，政府が低所得世帯
への所得再分配を行うとしても，その財源を確保
することができない。
このように，わが国では低所得者の税負担はゼ
ロの一方で，社会保険料負担が増大し，それが近
年の格差拡大で問題となっている。しかし，わが
国の医療・年金・介護の保険料は積み立てられて
いるわけではなく実質的に税と違わないことを考
えると，これらの負担は本来，税負担と合計され
一体的に調整されるべきものである。本稿ではそ
うした一体調整の手段として，還付可能な税額控
除（refundable tax credit）の活用を検討する。還
付可能な税額控除は，適用される税額控除額が所
得税額を上回る場合，その部分が還付（マイナス
税が適用）される制度であり，田近・八塩
〔2006〕はこの制度が所得再分配の手段として有
効であることを論じた。本稿ではこれを発展さ
せ，その還付（マイナス税）を低所得者の保険料
負担を軽減する手段として用い，税と保険料の負
担の一体調整を試みる。そして，シミュレーショ
ン分析を通じて，制度の導入が近年の格差問題へ
の対応という点で有効であることを議論する。
税額控除による税と保険料負担の一体調整は実
際にオランダやスウェーデンで行われており，議

所得税改革
−−　税額控除による税と社会保険料負担の一体調整　−−
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論を進めるうえでこれらの国の制度は非常に参考
になる。その概要を述べると，ポイントは次の 3
点である。第 1に，所得税と社会保険料の徴収を
一元化し，個人はそれらの納付を一括で（まとめ
て）行う。第 2に，所得税の所得控除を廃止また
は縮小して，それを還付可能な税額控除
（refundable tax credit）にかえる。第 3に，低所
得者に対する税額控除の還付（マイナス税）を，
現金を直接給付するのではなく，国民が税と保険
料を一括納付する制度のもとで社会保険料負担の
軽減として行う。たとえば保険料負担が 10万円
で，5万円の税が還付されるとき，現在のわが国
の制度であれば，納付と還付の手続きは別々にな
されるが，これらの国では合計して 5万円が一括
納付される。この個人は 10万円の保険料を負担
するが，そのうち 5万円は実質的に税によって軽
減される形で，所得再分配を受けることになる。
こうした制度をわが国で導入することのポイン
トをあらためて整理すると，次の 2点である。第
1に，再分配の手段としての還付可能な税額控除
の活用である。もともと経済学の立場からは，
Mirrlees〔1971〕の最適所得税論や Friedman
〔1962〕の負の所得税論など，所得税を再分配手
段に用いることが主張されてきた。現実には「税
額控除による還付」という方法がとられており，
近年多くの国で導入されている。特に，田近・八
塩〔2006〕でも論じたように，わが国では所得控
除による所得税の課税ベース侵食という問題があ
るが，税額控除導入の財源を所得控除縮小にもと
めることで，その問題をあわせて改善できる。す
なわち，累進税率構造のもとで所得控除の税負担
軽減効果は所得の高い階層に大きく及ぶため，そ
れを縮小して課税ベースを拡大し，増えた税収を
税額控除にあてれば，限界税率（最高税率）を引
き上げることなく所得再分配が可能となる。これ
によって，再分配で発生する非効率性を極力抑え
ることができる。
第 2のポイントは，税額控除による還付（マイ
ナス税率）を，社会保険料負担の軽減で行うこと
である。そのメリットの第 1は，すでに述べたよ
うに，低所得者の保険料負担軽減を通じた負担の

一体調整であり，この点は本稿でもっとも重要な
点である。そしてもうひとつのメリットは，税額
控除の還付の執行を容易にする点である。先にふ
れた田近・八塩〔2006〕では，税額控除の還付を
政府から低所得者への直接的な現金給付で行うこ
とを想定したが，現実にわが国でそうした還付を
行うと，現在申告の必要がない税額ゼロ（課税最
低限以下）の人は給付を受けるためにすべて申告
が必要となり，申告者数が急増して制度の執行コ
ストが非常に大きくなるという問題がある。ま
た，アメリカで実際に問題となっている不正受給
の誘発が懸念される。しかし，税額控除の還付を
直接的な現金給付でなく保険料の軽減で実施すれ
ば，こうした問題が抑制できる。すなわち，納税
者の大半を占める給与所得者について，税還付に
よる保険料負担の軽減を雇用者による源泉徴収段
階で処理できれば，申告を不要とすることができ
る。また，不正受給の誘発も，政府が直接的な現
金給付をしないことで避けることが可能である。
その結果，政策の執行コスト低減が期待できる。
ほかにも制度の導入は，保険料を払っていなか

ったり，保険に加入していない低所得者にとっ
て，実質的な保険料負担の軽減となり，未納・未
加入を減らす効果が考えられる。また，現在では
一部の低所得者に保険料支払いを免除する方法も
とられているが，保険の視点からは，被保険者は
原則保険料を支払うとしたうえで，税でその負担
を軽減するほうが望ましいというメリットもあ
る。
こうした制度の導入に際しては，本来，税・社

会保険料の徴収一元化などわが国の税制の抜本的
な改革が必要である1）。しかし，そうした改革が
実現されない状態であっても，制度の実施は可能
である。すなわち，給与所得者については先に述
べたように，雇用者による源泉徴収段階で税と保
険料の負担調整処理が可能であるし，その他の申
告が必要な人についても，申告時に保険料納付書
の持参を義務付けるなどすれば，執行は可能と考
えられる。これまで述べたように，わが国におい
て税と社会保険料負担を一体調整することのメリ
ットは非常に大きいことを考えると，現状ででき
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ることをまず実行に移しつつ，制度のより適正な
執行と適用対象者の拡大が可能となる徴税制度の
構築を図っていくべきである。
本稿の構成を述べる。第 2節では簡単なデー
タ・分析手法の説明に続き，現役世代の格差問題
への対応という観点から，わが国の税・社会保障
制度の問題を述べる。そこでは，現役世代の低所
得者の社会保険料負担が深刻となっていること，
所得税における課税ベース侵食がもたらす問題点
を説明する。続く第 3節ではオランダやスウェー
デンの制度を簡単に説明し，それを踏まえて具体
的な税制改革案を検討する。そして，それが負担
に及ぼす効果をデータで検証する。第 4節はまと
めである。

II　わが国の税・社会保障政策の問題点

1　分析で用いたデータと分析手法の概要
以下ではまず，わが国の税・社会保障政策の問
題点を議論するが，その前に本稿で使用するデー
タと分析手法を，簡単に説明する（詳細は
Appendix参照のこと）。分析方法は家計の個票デ
ータを用いたマイクロ・シミュレーションであ
る。マイクロ・シミュレーションは税制や社会保
障の改革効果を分析する方法として広く活用され
ているが2），本稿では，この手法を厚生労働省の
2004年（平成 16年）国民生活基礎調査の所得

票・貯蓄票の個票データに適用し3），わが国の
税・社会保障負担の実態とその改革効果について
分析する。
本稿ではもっともシンプルな手法を用いる。ま
ず，データのすべての世帯について，その所得や
家族構成をもとに税制改革前の所得税・住民税の
税法を用いて税負担額（理論値）を計算する。次
に，税制改革後の税法を用いて税負担額（理論
値）を計算し，それを改革前と比較すれば，税制
改革が税負担にもたらす効果を計算できる4）。ま
た，本稿では社会保険料負担の分析も行うが，そ
れについては理論値ではなく，データに記載され
た各世帯の保険料支払額をそのまま用いた。分析
ではデータの世帯（約 2万世帯）を，等価世帯可
処分所得（世帯可処分所得を世帯人数で調整した
もの）を基準に 10の所得階層に分割し，所得階
層ごとに集計して，税・社会保険料負担の実態や
税制改革の効果を分析した。
表 1は分析対象となった世帯の概要を示す。

2004年の国民生活基礎調査所得票の対象である
25, 091世帯から，データに欠損値のある世帯や
単身赴任世帯などを除いたため，分析対象は
20, 550世帯（すなわち，各所得階層に 2, 055世
帯）である。所得最下位である第 I階層の世帯平
均所得は 61万円，最上位の第Ⅹ階層は 1, 387万
円であり，全世帯の平均世帯所得は 531万円であ
る。続いて表では，データの世帯を「勤労世帯」

表 1　データの世帯概要

所得
階層

等価世帯
可処分所得
区分（万円）

世帯数 世帯人数 世帯所得
（万円）

内勤労世帯 内勤労世帯

世帯数 世帯人数 世帯所得
（万円） 世帯数 世帯人数 世帯所得

（万円）

I 　　～110 2, 055 1. 753 61 591 2. 425 92 997 1. 568 70
II 110～127 2, 055 2. 262 168 913 2. 918 199 1, 131 1. 732 144
III 127～168 2, 055 2. 547 253 1, 048 3. 238 296 989 1. 819 208
IV 168～240 2, 055 2. 709 329 1, 146 3. 349 376 893 1. 895 271
V 240～267 2, 055 2. 835 403 1, 251 3. 362 449 787 2. 017 335
VI 267～325 2, 055 3. 023 488 1, 409 3. 476 534 619 1. 998 389
VII 325～346 2, 055 3. 249 598 1, 659 3. 510 631 366 2. 123 466
VIII 346～417 2, 055 3. 267 724 1, 796 3. 408 749 227 2. 181 559
IX 417～610 2, 055 3. 256 901 1, 885 3. 338 923 110 2. 173 688
X  610～ 2, 055 3. 063 1, 387 1, 824 3. 122 1, 402 21 2. 190 881

合計 20, 550 2. 796 531 13, 522 3. 281 664 6, 140 1. 856 257
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と「年金世帯」に分類した。「勤労世帯」は世帯
所得の半分以上が勤労所得（給与や事業所得）で
ある現役世帯，「年金世帯」は世帯所得の半分以
上が年金である高齢世帯である。勤労世帯は
13, 522世帯，年金世帯は 6, 140世帯であり，
20, 550世帯の大半（13, 522＋6, 140＝ 19, 662世
帯）は，どちらかに含まれる5）。平均世帯所得を
比べると勤労世帯が年金世帯よりもかなり高く，
勤労の引退が世帯所得に大きな影響を与えること
が理解できる。

2　勤労世帯における社会保険料負担の実態
次に，説明したデータを用いて，2007年にお

ける税・社会保険料の負担の現状を分析する。結
果を表 2に示した。表は世帯所得（給与と事業所
得，財産所得，政府が支給した公的年金・児童手
当・児童扶養手当を合計したもの）に対する税・
社会保険料の負担率を，勤労世帯と年金世帯にわ
けて示した。以下ではこれを用いて，わが国の
税・社会保障政策の問題点を議論する。「はじめ
に」で述べたように，論点は第 1に，勤労世帯の
社会保険料負担が深刻化していること，第 2に所

表 2　2007年における税と社会保障　負担と給付の実態
勤労世帯

所得
階層 世帯数 課税所得

比率

負　担　率
平均 5月
等価
世帯消費
（万円）

所得税＋
住民税負
担率

税＋社保
負担率医療・介

護保険 年金保険 社会保険
料負担率

I 591 1. 1 0. 2 9. 9 9. 9 19. 8 20. 1 14. 22
II 913 4. 5 0. 8 6. 3 5. 7 12. 0 12. 8 13. 10
III 1, 048 10. 3 1. 9 5. 7 5. 6 11. 3 13. 2 13. 14
IV 1, 146 15. 5 2. 7 5. 1 5. 5 10. 6 13. 3 15. 53
V 1, 251 22. 2 3. 8 4. 8 5. 3 10. 1 13. 9 15. 99
VI 1, 409 26. 0 4. 3 4. 7 5. 3 10. 0 14. 3 15. 02
VII 1, 659 32. 2 5. 4 4. 4 5. 4 9. 7 15. 1 15. 75
VIII 1, 796 38. 0 6. 6 4. 4 5. 3 9. 6 16. 3 17. 13
IX 1, 885 44. 3 8. 3 4. 1 5. 2 9. 3 17. 7 19. 41
X 1, 824 57. 6 13. 8 3. 7 4. 5 8. 1 22. 0 23. 75

合計 13, 522 39.2 8. 0 4. 3 5. 1 9. 4 17. 4 17. 03

年金世帯

所得
階層 世帯数 課税所得

比率

負　担　率
平均 5月
等価
世帯消費
（万円）

平均
年金給付
受給額
（万円）

所得税＋
住民税負
担率

税＋社保
負担率医療・介

護保険 年金保険 社会保険
料負担率

I 997 0. 0 0. 0 10. 7 1. 7 12. 3 12. 3 9. 66 67
II 1, 131 0. 3 0. 1 6. 0 1. 0 7. 0 7. 1 11. 45 136
III 989 3. 6 0. 7 5. 7 0. 7 6. 4 7. 1 14. 84 194
IV 893 11. 3 2. 0 5. 7 0. 6 6. 3 8. 3 16. 90 253
V 787 17. 2 2. 9 5. 5 0. 6 6. 2 9. 0 17. 18 302
VI 619 22. 4 3. 7 5. 7 0. 6 6. 2 9. 9 17. 76 345
VII 366 27. 3 4. 4 5. 3 0. 7 6. 0 10. 4 19. 65 385
VIII 227 34. 1 5. 4 5. 0 0. 8 5. 8 11. 3 20. 16 429
IX 110 42. 1 6. 9 5. 1 1. 0 6. 1 13. 0 19. 51 500
X 21 50. 4 9. 0 4. 4 0. 4 4. 8 13. 8 30. 20 596

合計 6, 140 16. 8 2. 8 5. 8 0. 7 6. 5 9. 3 15. 17 227
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得税・住民税の課税ベース侵食の実態である。た
だし，課税ベース侵食に関しては勤労世帯と年金
世帯で別個の問題が発生しており，それらの議論
は別々に行う。
まず，第 1の論点である勤労世帯の社会保険料
負担をみると，表 2（上の表）から明らかなよう
に，大半の所得階層で所得税・住民税負担よりも
はるかに大きくなっている。特に低所得世帯では
税負担はゼロに近い一方で，世帯所得に対する社
会保険料負担率は 10％を大きく超えている。低
所得者のなかには，保険料未納や保険未加入，保
険料支払いを免除されている世帯もいるため，保
険料を支払っている世帯だけでみると，その負担
率はもっと大きい6）。こうした勤労世帯の社会保
険料負担は，高齢化の進展で増大を続けており，
今後さらに重くなることが考えられる。
一方，これとくらべると年金世帯の保険料負担
は明らかに小さいが，これは年金の受給者は年金
保険料を支払う必要がないためである。そして
（後述のように）勤労世帯が支払った年金保険料
は年金世帯への給付の原資であり，結果的に世代
間の大規模な所得再分配が行われている。今後，
高齢化の進展による社会保障給付の増大で，勤労
世帯の保険料負担はさらに大きくなるが，グロー
バル化による格差拡大の影響で所得が伸び悩む一
部の低所得世帯には，こうした負担増は深刻な影
響を与えると考えられる。

3　勤労世帯の所得税・住民税負担の実態
次に第 2の論点は，所得控除による所得税・住
民税の課税ベース侵食である。それに関してわが
国では，勤労世帯と年金世帯でそれぞれ別個の問
題が存在する。以下ではまず勤労世帯の問題を説
明し，次の 4で年金世帯を議論する。まず勤労世
帯について表 2（上の表）をみると，低所得（第
I・II）階層の税負担はほとんどゼロであるが，
これは所得控除によって課税所得がほぼゼロとな
るためである。わが国では低所得者の税負担軽減
を目的として所得控除を拡張し続けたため，低所
得者だけでなく国民全体の課税ベースが小さくな
った結果，勤労世帯全体でも世帯所得に占める課

税所得の比率は 4割（39. 2％）に過ぎない。しか
し，こうした所得控除の拡張政策には問題があ
る。すなわち，すでに課税最低限以下である低所
得者にとっては控除をいくら拡張しても税負担は
ゼロのまま不変の一方で，その負担軽減効果はむ
しろ，高い限界税率に直面する所得の高い階層に
大きく及ぶことである。その結果，比較的所得上
位である勤労世帯の第Ⅶ階層でも，所得税・住民
税をあわせた税負担率は 5％強に過ぎず，その税
負担水準は国際平均を大きく下回っており
〔OECD　2007a〕，税収ロスを引き起こしている。
このような所得税の課税ベース侵食は，近年次
のような問題を引き起こしている。すなわち，格
差拡大と社会保険料負担増大で低所得世帯の生活
が苦しくなる一方で，そうした世帯の所得税・住
民税負担はすでにゼロに近く，政府はこれ以上の
負担を軽減できない。一方で，課税ベース侵食で
（低所得世帯だけでなく）国民全体の税負担が軽
減され，全体の税収が減少したため，政府が所得
再分配を強化しようとしても，その財源を確保で
きない。とくに，格差拡大や先に述べた社会保険
料負担の増大で低所得世帯の生活が困窮し，これ
らの問題の影響が目立つようになってきた。

4�　公的年金等控除による年金世帯の所得税・
住民税負担軽減の実態
次に年金世帯をみると，その所得税の課税ベー
スは，所得控除でさらに侵食されている。表 2の
下の表をみると，年金世帯の課税所得比率は同じ
所得階層の勤労世帯よりも小さく，そのため，た
とえば第Ⅴ階層の税負担率は住民税をあわせても
3％以下と，同じ階層の勤労世帯よりもさらに軽
減される。この理由は年金に対して認められる公
的年金等控除が非常に大きいためであり7），これ
が勤労世帯の格差問題とも関連して問題を引き起
こしている。以下では，この点について議論す
る。
通常，公的年金等控除の問題は，あるべき年金
課税の視点から議論される。本来，年金について
は拠出段階か受給段階のどちらかで所得課税され
るべきであり，わが国では年金を受給した段階で
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課税される。しかし，実際にはそれに対して公的
年金等控除が適用されて事実上非課税となり〔麻
生　1995〕，課税ベース侵食という問題がおきて
いる。
しかし，問題はこれにとどまらない。わが国で
は賦課方式の公的年金のもとで負担と給付に関し
て世代間格差が存在することがその原因である
が，その実態の一端を表 2でみることができる。
表 2の下の表には，年金世帯が受け取る平均年金
給付額を示したが，それは約 230万円である。そ
の原資は勤労世帯が負担する年金保険料であり，
勤労世帯の負担率は全体平均で 5. 1％，金額で 34
万円（この値は表 2に示していない）である。そ
うした保険料と給付を世代ごとに生涯全体で合計
して比較すると，現在の年金受給世代の便益が将
来世代に比べて非常に大きいことが知られている
〔麻生　2006〕。すなわち，表は勤労世帯から年金
世帯への大規模な所得再分配の一端を示す8）。
特に重要な点は，年金世帯の中には，現在は低
所得でも，かつて多くの所得を稼ぎそれを資産で
保有する豊かな世帯がかなり存在することであ
る。それを示すため，表には世帯の 5月消費額
（世帯の人数を調整した等価世帯消費額）の平均
値を示した。経済理論によると，現役時代に多く
の所得を稼いだ世帯はその一部を引退に備えて貯
蓄に回し消費を平準化するため，引退後も消費は
引き続き高い水準を保つとされる〔大竹・小原　
2005〕。実際，年金世帯の第Ⅳ階層の消費額は，
勤労世帯の第Ⅷ階級に匹敵する高さであり，こう
した世帯は（現在の所得は多くないが）資産を持
つ豊かな世帯と考えられる。それに対して平均で
250万円以上の年金が給付されているが，その原
資（保険料）を負担する勤労世帯で格差問題がお
き，低所得者の生活が圧迫されている。
そうした比較的豊かな年金世帯に対する所得税
が，公的年金等控除で大きく軽減されている。今
後の年金の財政見通しが苦しく，現在保険料を支
払う世代が将来受け取る年金給付額は確実に減少
すると考えられるなかで，年金世帯，とくに比較
的豊かな世帯の所得税が大きく軽減されている点
は，見逃せない問題である。

以上，わが国の税・社会保障政策の問題点を述
べた。要点を繰り返すと，わが国では低所得者の
税負担は所得控除によってほぼゼロの一方で，勤
労世帯の社会保険料負担増大が問題となってい
る。また，公的年金等控除による年金世帯の税負
担軽減は重要な問題と考えられる。

III 　所得控除の縮小と還付可能な税額控除の活
用による税制改革

次に前節の議論をうけて，わが国の所得税改革
について検討する。これまで述べたように，わが
国の問題は低所得者の税負担がほぼゼロの一方
で，社会保険料負担が増大を続けていることであ
る。しかし，わが国の医療・年金・介護の保険料
は実質的に税と変わらないことを考えると，保険
料と税の負担は本来一体的に調整されるべきであ
る。本稿では，そうした一体調整の手段として還
付可能な税額控除の活用を検討する。オランダや
スウェーデンでは実際にそうした制度が用いられ
ており，以下ではまず 1で，これらの国の制度を
紹介する。ただし紙幅の都合もあるため，詳細に
は踏み込まず要点だけを述べる。そのあと，2で
これらの国の制度を参考としつつわが国の税制改
革案を検討し，3でそれが負担にもたらす効果を
データで検証する。

1�　オランダ・スウェーデンにおける還付可能
な税額控除の活用事例
オランダやスウェーデンの制度のポイントは，

「はじめに」で触れたように次の 3点，すなわ
ち，第 1に所得税と社会保険料の徴収一元化，第
2に所得控除の廃止または縮小による課税ベース
拡大と還付可能な税額控除の導入，第 3に税額控
除の還付については，直接的な現金給付でなく社
会保険料の軽減として認め，それを通じて税と保
険料の負担を一体的に調整する，という 3点であ
る。以下では，世界の主要国の賃金課税（社会保
険料を含む）制度を解説した OECD〔2007a〕を
もとに，オランダとスウェーデンの税・社会保険
料制度の概要を説明する。ただし，制度の細部に
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は立ち入らず，還付可能な税額控除による税と保
険料負担の一体調整がどのようになされているか
に重点をおいて説明する。その際，それぞれの国
の平均勤労所得の 3分の 2を稼ぐ単身の低所得者
を例にとった9）。
最初に両国の制度の共通点を述べると，所得税
と社会保険料の徴収を一元化し，国民はその納付
を一括で行う。そのうえでまずオランダを述べる
と，2001年の税制改革で個人所得税の所得控除
がすべて廃止され，税額控除が導入された。表 3
に示したように，勤労所得 29, 267ユーロ（1ユ
ーロ＝150円とすると日本円で約 440万円）に対
し，税額控除適用前で 43. 74％の負担が課される
（所得控除はなく，ほぼ勤労所得全体に税がかか
る）が，そのうち 5. 65％は所得税分，残りの
38. 1％は社会保険料分である。オランダでは徴
収だけでなく，社会保険料と所得税の税率構造も
一体化されており10），所得税と保険料の合計額に
対して General tax credit（基礎的税額控除として

65歳未満の成人に対し一律 2, 043ユーロを認め
る）と，就労促進を目的としたWork credit（57
歳以下の成人の場合，最大で 1, 392ユーロの控除
を認める）という 2つの税額控除が適用される11）。
その結果 13. 08％の負担が軽減され，社会保険料
も含めた最終的な負担率は 30. 67％となる。納税
者はこの 30. 67％にあたる 8, 055ユーロのうち，
失業保険など一部を除いた額を一括で払い込む。
ここで注目すべき点は，税額控除の負担軽減効果
13. 08％は所得税の負担率 5. 65％を大きく超え
ていることであり12），その部分は社会保険料負担
の軽減にあてられる。すなわち，オランダでは社
会保険料負担が非常に大きいが，それを軽減する
手段として，税額控除による税と保険料負担の一
体調整がなされている。なお，（表 3とは直接関
係ないが）税額控除額が社会保険料額を超える場
合，給付はされず，そこで税額控除は打ち切られ
る。
一方スウェーデン（表 3の右側）では，勤労所

表 3　オランダとスウェーデンの税・社会保険料負担の状況

オランダ スウェースデン

勤労所得に
対する比率
（単位；％）

備　　考
勤労所得に
対する比率
（単位；％）

備　　考

勤労所得 100 29, 267ユーロ（平均勤労所得の 3分の
2の水準）

100 224, 943クローネ
（平均勤労所得の 3分の 2の水準）

所得税（税額控除前）
〈A〉

5. 65 0. 00 税率ゼロのブラケットが適用される。

住民税〈B〉
0. 00 住民税の課税なし 28. 58 税率は自治体で異なる。ここでは平均

値 31. 55％を用いた。勤労所得から基
礎控除をひいた課税所得に適用される。

社会保険料〈C〉
38. 10 年金・特別医療・障害などの保険料率

は勤労所得の 31. 15％。ほかに失業保
険や基礎保険など。

7. 00 年金保険料７％

負担率合計（税額控除前）
〈D〉＝〈A〉＋〈B〉＋〈C〉

43. 74 35. 58

税額控除〈E〉
－13. 08 税額控除内訳

General Credit　－7. 78％
（全員一律に 2, 043ユーロを適用）

Work Credit －5. 30% （1392ユーロ）

－10. 69 税額控除内訳
年金保険料 7％分 －7%
In-Work Benefit（EITC）　－3. 69%

最終負担率（税額控除後）
〈F〉＝〈D〉－〈E〉

30. 67 8, 055ユーロ 24. 90 56, 003クローネ

注）　各国の平均勤労所得の 3分の 2を稼ぐ単身者について記す。
　　 上記以外に雇用者が社会保険料負担をしているが、それについては省略した。
　　 子供がいる場合には、児童税額控除などがつくため税額控除はもっと大きくなる。
　　 OECD〔2007a〕をもとに作成。
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得 224, 943クローネ（1クローネ＝16円とすると
日本円で約 360万円）に対し，国の所得税は税率
ゼロのブラケットが適用されるため，税額はゼロ
である。しかし住民税の負担は大きく，若干の所
得控除が適用されたあとの課税所得に比例税率
（税率は自治体ごとに異なるが，ここでは平均値
である 31. 55％を用いる）が適用され，その負担
率は 28.58％となる。一方，年金保険料は勤労所
得全体に対し 7％の負担率が適用される13）。年金
保険料は，かつてはわが国の社会保険料控除と同
じように所得税・住民税の課税ベースから所得控
除されたが，近年の税制改革で全額税額控除とな
った14）。加えて，2007年より就労促進を目的と
した税額控除（In-Work Benefit）が導入され，
3. 69％の税負担が軽減される。その結果，税額
控除適用後の税・保険料をあわせた負担率は
24. 9％（28. 58＋7－7－3. 69）となる。スウェー
デンでは所得税・年金保険料だけでなく住民税の
徴収もすべて一元化されており，個人はこの
24. 9％にあたる 56, 003クローネを一括で払い込
む。ただし，所得税についてみれば税額控除の適
用によって，負担率はマイナスである。すなわ
ち，税額控除によって年金保険料や住民税の一部
を軽減し，それによって税と保険料負担を一体的
に調整する制度となっている。
オランダやスウェーデンの負担率は高く，わが
国との直接比較はできないが，それでも制度の運
用面からは次のような示唆を得ることができる。
すなわち先に述べたように，わが国では所得控除
によって低所得者の税負担はゼロの一方で，社会
保険料負担が増大を続け問題となっている。そこ
で，これらの国のように税額控除を活用し，税と
社会保険料の負担を一体調整することが考えられ
る。今後社会保険料負担の問題がいっそう深刻と
なるなかで，そうした制度のメリットは大きいと
考えられる。また，「はじめに」で述べたよう
に，こうした方法をとることで，税額控除の還付
を直接的な現金給付で行う場合と比べると，制度
の執行コストを低減できるというメリットも期待
できる。

2　税制改革案の制度設計について
以上の議論を踏まえ，次にわが国の税制改革案

を検討する。改革のねらいは近年の格差問題への
対処，とりわけ社会保険料負担の軽減という視点
から，税額控除を用いた税と社会保険料の負担の
一体調整である。改革の方向性は，①所得控除の
縮小による課税ベース拡大，②それで得た財源を
用いて還付可能な税額控除（refundable tax 
credit）を導入，③低所得者への税額控除の還付
を，直接的な現金給付ではなく保険料の軽減で行
い，税と保険料の負担を一体的に調整する，の 3
点である。また，税制改革前後で税収は中立とす
る。税制改革案の内容を表 4に示したが，以下で
はこれについて説明する。
本稿では，還付可能な税額控除の所得再分配効

果を検討した田近・八塩〔2006〕をもとに，税制
改革案を検討する。改革案のベースは，田近・八
塩〔2006〕にならい，基礎・配偶者・扶養の人的
三控除を廃止し，それを国民全員一律の基礎的税
額控除として分配する制度とする。累進所得税制
度のもとでは，所得控除の縮小は高い限界税率に
直面する富裕階層の税負担を大きく増やすため，
それで得た税収を還付可能な税額控除で戻せば，
最高税率を引き上げることなく所得を再分配する
ことが可能となる。基礎的人的所得控除を還付可
能な税額控除にかえる改革は，General tax credit
を導入したオランダに類似している。
本稿では税制の複雑化をさけるために所得税と

住民税の計算方法は統一するとし，所得税・住民
税ともに所得控除を廃止し，税額控除を導入す
る15）。ただし，田近・八塩〔2006〕と大きく異な

表 4　本稿で検討する税制改革案の内容

所得税 住民税

基礎・配偶者・扶
養の人的三控除

廃止 廃止

税額控除（国民一
人あたり一律額）

還付あり（社会保険
料負担の軽減でおこ
なう）

還付なし

公的年金等控除 最低額 70万円まで
縮小

最低額 70万円まで
縮小

児童税額控除 適用 適用
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る点は，所得税の税額控除の還付を，現金を直接
給付するのではなく，社会保険料負担の軽減とし
て認めることである（税額控除額が保険料額を超
える場合は，そこで打ち切りとする）。一方，住
民税に対する税額控除の還付は認めない。そのう
えで，所得税・住民税がそれぞれで税収中立とな
るように，税額控除額を設定する。ただし分析で
は，近年の若年世代における格差拡大への対処を
目的として，税額控除額を全員一律とするのでは
なく，若年の低所得者に，より多くの税額控除額
を認める案についても検討する。
なお，還付可能な税額控除については通常，ア
メリカの勤労所得税額控除（EITC）のように，
その適用を就労所得のある世帯に限定し，低所得
階層の就労を促進しつつ経済的支援を行うタイプ
が注目を浴びる16）。こうした制度の政策目的は，
生活保護などに依存し就労をしない貧困世帯の就
労促進であるが，わが国では，例えば単親母子世
帯の就労参加率は非常に高い〔阿部・大石　
2005〕など低所得者の就労参加意欲は低くないと
の指摘があり，税額控除でそれを促進すべきかど
うかは議論の余地がある〔國枝　2008〕。本稿で
は，オランダの制度を参考に，国民全員に一律の
税額控除額を認めるというシンプルな制度をベー
スとする。
そのほかに，本稿で検討する改革案のポイント
を 2点述べる。第 1に，基礎・配偶者・扶養の人
的三控除の廃止に加えて，公的年金等控除を縮小
する。公的年金等控除の問題は前節ですでに述べ
たが，現在の制度は年金給付額が増えるほど控除
も上乗せされる構造となっており，その結果所得
の高い年金世帯に税負担軽減効果が大きく及んで
いる。そこで改革案では現状の控除最低額である
70万円を残し，その上乗せ部分を廃止する。そ
れで得た税収も，税額控除の分配財源とする。
第 2に，低所得者に対する所得税の税額控除の
還付（マイナス税率）は社会保険料の軽減で行う
ため，現在保険料を負担していない個人（たとえ
ば給与所得者の配偶者（第 3号保険者）やすでに
保険料を免除されている人）には還付は適用され
ない。これは社会保険料の免除で，すでに負担が

軽減されている，との考えに基づく17）。ただし，
このときの問題は，子供に対して一切還付ができ
ない（子供は社会保険料を支払わないため）こと
である。そこで，22歳以下で所得ゼロの子供に
は，同居する世帯員の税額から子供の分の税額控
除額をひくことができるとした18）（ただし，この
場合も還付は保険料の軽減で行う）。これによっ
て，子育て世帯へ税負担軽減効果が大きくなる
が，そうした世帯への経済的支援が重要となって
おり〔国立社会保障・人口問題研究所　2005〕，
政策的にも望ましいと考えた。表 4ではこうした
子供に対する税額控除を「児童税額控除」と記し
た。以上が本稿で検討する税制改革案の内容であ
る。

3　税制改革のシミュレーション分析
表 5に税制改革が負担にもたらす効果について
分析結果を示した。改革案の内容を簡単に繰り返
すと，基礎・配偶者・扶養の人的三控除を廃止
し，かつ公的年金等控除を現状の控除最低額 70
万円に縮小し，それで得た財源を全員一律の税額
控除分配にあてる。ただし，所得税の税額控除還
付を社会保険料の軽減で行う一方，住民税の税額
控除は還付を認めない。表 5は（A）と（B）で
税制改革前後の税負担を比較するが，先のオラン
ダ・スウェーデンの説明に用いた表 3にならい，
（B）の税制改革後ではまず，税額控除をひく前
の所得税・住民税と社会保険料の合計額（C）を
記し，そこから税額控除額（所得税と住民税にそ
れぞれ適用される税額控除の合計額）（D）をひ
いて最終的な負担額（B）を記した。また，表 5
はこれまで同様に勤労世帯と年金世帯をわけて示
したが，「児童税額控除」の適用で子育て世帯へ
の税負担軽減効果が大きくなることを考慮し，15
歳以下の扶養家族がいる勤労世帯のみをとりだし
たケース19）も分析した。
この改革で，国民一人当たりの税額控除額は所
得税で 5. 26万円，住民税で 5. 74万円となる。ま
ず，改革の全体像をみるために勤労世帯と年金世
帯で比較すると，勤労世帯は全体でわずかに減税
（0. 1％），年金世帯はわずかに増税（0. 4％）とな
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表 5　税制改革が負担にもたらす効果
一人当たり税額控除額　　所得税　5. 26万円、　住民税　5. 74万円

勤労世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 2 21. 1 21. 3 3. 7 21. 1 24. 7 －9. 0 15. 7 －5. 6
II 0. 9 12. 6 13. 4 6. 1 12. 6 18. 7 －8. 4 10. 3 －3. 1
III 1. 9 11. 6 13. 6 7. 5 11. 6 19. 1 －7. 9 11. 3 －2. 3
IV 2. 8 10. 8 13. 5 7. 8 10. 8 18. 6 －6. 8 11. 9 －1. 7
V 3. 8 10. 3 14. 1 8. 5 10. 3 18. 7 －6. 0 12. 7 －1. 3
VI 4. 4 10. 1 14. 4 8. 9 10. 1 18. 9 －5. 3 13. 7 －0. 8
VII 5. 4 9. 8 15. 2 9. 9 9. 8 19. 6 －4. 6 15. 1 －0. 1
VIII 6. 7 9. 7 16. 3 10. 8 9. 7 20. 4 －3. 8 16. 6 0. 3
IX 8. 3 9. 3 17. 7 11. 9 9. 3 21. 3 －3. 1 18. 2 0. 5
X 13. 8 8. 1 22. 0 16. 4 8. 1 24. 6 －2. 0 22. 6 0. 6

合　計 8. 0 9. 5 17. 5 11. 8 9. 5 21. 3 －3. 9 17. 4 －0. 1

勤労世帯　　15歳以下扶養家族あり世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 1 23. 0 23. 1 4. 6 23. 0 27. 6 －12. 6 15. 0 －8. 1
II 0. 5 12. 7 13. 2 7. 4 12. 7 20. 0 －11. 0 9. 0 －4. 2
III 1. 5 11. 3 12. 9 7. 9 11. 3 19. 2 －9. 5 9. 8 －3. 1
IV 2. 5 10. 6 13. 1 8. 2 10. 6 18. 8 －8. 1 10. 7 －2. 4
V 3. 5 10. 1 13. 6 8. 8 10. 1 18. 9 －7. 0 11. 9 －1. 8
VI 4. 3 9. 9 14. 2 9. 4 9. 9 19. 3 －6. 1 13. 3 －1. 0
VII 5. 5 9. 7 15. 2 10. 7 9. 7 20. 4 －5. 3 15. 1 －0. 1
VIII 7. 0 9. 5 16. 4 11. 9 9. 5 21. 3 －4. 5 16. 8 0. 4
IX 8. 8 9. 0 17. 8 13. 1 9. 0 22. 1 －3. 8 18. 2 0. 4
X 14. 0 7. 7 21. 8 17. 5 7. 7 25. 2 －2. 7 22. 5 0. 7

合　計 6. 8 9. 5 16. 4 11. 7 9. 5 21. 2 －5. 3 15. 9 －0. 5

年金世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 0 12. 4 12. 4 0. 5 12. 4 12. 9 －6. 6 6. 3 －6. 1
II 0. 1 7. 0 7. 1 3. 6 7. 0 10. 6 －6. 0 4. 7 －2. 4
III 0. 7 6. 4 7. 1 6. 6 6. 4 13. 0 －6. 0 7. 0 －0. 2
IV 2. 0 6. 3 8. 3 8. 1 6. 3 14. 4 －5. 1 9. 3 1. 0
V 2. 9 6. 2 9. 1 8. 7 6. 2 14. 8 －4. 6 10. 2 1. 2
VI 3. 7 6. 3 9. 9 9. 1 6. 3 15. 4 －4. 1 11. 2 1. 3
VII 4. 4 6. 0 10. 4 9. 6 6. 0 15. 6 －3. 9 11. 8 1. 4
VIII 5. 4 5. 8 11. 3 10. 4 5. 8 16. 3 －3. 4 12. 9 1. 6
IX 6. 9 6. 1 13. 0 11. 9 6. 1 18. 0 －3. 0 15. 0 2. 0
X 9. 0 4. 8 13. 8 13. 7 4. 8 18. 5 －2. 5 16. 0 2. 2

合　計 2. 8 6. 5 9. 3 7. 9 6. 5 14. 5 －4. 7 9. 7 0. 4
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る。特に所得の低い階層をみると，勤労世帯の第
III・IV階層で 2％程度の減税，年金世帯では第
IV階層で 1％の増税となり，勤労世帯の低所得
階層への再分配強化という政策のねらいが鮮明と
なる。一方，年金世帯は全体で増税となるが，こ
れは公的年金等控除の縮小効果であり，特に所得
の高い階層で税負担が増える。しかし先に述べた
ように，年金世帯の場合，第Ⅳ階層程度でも実際
には比較的豊かで，かつ税負担が軽減されている
世帯と考えられるため，こうした世帯の若干の負
担増は望ましいと考えられる。
次に，第 I・II階層に目を移すと，税制改革で
その負担は勤労世帯・年金世帯ともに軽減され，
たとえば，第 I階層の勤労世帯は 5. 6％の税負担
軽減となる。特に，税額控除の負担軽減効果（－
9. 0％）は税額控除適用前の所得税・住民税の負
担率 3. 7％を大きく上回り，その部分は所得税の
負担率がマイナスとなることを意味する。しか
し，還付の方法は現金の直接給付ではなく，社会
保険料の軽減としてなされる点に注意が必要であ
る。また，年金世帯の低所得階層の税負担率も同
じくマイナスとなる。先に述べたように，公的年
金等控除の縮小で年金世帯の税負担は全体として
増えるが，所得控除を税額控除に変えることで還
付がなされ，低所得世帯の負担はむしろ軽減され
る。
また表 5の二番目の表によると，15歳以下の
子供がいる勤労世帯への再分配効果は特に大き
い。改革案では（社会保険料を負担しないため，
本来税額控除の還付が適用されない）子供の分の
税額控除を同居する世帯員の税額から控除できる
「児童税額控除」を設けたが，これによって税負
担はほかの勤労世帯よりも大きく軽減される。
次に表 6では第二案として，近年の若年世代に
おける格差問題に配慮し，税額控除を全員一律額
ではなく若年の低所得者に手厚くする案を検討し
た。具体的には，所得控除は前の改革案と同じく
全員廃止・縮小としたうえで，税額控除の適用を
年収20）400万円未満の個人に限定し，なおかつ 40
歳以上の個人については税額控除額を半分とし
た。この結果，税収中立の改革のもとで，40歳

未満で年収 400万円未満の個人に対する税額控除
が特に手厚くなる。ただし，子供の分の税額控除
（児童税額控除）は，扶養者の年収が 400万円以
上の場合適用されないが，年収 400万円未満の場
合は扶養者の年齢が 40歳以上であっても全額適
用されるとした。こうした改革を税収中立で行う
と，所得税の税額控除額は 8. 93万円，住民税は
10. 85万円（年収 400万円以下で 40歳以上の個
人はいずれも半額）と非常に大きくなる。
表 6に示したように，こうした制度の効果はか
なり大きい。例えば，勤労世帯の第 III・IV階層
に対する負担軽減は 3～4％となり，児童税額控
除が適用される 15歳以下の扶養家族がいる世帯
で は， そ れ は 5～6％に も な る。 ま た， 第
I・II階層では保険料負担の軽減を通じて，所得
税負担率は実質的に大きくマイナスとなるが，例
えば，勤労世帯の第 I階層では，税額控除を引く
前の所得税・住民税負担率 3. 7％から 10. 1％の
税額控除が適用されるため，所得税率は 6％を超
えるマイナスとなる。また，15歳以下の扶養家
族がいる勤労世帯の場合，第 I階層のマイナス税
率は 11％を超える（4. 6－16. 0＝－11. 4）ため，
社会保険料負担（23. 0％）の半分が軽減される。
また，年金世帯の第 I・II階層の負担もやはりマ
イナスである。公的年金等控除の縮小に加えて
40歳以上の税額控除半減によって，年金世帯全
体の税負担は＋0. 9％と表 5よりも増えるが，税
額控除の還付の効果によって低所得者の負担は依
然大きく軽減される。
もっとも，この表 6のケースは，所得税の税額
控除額が 9万円近くと大きくなるため，経済全体
の半分である第Ⅴ階層までが所得税の還付の対象
となり，逆に税負担が所得上位階層に集中しすぎ
る問題があり，実際にはさらに税率を調整すると
いったことが考えられる。また現在の所得税負担
が全体として大きく軽減されていることを考える
と，税額控除額を減らしてネットで増税とするこ
とも考えられる。しかし，いずれの方法をとるに
せよ，表の結果は，勤労世帯の低所得者への経済
的支援をいかに行うか，という点で非常に興味深
い結果となっている。
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表 6　税制改革が負担にもたらす効果（若年の低所得者への税額控除額を手厚くするケース）
一人当たり税額控除額　　所得税　8. 93万円、　住民税　10. 85万円（40歳以上に適用される控除額は半額）

勤労世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 2 21. 1 21. 3 3. 7 21. 1 24. 7 －10. 1 14. 7 －6. 6
II 0. 9 12. 6 13. 4 6. 1 12. 6 18. 7 －9. 8 8. 9 －4. 5
III 1. 9 11. 6 13. 6 7. 5 11. 6 19. 1 －9. 6 9. 6 －4. 0
IV 2. 8 10. 8 13. 5 7. 8 10. 8 18. 6 －8. 3 10. 4 －3. 2
V 3. 8 10. 3 14. 1 8. 5 10. 3 18. 7 －7. 1 11. 6 －2. 4
VI 4. 4 10. 1 14. 4 8. 9 10. 1 18. 9 －6. 0 12. 9 －1. 5
VII 5. 4 9. 8 15. 2 9. 9 9. 8 19. 6 －5. 1 14. 5 －0. 7
VIII 6. 7 9. 7 16. 3 10. 8 9. 7 20. 4 －3. 9 16. 6 0. 2
IX 8. 3 9. 3 17. 7 11. 9 9. 3 21. 3 －2. 7 18. 5 0. 9
X 13. 8 8. 1 22. 0 16. 4 8. 1 24. 6 －1. 3 23. 2 1. 3

合　計 8. 0 9. 5 17. 5 11. 8 9. 5 21. 3 －4. 0 17. 3 －0. 2

勤労世帯　　15歳以下扶養家族あり世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 1 23. 0 23. 1 4. 6 23. 0 27. 6 －16. 0 11. 6 －11. 5
II 0. 5 12. 7 13. 2 7. 4 12. 7 20. 0 －13. 8 6. 2 －7. 0
III 1. 5 11. 3 12. 9 7. 9 11. 3 19. 2 －12. 3 6. 9 －5. 9
IV 2. 5 10. 6 13. 1 8. 2 10. 6 18. 8 －10. 5 8. 3 －4. 7
V 3. 5 10. 1 13. 6 8. 8 10. 1 18. 9 －8. 6 10. 2 －3. 4
VI 4. 3 9. 9 14. 2 9. 4 9. 9 19. 3 －7. 4 12. 0 －2. 3
VII 5. 5 9. 7 15. 2 10. 7 9. 7 20. 4 －6. 4 14. 0 －1. 2
VIII 7. 0 9. 5 16. 4 11. 9 9. 5 21. 3 －5. 3 16. 0 －0. 4
IX 8. 8 9. 0 17. 8 13. 1 9. 0 22. 1 －4. 2 17. 9 0. 1
X 14. 0 7. 7 21. 8 17. 5 7. 7 25. 2 －2. 6 22. 6 0. 8

合　計 6. 8 9. 5 16. 4 11. 7 9. 5 21. 2 －6. 3 14. 9 －1. 5

年金世帯

所得階層

税制改革前（A） 税制改革後（B） 税制改革効
果（B）－（A）

負担率
負担率

　負担率（税額控除前）
 税額控除
 （D）

税＋社保合
計（B）＝（C）
＋（D）

所得税
住民税 社会保険料  税＋社保

 合計
所得税
住民税 社会保険料 税＋社保合

計（C）
I 0. 0 12. 4 12. 4 0. 5 12. 4 12. 9 －6. 3 6. 7 －5. 7
II 0. 1 7. 0 7. 1 3. 6 7. 0 10. 6 －5. 6 5. 0 －2. 1
III 0. 7 6. 4 7. 1 6. 6 6. 4 13. 0 －5. 6 7. 5 0. 3
IV 2. 0 6. 3 8. 3 8. 1 6. 3 14. 4 －4. 7 9. 7 1. 5
V 2. 9 6. 2 9. 1 8. 7 6. 2 14. 8 －4. 3 10. 6 1. 5
VI 3. 7 6. 3 9. 9 9. 1 6. 3 15. 4 －3. 7 11. 7 1. 8
VII 4. 4 6. 0 10. 4 9. 6 6. 0 15. 6 －3. 2 12. 4 2. 0
VIII 5. 4 5. 8 11. 3 10. 4 5. 8 16. 3 －2. 4 13. 8 2. 6
IX 6. 9 6. 1 13. 0 11. 9 6. 1 18. 0 －1. 8 16. 1 3. 1
X 9. 0 4. 8 13. 8 13. 7 4. 8 18. 5 －1. 4 17. 1 3. 3

合　計 2. 8 6. 5 9. 3 7. 9 6. 5 14. 5 －4. 2 10. 3 0. 9
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IV　おわりに

本稿では，現役世代における格差問題への対応
という観点から，税・社会保障の負担の現状を考
察し，続いて所得税改革のあり方を検討した。わ
が国の所得税は所得控除による課税ベース侵食に
よって低所得者の税負担はゼロの一方で，社会保
険料負担が増大を続けており，その問題が近年の
格差拡大で深刻となっている。そこで，所得控除
の一部を還付可能な税額控除にかえ，それを使っ
て税と社会保険料負担を一体的に調整する制度の
導入を検討した。具体的には，税額控除の還付
を，政府が低所得者に直接現金を給付するのでは
なく，社会保険料の軽減として実施し，それによ
って税と保険料負担を一体的に調整する制度であ
り，実際にオランダやスウェーデンでそうした制
度は実行されている。そして，個票データを用い
た分析を通じて，制度の導入が有効であること，
特に若年の低所得者に税額控除を重点的に配分す
れば，効果を一層高めることができることを示し
た。
こうした税と社会保険料負担の一体管理の導入
の際には，オランダやスウェーデンなど多くの先
進諸国で行われているように，税と社会保険料の
徴収が一元化されることが望ましい。しかし，拡
大するわが国の所得格差が，若年労働者に重大な
影響を及ぼしていることを考えると，ここで提案
している税と社会保険料の一体調整は，待ったな
しに必要である。したがって，わが国の税制の現
状でできる範囲で，この一元化を進めるべきであ
り，また，本稿の「はじめに」でも述べたよう
に，現在の制度でも，かなりの程度，実行可能で
あると思われる。こうした執行上の努力を重ねつ
つ，税と社会保険料の徴収一元化という抜本改革
の実現を図るべきである。

付　記
本稿作成にあたり，国立社会保障・人口問題研
究所で開かれたワークショップ（2008年 3月）
において，参加者の皆様からいただいたコメント

は大変有意義であった。なお，八塩は日本学術振
興会科学研究費補助金（基盤研究（C））および
京都産業大学総合研究支援制度から支援を得た。

注
 1） 　OECD〔2006〕による各国の税務行政の実態
サーベイによると，調査対象となった OECD加
盟国 28カ国のうち，税と社会保険料の徴収を
一元化する国は 11カ国に及ぶ。OECD〔2006〕
は税と社会保険料の徴収一元化の利点として，
徴収の際の情報共有化による行政の効率化など
をあげている。

 2） 　例えば EU各国の税制を比較分析できる
EUROMODやアメリカの Brookings Institution
と Urban Instituteが共同で開発したモデルなど
の事例がある。マイクロ・シミュレーションを
活用した先行研究の詳細については田近・古谷
〔2003〕を参照のこと。

 3） 　本稿のシミュレーション分析の基礎となった
データ処理は，厚生労働科学研究費補助金（政
策科学推進研究事業）「所得・資産・消費と社
会保障・税との関係に着目した社会保障の給付
と負担に関する研究」（国立社会保障・人口問
題研究所）において使用が認められた（統発第
1211006号）「国民生活基礎調査」再集計項目を
引用活用して行ったものである。

 4） 　よりすすんだ分析としては，税制改革が労働
供給などの行動変化に及ぼす影響を考慮するこ
とが考えられる。ただし，データの中には引退
世帯や単身世帯など，さまざまな世帯が含ま
れ，税制改革に対する行動変化は一様でないな
どの複雑な問題がある。本稿では，分析をシン
プルにおこなうことを目的として，こうした点
を捨象した。

 5） 　勤労世帯，年金世帯のどちらにも属さない世
帯には，どの所得も 50％に満たない世帯や財
産所得が多い世帯，所得ゼロの世帯などが含ま
れる。ただし，こうした世帯の数は全体で見れ
ばわずかである。

 6） 　データによると，たとえば勤労世帯の第 I階
層に属する世帯のうち，社会保険料支払いがゼ
ロの世帯は 31％にもなるが，勤労世帯全体で
そうした世帯の比率はわずか 4％である。な
お，生活の困窮が低所得世帯の保険料未納・保
険未加入を増加させることは，湯田〔2006〕，
阿部〔2008〕などで論じられている。

 7） 　現行の公的年金等控除は 50万円定額控除
に，定率控除（25％，15％，5％の三段階の限
界所得控除率）が加算される構造となってお
り，さらに 65歳以上の人には 50万円の特別加
算が加えられる。また，控除最低額として 70
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万円が設定され，70万円までの年金収入には税
がかからないようになっている。

 8） 　実際には雇用者が拠出する社会保険料負担が
大きいが，この表ではそれについては含まれて
いない。

 9） 　以下の説明は OECD〔2007a〕，オランダ国税
庁ホームページ（http://www.belastingdienst.
nl），スウェーデン国税庁による解説書
〔Swedish National Tax Agency　2007〕を参考と
した。なお，オランダの制度については田近・
八塩〔2007〕で概略を論じている。ここでは単
身者で議論するが，子供のいる世帯を例にとる
と児童税額控除などが適用され税額控除はさら
に大きくなる。

10） 　ここで示した 29, 267ユーロを稼ぐ個人の場
合，17, 319ユーロまでの所得に 33. 65％（所得
税 2. 5％，社会保険料 31. 15％），それを超える
所得に 41. 4％（所得税 10. 25％，社会保険料
31. 15％）の累進税率が適用される（65歳以上
の場合年金保険料を払う必要がなく，社会保険
料は 13. 25％となる）。ただし，これ以外に失
業保険料や定額の基礎保険料を払う必要があ
り，表 3はそれらについても反映した。

11） 　65歳以上の老人に認められる General tax 
creditは 957ユーロである。またWork credit
は，57歳を超えると税額控除額が上乗せされ
る。なお，オランダ政府が発行する解説書には
tax creditではなく levy rebateという単語が用
いられるが，ここでは OECD〔2007a〕にした
がい，tax creditという用語を用いる。

12） 　オランダでは，税額控除は所得税部分と社会
保険料部分に按分されるため，「所得税率がマ
イナス」という表現は正確でない。

13） 　ただし負担の上限があり，所得が一定額を超
えるとそれ以上の負担は発生しない。

14） 　スウェーデンの税制で，年金保険料の扱いを
所得控除から税額控除に変えた理由は，年金保
険料の軽減による中・低所得階層の勤労促進で
ある。税額控除への移行は 2000年から開始さ
れ 2006年に完了した〔Ministry of Employment
　2000，OECD　2008〕。

15） 　先に述べたスウェーデンでは，所得税・住民
税の社会保険料控除を廃止したうえで，住民税
には税額控除を適用せず，所得税のみに税額控
除を適用したが，そうした方法も考えられる。

16） 　最適所得税の議論〔Saez　2002〕によると，
アメリカの EITCのような制度（税額控除の適
用を勤労所得のある世帯に限定する制度）を導
入すべきかどうかは，それまで勤労に参加しな
かった低所得者の勤労参加率が，税額控除導入
でどれだけ高まるか，に依存する。

17） 　これ以上の経済的支援が必要な場合は生活保

護手当の活用が考えられる。
18） 　本来，20歳以上の成人は学生であっても年金
保険料を支払うこととなっており，こうした特
別措置の適用対象は 20歳までとすべきとの考
えもある。ただし，現状でも「学生特例制度」
によって学生は保険料支払いを事実上免除され
ており，実際データによると 20歳以上でも学
生はほとんど保険料を支払っていないようであ
る。そこで，ここでの制度設計は特別措置の適
用対象をあえて「22歳以下」とした。

19） 　ただし，比較的まとまった給付額を別途で受
け取る児童扶養手当受給世帯を外した。ただ
し，そうした世帯の数は少なく，それを含めて
も表の結果に大きな変化はおきない

20） 　すなわち給与所得控除と公的年金等控除を控
除する前の収入である。

21） 　注 6）を参照。
22） 　世帯と個人ともに，どの世帯かまたどの個人
か特定できないように秘匿されたものであり，
シミュレーション分析はそのようなデータの再
集計に基づいている。

23） 　このほか，分析で反映できていない給付に生
活保護手当がある。しかし生活保護手当を受け
る世帯は国民全体の 1％強であり，本稿のデー
タで換算すると数百世帯に限られる。
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Appendix　分析方法の説明
以下では，本稿で用いた分析方法について説明
する。本文で述べたように，本稿では厚生労働省
の 2004年（平成 16年）国民生活基礎調査の所得
票・貯蓄票のデータを用いて，税・社会保険料負
担に関するマイクロ・シミュレーション分析を行
う21）。このデータは約 2万 5千世帯について，家
族構成や各世帯員の所得情報22）などを含み，これ

を用いて以下の方法で税・社会保険料負担と給付
の実態を分析する。

　1　所得税・住民税額の計算
まず，データのすべての個人に関して以下の方
法で合計所得を計算する。ただし以下では，デー
タの項目を直接使用する場合，「・」で囲って記載
する。

合計所得＝給与所得＋年金所得（雑所得）＋事業者所
得＋「財産所得」

ただし　給与所得＝「雇用者所得」－給与所得控除
　　　　年金所得＝「年金」－公的年金等控除
　　　　事 業者所得＝「事業所得」＋「農業所得」＋

「家庭内労働所得」－青色申告控除

給与所得控除と公的年金等控除は，それぞれ雇
用者所得額と年金額に制度をあてはめることで計
算でき，事業所得・農業所得・家内労働所得のあ
る個人には青色申告控除 10万円を一律に適用す
る。また，国民生活基礎調査ではこれまで不動産
所得と利子所得を別個の調査項目としてきたが，
2004年調査よりこの 2つが「財産所得」としてひ
とつの調査項目にまとめられた。利子所得は本来
20％の分離課税となるが，不動産と利子の内訳が
不明であるため，分析ではすべて総合課税される
と考えて計算を行った。ただし，データに示され
た財産所得の金額は大きくないため，これと異な
る計算方法を用いても結果に大きな違いはおきな
いと考えられる。
次に，すべての個人に対して所得控除を適用
し，課税所得を計算する。

課税所得＝合計所得－所得控除

分析で考慮した所得控除は基礎控除・配偶者控
除・扶養控除，社会保険料控除である。配偶者控
除や扶養控除は個人が属する世帯の家族関係と各
世帯員の所得の大きさより適用可否を判断し，ま
た老年や同居老親，特定扶養（16歳から 22歳）に
よる控除上乗せを反映した。社会保険料控除はデ
ータに示された年金保険料，医療保険料，介護保
険料，その他保険料（おもに雇用保険料）の値を
そのまま合計した。そして計算された課税所得に
対して 2007年（すなわち定率減税廃止と，国から
地方への税源移譲反映後）の税率表を適用し，所
得税・住民税の負担額（理論値）を計算した。
データの所得は 2003年（調査年である 2004年
の前年）の情報であるため，本来はまず 2003年の
税制を用いて税負担を計算し，その後の税制改革
が労働供給に与える影響などを考慮しつつ 2007年
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の税負担をもとめる必要がある。しかし，データ
には高齢者世帯や単身世帯などさまざまな世帯が
存在し，税に対する労働供給の変化も一様ではな
いなどの複雑な問題がある。以下では，分析の簡
単化のためにこれらの行動変化を捨象して，デー
タの所得に 2007年の税制を直接当てはめて税負担
の分析を行った。
一方，分析では各世帯の児童手当と児童扶養手
当の受給額についても計算した。いずれも 2007年
の制度のもとで世帯の家族関係や各世帯員の所得
の大きさから手当の適用可否を判断し，各世帯が
受け取る手当の大きさ（理論値）をもとめた（自
治体によってはこれらの手当に対する上乗せがあ
るが，それについては分析から除外した）23）。

　2　等価世帯可処分所得の計算とデータの概要
次に上記で計算した所得税・住民税額と児童手
当・児童扶養手当額，データに示された社会保険
料額，固定資産税額，所得額，家族形態の情報を
使って，各世帯の等価世帯可処分所得（＝世帯可

処分所得/ ）を計算し，これに基づい
て全世帯を 10の所得階層に分割した。なお，世帯
可処分所得の式は以下である（「・」で囲まれた項
目はデータに示された項目である）。世帯可処分所
得を で割り，世帯人数による担税力の
違いを考慮している。

世帯可処分所得＝「雇用者所得」＋「事業所得」＋
「農業所得」＋「家庭内労働所得」＋「年金」＋児童
手当＋児童扶養手当－所得税・住民税－社会保
険料－「固定資産税」

（社会保険料＝「年金保険料」＋「介護保険料」＋「健
康保険料」＋「その他保険料」）

そして所得階層ごとに税負担の実態や税制改革
の効果などについて分析を行った。

（たぢか・えいじ　一橋大学国際・
公共政策大学院教授）

（やしお・ひろゆき　京都産業大学専任講師）
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I　はじめに

所得，資産，雇用機会などの「格差」が拡大し
つつあることに対する懸念が近年内外で高まって
きているが，もし遺産が親から子に多く残される
のであれば，遺産によって資産格差が代々引き継
がれ，拡大していく恐れがある。したがって，遺
産と資産格差との間の関係を明らかにすることは
極めて重要なことであり，それが本稿の目的であ
る。
本稿の構成は以下の通りである。まず，この節
に続く第 II節では本稿で用いたデータを紹介
し，第 III節では遺産の家計資産に占める割合な
ど遺産と資産格差との間の関係に関するさまざま
なデータを紹介し，第 IV節では遺産動機・遺産
の分配方法に関するデータを紹介し，第 V節で
は結論を述べる。

II　データの出所

本稿で用いたデータは財団法人家計経済研究所
の委託を受け，社団法人輿論科学協会が 2006年
10～12月に行った「世帯内分配・世代間移転に
関する研究」調査（以下「世帯内・世代間調査」
と略す）からの個票データである。この調査の概
要は以下の通りである（調査の詳細については，
坂本〔2008〕参照）。

調査地域：全国

調査対象：30～59歳の既婚女性
抽出法：二段抽出法
調査方法：訪問留置回収法
完了調査票数：2, 814標本（4, 200標本抽出：
回収率 67. 00％）
調査時期：2006年 10月 6日～12月 8日

この調査は遺産の有無，遺産の受取額，遺産動
機，遺産の分配方法など遺産関連の調査項目を多
く含んでおり，遺産に関する分析に非常に適して
いる。
完了調査票数は 2, 814であるが，遺産の受取
額，金融資産残高，実物資産残高，ローン残高な
どが無回答の標本をサンプルから落とし，残りの
1, 778標本のサンプルを用いた。
実物資産残高以外の金額に関するデータはカテ
ゴリー・データであるため，最下位と最上位のカ
テゴリー以外のカテゴリーの場合は下限と上限の
平均を用い，最下位のカテゴリーの場合は上限の
0. 8倍を用い，最上位のカテゴリーの場合は実際
の値，実際の値が記入されていない場合は下限の
1. 25倍を用いた。

III　遺産と資産格差との間の関係に関するデータ

本節では，家計資産に占める遺産の割合など遺
産と資産格差との間の関係に関するさまざまなデ
ータを紹介する。
表 1の第 1列には遺産・資産関連の各変数の平
均値が示されているが，この表から分かるよう

遺産と格差

チャールズ・ユウジ・ホリオカ
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に，自分の親または配偶者の親から遺産（預貯
金・有価証券などの金融資産，家・土地などの実
物資産を含む）を貰った家計の遺産の平均受取額
は 1, 433. 4万円にも上るが，日本人の 4分の 1弱
（23. 96％）しか遺産を自分の親または配偶者の親
から貰っていないため，全家計の遺産の平均受取
額は 343. 4万円にすぎない。金融資産残高（預貯
金・有価証券・生命保険）と実物資産残高（家・
土地の市場価値）の和から住宅ローン，住宅ロー
ン以外のローンの残高を差し引くことによって算
出される家計資産残高（正味資産）は 2, 262. 7万
円にも上り，全家計の遺産の平均受取額はその
15. 18％にすぎない。なお，家計資産残高から全
家計の遺産の平均受取額を差し引くことによって
算出されるライフ・サイクル資産（本人が自分で
稼いだ所得から貯めた資産）は 1, 919. 3万円にも
上り，全家計の遺産の平均受取額はその 17. 89％
にすぎない。
家計資産に占める遺産やそれ以外の世代間移転
の割合を計算しようとする試みは世界各国で見ら
れる。最初の試みは Kotlikoff and Summers 〔1981〕
であり，彼らは家計資産に占める世代間移転の割
合はアメリカでは約 8割であるといった衝撃的な
結果を得た。それに対し，Modligliani 〔1988〕は
独自の推定を行い，家計資産に占める世代間移転
の割合は約 2割にすぎないといった反対極端の結
果を得ている〔Kotlikoff 1988も参照〕。
日本についても何人かの研究者が家計資産に占

める世代間移転の割合を推定しようとしており，
例として Hayashi〔1986〕（9. 6％以上），Dekle 
〔1989〕（推定方法によって 3～27％，48. 7％以
下 ），Campbell〔1997〕（ 推 定 方 法 に よ っ て
28. 1％以 下，23. 4％以 下 ），Barthold and Ito
〔1992〕（27. 8～41. 4％）， ホリオカ他〔2002〕
（23. 9％）などがある。したがって，日本におけ
る家計資産に占める世代間移転の割合はどちらか
といえば Kotlikoff and Summers〔1981〕の推定
値よりもModigliani〔1988〕の推定値に近く，本
稿の 15. 18％といった推定値もその例外ではない1）。
したがって，日本では，遺産やそれ以外の世代間
移転はそれほど重要ではないようである。
もし遺産とライフ・サイクル資産の間に強い正

の相関があれば，遺産によって資産格差が拡大す
ることになる。しかし，両者の間の実際の相関を
見てみると－0. 170であり，負である。つまり，
自分でより多くの資産を蓄積した家計ほど親から
貰う遺産の額が少なく，遺産はむしろ資産格差を
縮小する方向に働いている2）。
表 1の第 3列に各変数の変動係数が示されてい

るが，この表から分かるように，ライフ・サイク
ル資産の変動係数が 1. 54であるのに対し，家計
資産全体の変動係数は 1. 34にすぎず，遺産を家
計資産に加えることによって変動係数が減少す
る。上述の通り，遺産とライフ・サイクル資産と
の間に負の相関があり，遺産をライフ・サイクル
資産に加えることによって資産格差が縮小するこ

表 1　遺産・資産の平均値・標準偏差・変動係数

注）　単位は万円。標本数は 1, 778である。

平均値 標準偏差 変動係数

遺産の受取額（遺産を貰った家計） 1, 447. 0 2, 438. 4 1. 69 
遺産の受取額（全家計） 343. 4 595. 3 1. 73 

金融資産残高 1, 028. 6 1, 396. 3 1. 36 
実物資産残高 1, 926. 0 2, 431. 6 1. 26 
総資産残高 2, 954. 6 3, 023. 1 1. 02 

住宅ローン残高 630. 1 984. 2 1. 56 
それ以外のローン残高 61. 8 185. 1 3. 00 
ローン残高 691. 9 1, 013. 8 1. 47 

家計資産残高（正味資産） 2, 262. 7 3, 029. 0 1. 34 
ライフ・サイクル資産残高 1, 919. 3 2, 954. 2 1. 54 
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とはその結果と整合的である。
今までの議論を要約すると，日本では遺産はそ
れほど重要ではなく，受け取った遺産は家計資産
の約 15％にすぎない。しかも，自分でより多く
の資産を蓄積した家計ほど親から貰う遺産の額が
少なく，遺産は資産格差を縮小する方向に働く。
つまり，遺産によって資産格差が代々引き継が
れ，拡大していく恐れはなさそうである。

IV　家計の遺産動機・遺産の分配方法

本節の目的は，日本における遺産動機・遺産の
分配方法の現状・考え方について吟味し，そうす
ることによって，日本において利己主義を前提と
したライフ・サイクル・モデル，利他主義モデル
および王朝モデルがどの程度成り立っているのか
を明らかにすることである（この節はホリオカ
〔2008〕に基づく）。
類似した分析としては，ホリオカ他〔1998〕，

Horioka, et al.〔2000〕，Horioka〔2002〕，ホリオ
カ〔2002〕，ホリオカ他〔2002〕などがあるが，
本稿で用いた調査では，遺産動機・遺産の分配方
法に関するより詳細な情報を収集している。
本節の構成は以下の通りである。1では 3つの
家計行動に関する理論モデルの概要を説明し，そ
れぞれのモデルの遺産動機・遺産の分配方法に対
する含蓄を述べる。2では遺産動機・遺産の分配
方法に関する結果を示し，3では結論を述べる。

1�　各理論モデルの遺産動機・遺産の分配方法
に対する含蓄
本節では，家計行動に関する 3つの理論モデル
の概要を説明し，それぞれのモデルの遺産動機・
遺産の分配方法に対する含蓄について述べる。
① 　利己主義を前提としたライフ・サイクル・
モデル。このモデルは，親は利己的であり，
子に対して利他主義（愛情）を抱いていない
と仮定している。したがって，このモデルが
成り立っていれば，親は遺産を全く残さない
か，余った場合にのみ残すか，何らかの見返
り（例えば，老後における世話，介護，経済

的援助など）があった場合にのみ残すはずで
あり，何らかの見返りを提供してくれた子に
はより多く，または全部遺産を配分するはず
である。

② 　利他主義モデル。このモデルは，親は子に
対して世代間の利他主義（愛情）を抱いてい
ると仮定している。したがって，このモデル
が成り立っていれば，親は何の見返りがなく
ても子に遺産を残すはずであり，遺産を均等
に配分するか，ニーズのより多い子，あるい
は所得・財産がより少ない子に多く，または
全部配分するはずである。

③ 　王朝モデル。このモデルは，親は家または
家業の存続を望んでいると仮定している。し
たがって，このモデルが成り立っていれば，
子が家または家業を継いでくれた場合にのみ
親は子に遺産を残すはずであり，家または家
業を継いでくれた子により多く，または全部
配分するはずである。

よって，それぞれの理論モデルは遺産動機・遺
産の分配方法に対して異なった含蓄を持ってお
り，実際の遺産動機・遺産の分配方法について見
ることによってそれぞれの理論モデルがどの程度
成り立っているかが分かる。

2　遺産動機・遺産の分配方法に関する結果
本節では，遺産動機・遺産の分配方法に関する
結果を紹介する。
本稿で用いた「世帯内・世代間調査」では，回
答者の親の遺産動機と回答者本人の遺産動機につ
いて調査しており，それぞれの結果を順を追って
紹介する。

（1） 　回答者の親の遺産動機・遺産の分配方法
に関する結果

アンケート調査の問 50で回答者の親の遺産動
機について調査している。

問 50では，まず「あなた方ご夫婦は，あなた
方の親から遺産をもらったことがありますか。ま
た，今後もらうことを予想していますか。」と尋
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ね，遺産をもらった，またはもらう予定の回答者
に対し，問 50付問 3として「遺産をもらうこと
の条件」について尋ねている。

「遺産をもらう条件」に関する選択肢を理論モ
デル別に分類すると以下の通りとなる。

利己主義を前提としたライフ・サイクル・モデ
ルと整合的な選択肢

1　同居すること
2　近くに住むこと
3　家事の手伝い
4　介護
5　経済的援助

利他主義モデルと整合的な選択肢
該当条件なし　条件なしで貰った，または貰う
予定である

王朝モデルと整合的な選択肢
6　家業を継ぐこと

なお，「親から遺産を貰わなかった，しかも貰

う予定もない」という選択肢は，ライフ・サイク
ル・モデルと整合的であると解釈できる。
結果は表 2に示されているが，この表から分か

るように，利己的な遺産動機を持っている妻の親
と夫の親はそれぞれ全体の 71. 60％ および
69. 55％を占め，いずれも 3分の 2を超え，圧倒
的に多い。2位は利他的な遺産動機であり，この
ような遺産動機を持っている妻の親と夫の親はそ
れぞれ全体の 29. 32％ および 28. 37％を占める。
また，3位は王朝的な遺産動機であり，このよう
な遺産動機を持っている妻の親と夫の親はそれぞ
れ全体のわずか 0. 63％および 2. 75％にすぎな
い。
個別の選択肢について見てみると，最も多かっ

たのは，「遺産を貰わなかった，しかも貰う予定
もない」（利己的）（妻の親と夫の親の場合はそれ
ぞれ全体の 60. 78％および 56. 08％を占める）と
「条件なしで貰った，または貰う予定である」（利
他的）（妻の親と夫の親の場合はそれぞれ全体の
29. 32％および 28. 37％を占める）だった。条件
を付けて遺産を残した（利己的な）親は比較的少
なく，敢えて言えば，最も多かったのは，「同居
すること」（妻の親の場合と夫の親の場合はそれ

表 2　回答者の親の遺産動機

妻 夫

理論モデル 遺産動機 回答者数 回答者の割合 回答者数 回答者の割合

利他主義モデル 条件なし 794 29. 32 775 28. 37

小　　計 794 29. 32 775 28. 37

利己主義モデル 同居すること 78 2. 88 195 7. 14
近くに住むこと 60 2. 22 51 1. 87
家事の手伝いをすること 60 2. 22 42 1. 54
介護をすること 144 5. 32 157 5. 75
経済的援助をすること 22 0. 81 36 1. 32
遺産なし 1, 646 60. 78 1, 532 56. 08

小　　計 1, 939 71. 60 1, 900 69. 55

王朝モデル 家業を継ぐこと 17 0. 63 75 2. 75

小　　計 17 0. 63 75 2. 75

小　　計 2, 708 100. 00 2, 732 100. 00

延べ回答数 2, 750 101. 55 2, 750 100. 66

遺産実績・予定無回答 106 82

合　　計 2, 814 2, 814
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ぞれ全体の 2. 88％および 7. 14％を占める）と
「介護をすること」（妻の親の場合と夫の親の場合
はそれぞれ全体の 5. 32％および 5. 75％を占め
る）であり，日本の社会的規範を反映し，妻の親
の場合よりも夫の親の場合のほうが同居すること
を条件にすることがはるかに多いようである。
次に，ホリオカ〔2008〕に示されている遺産の
分配方法に関する結果を紹介すると，これらの結
果は遺産動機に関する結果とほぼ整合的である。
遺産の分配方法が利己的だった妻の親と夫の親は
それぞれ全体の 79. 24％ および 76. 76％を占め，
いずれも 8割近くであり，圧倒的に多い。2位は
遺産の分配方法が利他的だった親であり，そのよ
うな親は妻の親の場合と夫の親の場合はそれぞれ
全体の 17. 59％ および 16. 82％を占める。3位は
遺産の分配方法が王朝的だった親であり，そのよ
うな妻の親と夫の親の場合はそれぞれ全体のわず
か 2. 10％および 4. 46％を占めるにすぎない。
個別の選択肢について見てみると，最も多かっ
たのは，「遺産を貰わなかった，しかも貰う予定
もない」（利己的）（妻の親と夫の親の場合はそれ
ぞれ全体の 70. 72％および 74. 36％を占める），
「均等に配分する」（利他的）（妻の親と夫の親の
場合はそれぞれ全体の 16. 82％および 16. 12％を
占める）だった。子の行動によって差を付ける
（利己的な）親は，比較的少なく，敢えて言え
ば，最も多かったのは，「同居してくれた子に多
く，または全部配分した（する予定である）」（妻
の親の場合と夫の親の場合はそれぞれ全体の
6. 16％および 7. 43％）と「家業を継いだ子に多
く，または全部配分した（する予定である）」（妻
の親の場合と夫の親の場合はそれぞれ全体の
1. 16％および 2. 88％）だった。日本の社会的規
範を反映し，妻の親の場合よりも夫の親の場合の
ほうが，同居した子，家業を継いだ子に多く，ま
たは全部配分した（する予定である）ことが多
い。
要約すると，回答者の親は圧倒的に利己的であ
り，それに次いで利他的な親もかなりおり，王朝
的な親はほとんどいないようである。これらの結
果はホリオカ他〔1998〕，Horioka, et al.〔2000〕，

Horioka〔2002〕，ホリオカ〔2002〕，ホリオカ他
〔2002〕などのような先行研究とおおむね整合的
である。また，利己的な親のほとんどは遺産を残
さなかった，または残す予定はなく，交換条件を
課したり，子の行動によって差を付ける親はほと
んどいないが，敢えて言えば，同居することが，
交換条件としても子の間で差を付ける要因として
も最も重要である。

（2） 　回答者本人の遺産動機・遺産の分配方法
に関する結果

次に，アンケート調査の問 68では，回答者本
人の遺産動機について，「あなた方のご夫婦はお
子さんに残す遺産についてどのようにお考えです
か。」と尋ねている。

遺産動機に関する選択肢を理論モデル別に分類
すると以下の通りとなる。

利己主義を前提としたライフ・サイクル・モデ
ルと整合的な選択肢

2 　子が老後の世話・介護をしてくれた場合に
のみ遺産を残すつもりである

3 　子が老後において経済的援助をしてくれた
場合にのみ遺産を残すつもりである

6 　自分の財産は自分で使いたいから，いかな
る場合でも遺産を残すつもりはない

利他主義モデルと整合的な選択肢
1　いかなる場合でも遺産を残すつもりである
5 　遺産を残したら，子の働く意欲を弱めるか
ら，いかなる場合でも遺産を残すつもりはな
い

王朝モデルと整合的な選択肢
4 　子が家業を継いでくれた場合にのみ遺産を
残すつもりである

結果は表 3に示されているが，この表から分か
るように，利他的な遺産動機を持っている回答者
は全回答者の 71. 43％を占め，圧倒的に多い。2
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位は利己的な遺産動機であり，このような遺産動
機を持っている回答者は全回答者の 26. 64％を占
め，3位は王朝的な遺産動機であり，このような
遺産動機を持っている回答者の割合は全回答者の
わずか 1. 93％にすぎない。
個別の選択肢について見てみると，「いかなる
場合でも遺産を残すつもりである」といった利他
的な遺産動機が最も多く，この遺産動機を持って
いる回答者の割合は 60. 64％にも及ぶ。3位の
「遺産を残したら，子の働く意欲を弱めるから，
いかなる場合でも遺産を残すつもりはない」（全
回答者の 10. 78％）も利他的な遺産動機である
が，それに対し，2位の「自分の財産は自分で使
いたいから，いかなる場合でも遺産を残すつもり
はない」（全回答者の 16. 38％）も，4位の「子が
老後の世話・介護をしてくれた場合にのみ遺産を
残すつもりである」（全回答者の 8. 77％）も，利
己的な遺産動機である。
次に，ホリオカ〔2008〕に示されている遺産の
分配方法に関する結果を紹介すると，遺産の分配
方法が利他的だった回答者は全回答者の 51. 22％
を占め，最も多い。2位は遺産の分配方法が利己
的だった回答者であり，そのような回答者は全回
答者の 49. 89％を占め，3位は遺産の分配方法が

王朝的だった回答者であり，そのような回答者は
全回答者のわずか 5. 45％にすぎない。
個別の選択肢について見てみると，最も多かっ

たのは，「均等に配分するつもりである」といっ
た利他的な遺産の分配方法であり，この分配方法
を持っている回答者は全回答者の 48. 16％にも及
ぶ。4位の「遺産を残したら，子の働く意欲を弱
めるから，いかなる場合でも遺産を残すつもりは
ない」（全回答者の 11. 87％）も利他的な遺産動
機であるが，それに対し，2位の「自分の財産は
自分で使いたいから，いかなる場合でも遺産を残
すつもりはない」（全回答者の 18. 03％），3位の
「同居してくれた子に多く，または全部配分する
つもりである」（全回答者の 12. 49％），5位の
「介護をしてくれた子に多く，または全部配分す
るつもりである」（全回答者の 10. 77％）のいず
れも，利己的な遺産の分配方法である。
要約すると，利他的な遺産動機・遺産の分配方

法を持っている回答者は最も多く，利己的な回答
者もかなりおり，王朝的な回答者はほとんどいな
いようである。また，利他的な回答者のほとんど
は遺産を均等に配分する予定でおり，交換条件を
課したり，子の行動によって差を付ける回答者は
ほとんどないが，敢えて言えば，世話・介護する

表 3　回答者本人の遺産動機

理論モデル 遺産動機 回答者数 回答者の割合

利他主義モデル いかなる場合でも残す 1, 507 60. 64
子の働く意欲を弱めたくないから残さない 268 10. 78

小　　計 1, 775 71. 43

利己主義モデル 子が老後の世話・介護をしてくれた場合にのみ残す 218 8. 77
子が経済的援助をしてくれた場合にのみ残す 37 1. 49
自分で使いたいから残さない 407 16. 38

小計 662 26. 64

王朝モデル 家業を継いでくれた場合にのみ残す 48 1. 93

小　　計 48 1. 93

小　　計 2, 485 100. 00

無 回 答 81

付問回答あり 51

非該当（子なし） 197

合　　計 2, 814
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ことが交換条件として最も重要であり，同居する
こと，介護することが子の間で差を付ける要因と
しても最も重要である。
遺産動機・遺産の分配方法から判断する限り，
回答者本人は主に利他的であるといった結果は，
ホリオカ他〔1998〕および Horioka, et al.〔2000〕
の遺産の分配方法に関する結果とおおむね整合的
であるが，それ以外の先行研究は回答者本人は主
に利己的であるという結果を得ており，本章で得
た結果とは対象的である。なお，Hayashi〔1995〕
は異なった方法を用いて本稿と同じ結論に達して
いる。
回答者の親に関する結果と，回答者本人に関す
る結果を比較してみると，回答者の親の遺産動
機・遺産の分配方法は圧倒的に利己的であるのに
対し，回答者本人の遺産動機・遺産の分配方法は
主に利他的である。（どちらの場合も王朝的な遺
産動機・遺産の分配方法は全く重要ではない。）
この違いの原因究明は今後の課題として残るが，
少なくとも 3つの可能性がある。①設問のワーデ
ィングが異なる。②人々は他人よりも自分のほう
が利他的であると思いたい。③人々の実際の行動
よりも人々の意図のほうが利他的である。④コー
ホート効果があり，より早い時期に生まれた世代
のほうが利己的である。

3　遺産動機・遺産の分配方法に関する結論
日本人の遺産動機・遺産の分配方法から判断す
る限り，日本では，利己的な人，利他的な人，王
朝的な人が混在している。王朝的な人は非常に少
なく，ほとんどの人は利己的または利他的である
が，利己的な人のほうが多いのか，利他的な人の
ほうが多いのかは一概に言えない。
また，利己的な人の場合は，遺産を残さない
か，遺産を残すが，子に交換動機（見返り）を課
す。例えば，子に遺産を残す見返りとして，子が
老後において親の世話，介護，経済的援助などを
すること，もしくは家または家業を継ぐことを要
求する。したがって，遺産がどんなに多くても，
遺産に対する子からの見返りの金銭的な価値を推
定し，それを遺産から差し引いた後に残る親から

子への純移転を計算したら，それは必ずしも多く
はならず，正になるとも限らない。前節で日本で
は遺産はそれほど重要ではないということが分か
ったが，遺産が重要だったとしても，子から親へ
の見返りによって相殺され，純移転が多くなると
は限らず，遺産によって家計資産が引き継がれ，
拡大していく恐れは全くないように思われる。

V　結論

本稿では，財団法人 家計経済研究所の委託を
受け，社団法人 輿論科学協会が 2006年 10～11
月に実施した「世帯内分配・世代間移転に関する
研究」調査からの個票データを用いて，遺産と資
産格差との間の関係を明らかにし，遺産によって
資産格差が代々引き継がれ，拡大していくか否か
について検証した。本稿の主な結論を述べると，
日本では遺産はそれほど重要ではなく，受け取っ
た遺産は家計資産の約 15％にすぎない。しか
も，自分でより多くの資産を蓄積した家計ほど親
から貰う遺産の額が少なく，遺産は資産格差を縮
小する方向に働いている。さらに，日本では利己
的な人が多く，利己的な人の場合は，遺産を残さ
ないか，遺産を残すが，子に交換動機（見返り）
を課す。例えば，子に遺産を残す見返りとして，
子が老後において親の世話，介護，経済的援助な
どをすること，もしくは家または家業を継ぐこと
を要求する。したがって，遺産がどんなに多くて
も，遺産に対する子からの見返りの金銭的な価値
を推定し，それを遺産から差し引いた後に残る親
から子への純移転を計算したら，それは必ずしも
多くはならず，正になるとも限らない。つまり，
日本では遺産はそれほど重要ではないが，重要だ
ったとしても，子から親への見返りによって相殺
され，純移転が多くなるとは限らない。したがっ
て，遺産によって資産格差が代々引き継がれ，拡
大していく恐れは全くないようであり，相続税な
どによって資産格差が代々引き継がれることを阻
止する必要はなさそうである。
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 1） 　本稿で用いた調査では生前贈与が世代間移転
に含まれていないことによって家計資産に占め
る世代間移転の割合が先行研究の場合よりも低
めに出ていることを説明できる。

 2） 　節税対策などのため，資産額が多い親ほど，
生前贈与の形で資産を子に残す傾向が強く，そ
の分だけ残す遺産が少なくなるとしたら，遺産
とライフ・サイクル資産との間の負の相関が強
く出すぎている可能性がある。この点を指摘し
てくださった坂本和靖氏に感謝する。
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概要

近年の若年層における所得格差の拡大の中で，
消費や経済厚生に多大な影響を与えると考えられ
る恒常的な所得変動要因の重要性およびその近年
の変化を計測した。日本の家計パネルデータの所
得や消費の共分散構造に基づく分析の結果，①若
年層では恒常的所得ショックは 90年代半ば以降
増加傾向にあり，②特に 2001年において増加が
著しく，③その増加のほとんどは大卒未満の家計
に集中している，という結果を得た。また，他の
クロスセクションデータを用い，学歴と所得格差
および加齢との関係を分析した結果，より高い学
歴をもつグループは所得格差が少ない傾向にあ
り，かつ，加齢による所得格差拡大は，低学歴世
帯のほうが急速であるという結果を得た。これ
は，低学歴世帯が直面する恒常所得ショックが高
学歴世帯が直面するものよりも大きいことを示す
ものである。

I　導入

恒常所得・ライフサイクル仮説に基づく家計消
費の分析では，家計所得を外生変数とみなし，単
純な線形の確率過程に従うと仮定することが多
い 1）。ytを家計所得の自然対数とすると，典型的
な所得過程は下記のように書くことができる2）。

 （1）　
 （2）　

ただし，aは家計により異なる定数（固定効
果），y t

pは恒常所得，utと vtは確率変数で，系列
相関がなく，互いに直交するとする。所得が上記
の確率過程に従うと仮定すると，家計所得は三要
素，a，utおよび y t

pに分解可能であり，家計間の
所得格差も三つの起源，①固定効果，aの違い，
②一時的な所得，utの差，および③恒常所得 y t

p，
すなわち現時点までの vtの実現値の差を持つこ
とになる。
第一の固定効果による差は，家計が労働市場に

参入した時点，あるいは生まれた時点で決定さ
れ，その後変化のないものである。これは先天的
な能力の差，または労働市場に参入する前に蓄積
された人的資本によるものとも解釈可能である
が，いずれにせよ固定効果による格差は固定され
ており，政府や家計の努力により対処することは
困難である。第二の一時的な所得による格差は，
たとえば今年たまたま宝くじに当選した，あるい
は勤務先企業の業績がよくボーナスが例年よりも
多く支給された，など，さまざまな理由により発
生する。仮定より，こうした一時的な所得の増減
は来年には消滅し，継続しない。一時的な所得変
動は恒常所得の変化につながらず，Hall〔1978〕
等の恒常所得・ライフサイクルモデルにおいて
は，消費や家計効用に与える影響は軽微なものと
なる。なぜなら，一時的な所得変動は，その変動
が巨額でない限り，あるいは人生の最終期に近く
ない限り，貯蓄や借り入れにより相殺することが
可能であるためである。ライフサイクルモデルに
おいて，最も重要な所得変動は第三の恒常的な変

所得格差と恒常ショックの推移
−−　家計パネルデータに基づく共分散構造からみた格差の把握　−−
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動である。（2）式から明らかなように，恒常所得
の遷移式は単位根を有するため，そのショック
項，vtの変化は，その後の所得水準に将来にわた
り影響を与える。このようなショックの例として
は，勤務先での出世あるいは降格，より生産性の
高い（低い）職場への転職，長期的な影響をもた
らす怪我，病気あるいはそれからの回復，などを
考えることができる。標準的なライフサイクルモ
デルに従えば，消費は恒常所得水準に依存して決
定される。したがって，恒常所得の一単位の変動
は消費の一単位の変動をもたらし，ひいては生涯
効用にも大きな影響を与えるのである。このよう
な恒常的所得変動が常に発生している経済では，
一度貧困，あるいは富裕になるとその状態が継続
することになり，家計間所得格差は時間とともに
拡大し続けることになる3）。
所得格差の三つの要素は，それぞれ消費や効用
水準に全く異なる影響を与えるものであるが，一
時点での家計間所得分布の情報からでは所得をそ
れら三つの要素に分解することができない。すな
わち，家計間所得格差が極めて大きい経済がある
としても，その理由が新規参入家計の固定効果分
散が大きいためか（第一要因），一時的所得変動
が大きいためか（第二要因），深刻な永続的な所
得リスクが存在しているためか（第三要因）を識
別することができず，したがって，所得格差の厚
生評価や所得再分配等の政策介入の効果を測定す
ることはできないのである。家計所得の分布にお
ける三つの構成要素の相対的重要性を計測するに
は，大きく分けて二つのアプローチがある。一つ
は家計パネルデータを使用し，家計レベルでの所
得変動の情報を利用し，さらにその共分散構造を
観察することで，一時的ショックと恒常的ショッ
クの分散を計測する手法である。第二の手法は，
家計の動学モデルを用い，完備資本市場および確
実性等価等の付加的情報を利用し，消費および所
得の両方の情報を用いて恒常ショックの大きさを
計測する手法である4）。無論，二つの手法を組み
合わせることも可能である。第一の手法は，所得
を三つの要素に分解するのであれば，所得に関す
るさまざまなモーメント情報を加えることで未知

パラメターを識別可能にする手法ということがで
きる。第二の手法は，消費は恒常所得に対応す
る，とする恒常所得仮説に全面的に依拠するもの
である。
本論文は，日本の家計パネルデータを用い，

1990 年代半ば以降，日本の家計所得における恒
常的変動要因の分散がどう変化してきたかを分析
する。その際，上記の二つのアプローチを用い
る。比較的平等とされてきた日本の家計所得も，
近年では所得格差の動向に関する関心が高まり，
膨大な数の論文・研究書が書かれている。全国消
費実態調査や所得再分配調査など，多くのデータ
を駆使した分析が報告されているが，所得格差拡
大の背後にある恒常的所得変動を定量的に測定し
ている論文は筆者の知る限り存在しない5）。所得
格差が実際にどの程度，どのように拡大している
かに関してはさまざまな議論が存在するが，1990
年代半ば以降，若年層において所得格差が拡大し
ていると指摘する論文は多い6）。そこで，本論文
でも若年層に注目し，比較的多くのサンプルを確
保できる 30代に焦点を当てる。分析の結果，恒
常的所得ショックは 90年代後半から上昇してお
り，大卒未満の学歴を有する家計においてその増
加が顕著であることがわかった。一方大卒家計に
おける所得の分解はあまり成功しておらず，大卒
家計の所得過程はより複雑なものである可能性を
示唆している。消費の情報を利用した分析は恒常
所得変動を過剰に推計してしまい，信頼に足る情
報を得ることができない。これは，家計パネルデ
ータにおける消費データにさまざまな問題がある
ためであると思われる。
家計経済研究所のパネルデータは，サンプルが
若年層に偏っているため，パネルデータとして時
系列方向の推移を観察可能なのは若年層に限定さ
れる7）。家計パネルデータほど正確ではないが，
リピーティドクロスセクションの個票データから
も恒常所得ショックの大きさを測ることは可能で
ある。本論文では，さまざまなデータセットを用
い，低学歴層と高学歴層の恒常的所得ショックの
大きさの比較も試みた。その結果，低学歴家計が
直面する恒常所得ショックは高学歴層よりも大き
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いという結果を得た。近年，若年の低学歴家計が
直面する恒常所得ショックが増加したという我々
の推計結果と併せると，若年低学歴家計が高齢化
していく今後，所得格差の拡大はさらに加速する
可能性があることが示唆される。

II　恒常所得変動の識別方法

前節のモデルに従えば，家計所得は固定効果，
一時的所得，および恒常的所得に分割される。恒
常的所得変動は特に重要な要素であり，その分散
の上昇は，経済の格差拡大を加速させ，ひいては
消費や家計効用の格差も拡大させていく。したが
って，本節では家計パネルデータから恒常的所得
変動の分散を計測する手法について議論する。

1　所得の共分散構造による識別
所得過程（1）式の階差をとると

 （3）　
したがって，家計固定効果の影響はこの時点で
除外される。これは，家計間（between）ではな
く家計内（within）の所得変動を計算しているた
めである。
つぎに，その分散を計算すると

 （4）　
したがって，家計所得変動の分散は三つの要
素，今期と前期の一時的所得変動の分散，および
今期の恒常所得変動に分解することが可能であ
る。（3）式のラグをとると

 （5）　
上式と（3）式の共分散は utと vtがそれぞれ系
列相関がなく，かつ独立であるという仮定の下で
は

 （6）　
したがって，恒常所得ショックの分散は，下記
の式で計測可能である。

 （7）　
上記の式を推計するには，家計所得の変化率お

よびそのラグとの共分散情報が必要であり，四期
間の家計所得の情報が必要であるが，それ以外の
情報には依存していないことに注意する必要があ
る。また，一時的所得変動の分散は共分散の絶対
値と等しくなっている。

2　消費情報による識別
消費情報を用いた家計所得過程の推計は

Blundell and Preston〔1998〕が行っており，動
学構造モデルの性質を駆使するものである。stを
経済の状態を表す履歴（history），aを家計の金
融資産，pを sの確率分布，rを一定の値をとる
金利，cを消費，Uを一時点での効用，bを時間
割引因子，qを資産価格，lをラグランジュ乗数
とする。また，No-Ponzi Game 条件として下記の
制約を課す。

 （8）　

すると，家計の動学最適化問題は，下記のラグ
ランジュ関数で表すことができる。

 （9）　

一階条件は

 （10）　

 （11）　
および

 （12）　

したがって
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 （13）　

もしくは

 （14）　

r＝rのとき限界効用はマルチンゲールになる
ことがわかる。
ここで，さらに効用関数が選好ショックに関し
て分離可能で，かつ消費の二次関数であると仮定
する。すなわち，

 （15）　
ただし， c̄は bliss pointである。ここで，この

bliss pointが小さいと仮定すると，この効用関数
はピークを越えてしまう可能性が生じてしまう。
したがって，変動する所得過程の実現値にくらべ
て，bliss pointは十分に大きく，bliss pointを常
に実現するような消費経路は Ponzi Gameとなっ
てしまうようにすることが必要となる。
このとき，オイラー方程式は

 （16）　

 （17）　

したがって，r＝rのときは，
 （18）　

すなわち，効用関数が二次式であり，時間選好
率と利子率が同じであるとき，消費水準はランダ
ムウォークとなる。このようなモデルは Hall
〔1978〕による恒常所得モデル，あるいは確実性
等価モデルと呼ばれる。
生涯の予算制約を下記のように書く。

 （19）　
いま，（18）式が成立している経済を考える。

 （20）　
したがって，有限視野（T＜∞）においては，

 （21）　

したがって，

 （22）　

一階の階差をとり整理すると

 （23）　

上式は，生涯所得の割引現在価値が t‒1期から
t期に変化した量である。
ここで，所得過程が下記で与えられているとす
る。

 （24）　

 （25）　
すると

 （26）　

ところで，
 （27）　

したがって，

 （28）　

 （29）　

これは，一時ショックに対して，家計は で
反応し，恒常ショックに対しては一対一で反応す
ることを示している。いま，利子率 rが十分に小
さいと仮定すると，近似的に

 （30）　
したがって，消費の変化は恒常所得ショックに
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等しくなるのである。ここから容易に恒常所得シ
ョックの分散を計測することが可能であり，消費
の分散，あるいは消費と所得の共分散から必要な
情報を得ることができる。すなわち，

 （31）　
 （32）　

となる。

III　恒常的所得変動ショックの推計

1　データ
本節では，前節の情報を用い，実際に日本の家
計パネルデータに基づき家計所得の恒常的ショッ
ク分散の計測を試みる。本節で使用したデータは
財団法人家計経済研究所による「消費生活に関す
るパネル調査」であり，サンプル期間は 1993年
調査から 2004年調査までの 12年間である8）。こ
こではさらにサンプルを限定し，有配偶者で，か
つ夫の年間勤労所得が 200万円以上，2000万円
以下，月々の家計支出が 10万円以上，100万円
以下の家計に限定した。また，本調査の対象が比
較的若年層に偏っているため，対象家計を夫の年
齢で計り，30代（30歳以上，39歳以下） の家計
に限定した9）。
前節で展開したモデルに従うと，家計所得の変
動の共分散構造より恒常所得ショックの分散を推
計することが可能であるが，実際の家計所得は，
モデルで想定していないさまざまな要因にも依存
していると思われる。本論文で我々が考察するの

は家計にとってのリスク，であって，観察可能，
または予測可能な所得の変動は極力除去すること
が望ましい。具体的には，所得の年齢や経験に依
存する部分，あるいは毎年，一定割合だけ所得が
上昇している場合は，たとえ所得が変動していた
としても，それをリスクとして捉えるのは適切で
はない。そこで，本論文では，Abowd and Card
〔1989〕等の先行研究に従い，まず所得を消費者
物価指数で実質化してから，観察可能なさまざま
な変数に回帰し，その残差の分散を用いることに
する。具体的には，夫の実質勤労所得の自然対数
値，夫婦の合算勤労所得，および家計消費支出の
対数値を①夫の年齢，②夫の年齢の二乗，③夫の
就業年数，④夫の就業年数の二乗，⑤妻の年齢，
⑥妻の年齢の二乗，⑦年ダミー，⑧市郡の規模，
⑨家族構成（夫婦のみ，夫婦と子供，親と同居，
その他） のダミー，⑩子供の数ダミー，⑪家族の
数ダミー，に回帰し，その残差の階差を用いた。

2　推計結果
表 1は残差系列から得られた共分散構造を示し

ている。図 1は勤労所得水準分散の時系列変化を
プロットしたものであり，夫勤労所得，夫婦合
算所得ともに，分散はゆるやかな上昇傾向にあ
る10）。（7）式に従い，所得変化率の恒常的ショッ
クの分散を計算しプロットしたのが図 2 である。
表 1 の所得変化率分散と比較すると，所得変化率
分散のうち，恒常的要因によるものは，約 1／3
から 1／2を占めていることがわかる。これは，

表 1　家計所得・支出の共分散構造

年

水準分散 変化率分散 自己共分散 共分散

Var(yt) Var(ct) Var(Δyt) Var(Δct) Cov(Δyt, Δyt－1) Cov(Δct, Δyt)

夫勤労所得 夫婦合算所得 家計支出 夫勤労所得 夫婦合算所得 家計支出 夫勤労所得 夫婦合算所得 夫勤労所得・
家計支出

夫婦合算所
得・家計支出

1994 0. 07211 0. 08804 0. 09899 0. 02119 0. 03136 0. 11598 －0. 00878 －0. 00907 0. 00380 0. 00524 
1995 0. 07501 0. 08374 0. 09186 0. 02998 0. 03157 0. 11380 －0. 00970 －0. 01249 0. 00028 0. 00281 
1996 0. 07371 0. 09474 0. 09988 0. 02517 0. 02863 0. 09459 －0. 00969 －0. 01144 0. 00054 －0. 00210 
1997 0. 07425 0. 09588 0. 10751 0. 02493 0. 03159 0. 09684 －0. 01088 －0. 01474 0. 00043 －0. 00260 
1998 0. 08803 0. 12146 0. 11241 0. 02855 0. 03152 0. 10304 －0. 01139 －0. 01295 －0. 00011 0. 00153 
1999 0. 08742 0. 11485 0. 09336 0. 02910 0. 03199 0. 09603 －0. 00998 －0. 01106 0. 00687 0. 00661 
2000 0. 09127 0. 12672 0. 10312 0. 03009 0. 02905 0. 11040 －0. 01408 －0. 00965 0. 00953 0. 00351 
2001 0. 11190 0. 12189 0. 12861 0. 03386 0. 04525 0. 10623 －0. 00661 －0. 01159 －0. 00321 －0. 00341 
2002 0. 09313 0. 11661 0. 09154 0. 02999 0. 03061 0. 09019 －0. 01100 －0. 01059 0. 00327 0. 00561 
2003 0. 10215 0. 11953 0. 10177 0. 03541 0. 04190 0. 08147 －0. 01374 －0. 01273 0. 00042 0. 00267 
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他の期間を用いて推計した阿部・稲倉〔2007〕と
整合的な結果である。次に，恒常的要因の時系列
方向での変化をみると 1990年代半ばからゆるや
かな上昇傾向にあり，特に 2001年に大きく上昇
していることがわかる。
表 1 には，同じく家計支出変化率の分散，およ
び所得変化率との共分散も報告されている。
（31）および（32）の両式にしたがえば，家計所
得変動の恒常的要因は支出変化率分散および所得
との共分散でも計測可能であるが，表 1からわか

るように，家計支出変化率分散は極めて大きく，
所得変化率よりもはるかに大きくなっている。こ
れは支出データを用いた恒常ショックの推計が不
可能であることを意味する。所得との共分散もと
きおり負の値をとり，不安定な挙動を示すなど，
信頼できる結果は得られていない。したがって，
本パネルデータの支出データでは，（31）および
（32）両式に基づく恒常ショックの推計に成功し
ていない。家計支出データを使用し，所得過程の
推計に成功している Blundell and Preston〔1998〕

図 1　勤労所得水準分散

図 2　勤労恒常所得ショック分散推計
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は家計パネルデータではなくクロスセクションデ
ータに基づくコホートデータを使用しており，も
ともと消費支出に関しても集計されることによる
スムージングが行われている。そのため，支出変
化率の分散はここでのパネルデータに基づく分散
ほど大きくなっていない11）。

3　学歴別推計結果
次に，サンプルを学歴別に分割し，前節と同様
に所得変動の恒常的要因の重要性を測定する12）。

図 3は学歴別の所得および支出水準の分散の時系
列での変化を表している。支出に関しては明確な
パターンは見られないが，所得に関しては，大
卒・高卒，ともにゆるやかな上昇傾向にあること
がわかる。図 4は各項目の変化率の分散を示して
いる。支出変化率の分散は極めて大きく，恒常所
得・ライフサイクル仮説と非整合的である。所得
変化率の分散に関しては，0. 02から 0. 04の間で
安定している。大卒所得に関してはゆるやかな上
昇傾向にあるとみることもできるが，明確な変化

図 3　水準分散

図 4　変化率分散
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は生じていない。
図 5は，（7）式に従い，所得変化率の恒常的シ
ョックの分散を計算しプロットしたものである。
大卒に関しては，恒常所得分散が負の値をとるな
ど，推計に失敗している。すなわち，大卒家計所
得過程は，ここで想定されているよりもさらに複
雑な過程に従っていることを示唆している。一
方，高卒家計に関しては，図 2よりもさらに明確
に分散は上昇傾向にあることがわかる。2002年
次において，大卒サンプルは高卒サンプルの約半
分であり，図 2は高卒サンプルの動向を主に反映
していることがわかる。
本節の結果をまとめると下記のようになる。①

30代の有配偶・勤労家計の勤労所得分散はゆる
やかな上昇傾向にある。②家計所得の共分散構造
の情報を用い家計所得変動をさまざまな要因に分
解すると，大卒未満の学歴を有する家計において
恒常的所得ショックの分散が上昇傾向にある。③
恒常的所得変動は，特に 2001年の所得において
上昇している。④消費支出データを用いた恒常シ
ョック，また大卒家計のデータを用いた推計は成
功していない。本論文では，恒常所得変動の源泉
を分析するのはその範疇を超えるが，2001年は
日本にとり景気の谷であり，日本の製造業におい
て早期・希望退職が頻繁に行われた年でもある

13）。本節の推計結果は，景気後退にともなう労働
市場の変化が，特に低学歴家計に大きな影響を与
えたことを示唆するものである。

IV　学歴と所得分散プロファイル

前節までは，30代の家計にしぼって議論を行
った。これにより，所得格差に及ぼす高齢化の影
響を切り離して考えることができた。本節では，
対象とする世帯年齢層を広げ，学歴と所得格差お
よび加齢の関係について分析を行う。また，家計
研以外のデータセットも用い，得られる結果があ
る特定のデータセットに固有のものでないことを
確認する。利用したデータセットは，日経デジタ
ルメディア社による Needs‒Scan／Panel（パネル
データ）と，旧郵政総合研究所による「家計にお
ける金融資産選択に関する調査」（クロスセクシ
ョンデータ）である14）。これらのデータセットで
は，世帯の所得・消費の情報に加え，全国消費実
態調査や所得再分配調査には設けられていない世
帯主や配偶者の学歴に関する情報を利用すること
が可能である。

1　データ
Needs‒Scan／Panelについては，阿部・稲倉

図 5　恒常所得ショック分散推計
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〔2008〕に詳しい説明があるため，ここでは旧郵
政総合研究所（これ以降，郵政研と記す）の調査
について説明する15）。郵政研による「家計におけ
る金融資産選択に関する調査」（これ以降，資産
選択調査と記す）は 1988年の第 1回調査から 2
年おきに 2006年まで計 10回行われた。資産選択
調査が行われていない年は「金融機関利用に関す
る意識調査」（これ以降，機関利用調査と呼ぶ）
という別の調査が行われ，二つの調査が交互に行
われてきた。資産選択調査はその名のとおり，家
計が保有する金融資産について調査・分析を行う
ことを意図しており，各金融資産（預貯金，債
券，株式，など）の保有状況や認知度，保有予定
などに関する質問項目が充実している。機関利用
調査は，家計の利用している金融機関についての
調査・分析が主眼におかれ，金融機関の選択理由
や利用意向，望ましいサービス等に関する調査項
目が充実している。いずれの調査も，上記の調査
項目に加え，世帯属性について詳細にわたる質問
項目（家族形態，職業，学歴，年収など）が設け
られている。ただし，時系列分析を意図していな
いことから，質問文や変数の定義等について終始
一貫していない点があることに留意する必要があ
る16）。調査の概要については表 2の通りである
が，資産選択調査は日本全国でランダムサンプリ

ングを行っており，回答世帯は有業世帯のみなら
ず，退職し年金生活を送っている世帯も含まれ，
各年で 3000強の世帯が含まれる（表 3）17）。

2　各データセットの特徴
本節では，所得，学歴という二つの変数に着目

し，三つの調査データにおける相違点について説

表 2　各調査の概要

略　称 家計研パネル 日経パネル 郵政研データ

正式名称 消費生活に関するパネル調査 Needs-Scan/Panel 家計における金融資産選択に関す
る調査

調査主体 財団法人家計経済研究所 日経デジタルメディア社 旧郵政総合研究所（現在は財団法
人ゆうちょ財団が管理）

調査地域 全国 神奈川、東京の 2地域 全国

調査対象 ・1993年時点で 24～34歳の女性
（コーホートＡ）
・1997年にコーホートＢ（24～27
歳）を追加
・2003年にコーホート C（24～29
歳）を追加

特定のスーパーマーケットを利用
している世帯（1年に 1度、世帯
属性情報の更新が行われる。）

世帯主が 20歳以上 80歳未満の世
帯（単身世帯含む）

標本抽出法 層化 2段無作為抽出法 層化多段無作為抽出法

調査方法 留置回収法 訪問留置法

調査年 1993年～継続中 1988年～2001年 1988年～2006年（隔年調査）

データ形式 パネルデータ パネルデータ クロスセクションデータ

表 3　各調査のサンプルサイズ

年 家計研パネル 日経パネル 郵政研データ

1988 － － 3899
1989 － 897 －
1990 － 1118 3478
1991 － 1226 －
1992 － 1506 3892
1993 1500 1661 －
1994 1422 1831 3924
1995 1342 1999 －
1996 1298 2302 3695
1997 1755 2489 －
1998 1638 2548 3754
1999 1549 2507 －
2000 1488 2363 3111
2001 1425 1230 －
2002 1376 － 5583
2003 2139 － －
2004 1980 － 4914
2005 － － －
2006 － － 3127
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明を行う。第一に，これらのデータセットを比較
する上で最も留意すべき点は，調査対象の違いで
ある。国勢調査に最も近い調査対象は郵政研のデ
ータである18）。一方，家計研パネルは世帯変動の
大きい若年女性の行動に着目する，という調査意
図をもっており，図 6からもわかるとおり，比較
的若い世代が回答者となっていることが大きな特
徴である19）。日経パネルでの世帯主年齢を見てみ
ると，40歳代中盤の層が厚く，家計研パネルよ
りもサンプル世帯の平均年齢は 10歳ほど高い
（勤労世帯に限っていえば，家計研パネルの世帯
主平均年齢は 36歳，日経パネルでは 47歳であ
る）。
さらに，調査対象年齢の違いに加え，もう一点
注意すべき点がある。それは，家計研パネルや郵
政研データは，全国を対象とした無作為抽出法に
よりサンプルを抽出しているが，日経パネルで
は，そのようなサンプルの抽出が行われていな
い，という点である。日経パネルにおける勤労世
帯の基本統計量を示した表 5によると，世帯主の
最終学歴が大卒以上であるという世帯が半数を超
え，世帯年収も他の二つのデータよりも高いこと
がわかる20）。
図 7は，所得の平均年齢プロファイルを示して

いる。この場合の「所得」は以下のように調査ご
とに若干定義が異なるものの，50歳台前半にピ
ークをむかえる，という点は一致している21）。
家計研パネル　男性世帯主の 1年間の勤労所得
日経パネル　世帯主が勤労者である世帯の 1年
間の世帯所得（同居している家族の所得も含まれ
る。例えば，妻の収入や，同居している両親の年
金収入も含まれる。）
郵政研データ　世帯主が勤労者である世帯の 1
年間の給与（ボーナスを含む）と事業収入の合計
額（世帯主以外の家族が給与収入もしくは事業収
入を得ている場合，これらの所得は世帯所得に含
まれる。ただし，年金収入などは含まれない。）

3　所得水準分散プロファイル
上記で説明した三つのデータセットを用い，所
得分散の年次変化をプロットしたのが図 8であ
る。第 III節と同様，各データセットにおける所
得を消費者物価指数で実質化してから，観察可能
なさまざまな変数に回帰し，その残差の分散を用
いている22）。図 8から，①所得格差は 1990年代
後半以降拡大している，②概して，高卒世帯での
分散の方が大卒世帯よりも大きい，ということが
読み取れる。これらの結果は，高卒世帯で恒常シ

図 6　世帯主年齢の分布

注）　1）　家計研パネル，日経パネルは全調査期間すべての世帯をプールした。
2）　郵政研データは，所得データの利用できる 1990年，1992年，1994年，1996年，2006 年をプールした
もの。
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図 7　所得の年齢プロファイル

注）　1）　各調査における，所得の定義は以下の通りである。
家計研パネル：男性の 1年間の勤労所得。
日経パネル：世帯主が勤労者である世帯の 1年間の世帯所得（同居している家族の所得も含まれる）。
郵政研データ：世帯主が勤労者である世帯の 1年間の給与（ボーナスを含む），事業収入の合計額（世帯主以外
の家族が給与収入もしくは事業収入を得ている場合，これらは世帯所得に含まれる）。

2）　日経パネルにおける 20代前半，家計研パネルにおける 50歳以降ではサンプルサイズが小さい。

表 4　基本統計量：家計研パネル

注）　1）　所得を実質化する際には，消費者物価指数（平成 12年基準）を用いた。
2）　世帯主年齢 25歳以上 59歳以下の有配偶世帯で，かつ世帯主が勤労者である世帯に限
定。

3）　世帯主年間勤労所得が 100万円未満，2000万円以上の世帯は除く。

平均値 標準偏差 最小値 最大値

世帯主勤労所得（年間・万円） 520. 888 200. 800 100 1894. 317 
世帯主年齢 36. 398 5. 844 25 58
配偶者（妻）年齢 33. 636 4. 701 24 45
世帯主就業年数 16. 851 6. 156 2 43
居住地の市郡規模

13大都市 0. 226 0. 418 0 1
その他の市 0. 585 0. 493 0 1
町村 0. 187 0. 390 0 1
その他 0. 002 0. 043 0 1

家族形態
夫婦のみ 0. 103 0. 304 0 1
夫婦と子 0. 568 0. 495 0 1
親と同居 0. 667 0. 471 0 1

子供人数 1. 691 0. 942 0 5
同居家族人数 4. 321 1. 435 2 10

サンプルサイズ 9726
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表 5　基本統計量：日経パネル

注）　1）　世帯年収はカテゴリー値で回答されるため，各カテゴリーの中央値を用いた。
2）　世帯年収を実質化する際には、消費者物価指数（平成 17年基準）を用いた。
3）　世帯主年齢 25歳以上 69歳以下の有配偶世帯で，かつ世帯主が勤労者である世帯に限定。
4）　1988年から 2001年までの間に，10回以上登録・更新を行った世帯に限定。

平均値 標準偏差 最小値 最大値

世帯年収（万円） 969. 711 403. 494 193. 611 2239. 642 
世帯主年齢 47. 052 7. 814 25 69
世帯主最終学歴

中学（旧制小・高等小）卒 0. 033 0. 178 0 1
高校（旧制中）卒 0. 367 0. 482 0 1
短大卒 0. 022 0. 148 0 1
大学・大学院（旧制高・高専卒） 0. 578 0. 494 0 1

世帯主職業
役員・管理職 0. 423 0. 494 0 1
専門・研究職 0. 080 0. 272 0 1
事務職 0. 248 0. 432 0 1
技能職 0. 160 0. 367 0 1
販売職 0. 063 0. 244 0 1
その他 0. 026 0. 158 0 1

配偶者職業
役員・管理職 0. 008 0. 087 0 1
専門・研究職 0. 026 0. 160 0 1
事務職 0. 156 0. 363 0 1
技能職 0. 037 0. 189 0 1
販売職 0. 135 0. 342 0 1
その他 0. 042 0. 201 0 1
自営業 1（弁護士事務所、開業医など） 0. 002 0. 039 0 1
自営業 2（上記以外） 0. 013 0. 115 0 1
自由業 0. 002 0. 040 0 1
無職 0. 571 0. 495 0 1
その他 0. 007 0. 086 0 1

同居家族人数 3. 936 0. 968 2 9
サンプルサイズ 11253

表 6　基本統計量：郵政研データ

注）　1）　世帯年収を実質化する際には、消費者物価指数（平成 17年基準）を用いた。
　　 2）　世帯主年齢 25歳以上 69歳以下の有配偶世帯で，かつ世帯主が勤労者である世帯に限定。

平均値 標準偏差 最小値 最大値

世帯年収（万円） 752. 426 334. 446 59. 583 2300. 109 
世帯主年齢 45. 052 9. 927 25 69
世帯主最終学歴

中学卒 0. 118 0. 323 0 1
高校卒 0. 481 0. 500 0 1
短大・高専卒 0. 056 0. 231 0 1
大学・大学院卒 0. 344 0. 475 0 1

家族形態
夫婦のみ 0. 142 0. 349 0 1
夫婦＋子供 0. 674 0. 469 0 1
夫婦＋子供＋両親 0. 168 0. 374 0 1
その他 0. 016 0. 125 0 1

同居家族人数 3. 878 1. 201 2 9
配偶者（妻）が勤労者 0. 462 0. 499 0 1
サンプルサイズ 6479
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ョックの拡大が顕著である，という前節までの結
果と整合的である。しかし，ここで留意しなくて
はならないのは，パネルの加齢効果である。同一
世帯を対象に調査が繰り返される場合，このパネ
ルデータは年々年をとっていくことになる。家計
研パネルでは，1997年と 2003年に若年世帯が新
たに追加されているが，日経パネルでは 1990年
代初頭からほぼ同一世帯をおいかけていることか
ら，特にこの点に注意が必要である23）。よって，
上記の①や②は，加齢効果によるものなのか，あ
るいはそれ以外の要因によるものであるのか，さ
らに詳しく考察する必要がある。

図 9は，横軸に世帯主年齢をとり，所得分散を
プロットしたものである。これによれば，世帯主
年齢が高くなるにしたがって，分散は増加してい
ることがわかる24）。さらに，加齢による所得格差
拡大は，低学歴世帯のほうが急速であり，恒常シ
ョックは高卒世帯のほうが大きい，と解釈するこ
とができる。
これをふまえてもう一度図 8を見ると，特に日

経パネルにおける高卒世帯の所得格差拡大は，世
帯主の加齢効果プラス，特に，高齢・高卒世帯で
の恒常ショックの増加がその背景として考えられ
る25）。

図 8　水準分散 図 9　水準分散：世帯主年齢別
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V　結論

本論文では，日本の家計パネルデータを用い，
家計所得の変動に占める恒常的要因の重要性，お
よびその推移を計測した。勤労・有配偶の 30代
世帯における所得格差は 90年代半ば以降緩やか
な拡大傾向にあり，恒常的要因の重要性も増加し
ている。特に，2001年における恒常所得ショッ
クの増加幅は大きく，家計厚生に大きな影響を与
えた可能性がある。一方，消費支出データを用い
た分析では分散推計量が負になるなど，推計には
成功していない。これは家計パネルデータの消費
変化率分散が所得変化率分散よりも著しく大きい
等，理論モデルと非整合的な挙動をデータが示し
ていることに起因する。消費データと所得データ
間の非整合をどう処理するかは今後の分析課題で
ある。
日経パネルや郵政研データを用いた学歴別の所
得分散の推計では，低学歴家計の年齢・分散プロ
ファイルの傾きが急であり，低学歴家計のほうが
より大きな恒常所得ショックに直面していること
を示している。パネルデータに基づく分析結果で
ある，近年の低学歴家計の恒常所得ショックの分
散増大という結果と，低学歴家計が高学歴家計よ
りも大きな恒常所得ショックに直面しているとい
う結果を併せると，大きな恒常所得ショックに見
舞われた若年家計が年をとっていくにつれ，日本
家計全体の所得格差の増加スピードが加速してい
く可能性がある。もっとも，こうしたスペキュレ
ーションは，我々が仮定した極めて単純な所得決
定過程の定式化に依存することもまた事実であ
る。本論文では，所得過程として一階の差分方程
式を考え，所得を iid成分と random walk成分に
分割したが，より高次の差分方程式で描写するこ
とが適切であれば，本論文で恒常所得ショックと
して考えた所得変動は，実際には 10年以上の期
間を経て元の水準に回帰していく安定的なショッ
クにすぎない可能性もある。そのようなより詳細
な所得過程の推計を行うには，さらなるデータの
蓄積を待たねばならない。

本論文では，恒常所得ショックの決定要因につ
いては全く触れなかったが，さまざまな税制・社
会保障改革や労働市場における制度改正，少子
化，大学入学率の上昇，景気循環等，恒常所得に
影響を与える可能性のある要因は数多く存在す
る。これらは今後の研究課題である。

付記
本研究において，財団法人家計経済研究所が実
施した「消費生活に関するパネル調査」の個票デ
ータを使用した。また，日経デジタルメディア
社，財団法人ゆうちょ財団からもデータの提供を
受けた。ここに感謝したい。さらに，阿部は科学
研究費補助金若手（B）の資金援助を受けた。ま
た，十川亜希子氏の RAにも深く感謝する。

注
 1） 　線形の所得過程に基づく恒常所得・ライフサ
イクルモデルの先行研究としては，Hall 〔1978〕，
Hall and Mishkin〔1982〕，Altonji and Siow
〔1987〕がある。Deaton〔1992〕はこの分野の
優れた教科書である。

 2） 　家計所得過程の推計の代表的な先行研究とし
て Abowd and Card〔1989〕をあげることができ
る。近年では，Meghir and Pistaferri〔2004〕が
極めて一般的な状況下での所得過程の推計を行
っている。

 3） 　恒常所得ショックと所得格差の関係について
は，Deaton and Paxson〔1994〕が詳しい。

 4） 　その他にも，コホートデータを作成し，家計
レベルではなくコホートでの分散拡大の情報を
用い，恒常所得ショックの分散を計測すること
も可能である。詳細は Storesletten, Telmer, and 
Yaron〔2004〕および Abe and Yamada〔2006〕
を参照せよ。

 5） 　大竹〔2003〕は，全国消費実態調査において
若年層の消費格差拡大を恒常ショックの増大と
解釈しており，本考察に近い分析を行っている
が，恒常的所得変動の定量的分析は行っていな
い。

 6） 　大竹〔2003〕等を参照せよ。
 7） 　例えば，50 代家計の所得分散がこの 1994 年
と 2000 年でどう変化したかに興味があって
も，1994 年における 50 代家計サンプルが極め
て少ないため，家計研のパネルデータで分析す
ることは困難な作業となる。

 8） 　詳細に関しては，阿部・稲倉〔2007〕を参照
せよ。
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 9） 　推計には，夫勤労所得過程 770家計，2778観
察値を用いた。なお，後の章で，本データと他
の家計データとの対比を試みる。

10） 　家計パネルデータでは同一家計を追いかける
ため，時系列方向の変化には加齢効果も含まれ
る。そのため，サンプル全体が高齢化している
場合は，分散も加齢のため上昇する可能性があ
る。我々は，サンプルを 30代で限定したた
め，毎年，分散の計算対象に入る家計と出る家
計が存在する。そのため，サンプル全体の年齢
分布は各年で大きく変化していない。よって，
図 1で表される分散の上昇は家計の加齢効果で
はないことになる。

11） 　パネルデータにおける家計支出の変動要因に
ついて，測定誤差や集計期間との関係をより詳
細に分析したものに，阿部・稲倉〔2008〕があ
る。

12） 　ここでは便宜上大卒・高卒と表記している
が，正確には，大卒家計には大学卒業，大学院
卒業が含まれ，高卒家計には中卒・高卒・短
大・専門学校を卒業しているものも含まれてい
る。

13） 　正確には 2002年 1月が景気の谷である。
14） 　Needs-Scan／Panelはパネル調査であるが，所
得はカテゴリー値で回答されるため，1年間の
差分をとる，といった同一世帯での within効果
を分析するのには適していない。

15） 　家計研パネルの詳細については阿部・稲倉
〔2007〕を，Needs-Scan/Panelの詳細について
は，阿部・稲倉〔2008〕を参照のこと。各調査
の概要については，表 2を参照のこと。

16） 　例えば，ある年では世帯年収を税込みで記入
させているが，他の年では税別で記入，といっ
たことがある。郵政研データを用いた結果につ
いて次節で紹介するが，第 1回調査から第 10
回調査のうち，すべての調査結果を報告してい
ないのは，分析対象とする質問項目が利用不可
能であったためである。

17） 　回収率は年によって違うものの，第 1回調査
の 65％から凡そ同じ水準で推移している（第 9
回調査では 62. 6％）。ただし，2006年に行われ
た第 10回調査の回収率は極端に低い 16. 7％で
あった。

18） 　郵政研データと国勢調査の比較については，
ゆうちょ財団ホームページを参照のこと。URL:
http://www.yu-cho-f.jp/research/old/research/
kinyu/finance/2007/tyosa-gaiyou.pdf

19） 　家計研パネルの調査主体は女性であるが，本
研究では有配偶世帯の夫の年齢を「世帯主年
齢」として抽出した。

20） 　家計研データの基本統計量は表 4を，郵政研
データについては表 6を参照のこと。

21） 　すべて，有配偶世帯に限る。
22） 　表 4，5，6に掲載されている変数を所得の回
帰に用いた。また第 III節では，30歳代の世帯
に限った推計結果が報告されているが，ここで
は 25歳から 59歳までの勤労者世帯に対象を広
げている。ちなみに，日経パネル及び郵政研デ
ータでは 25歳から 69歳までの勤労者世帯を対
象としている。

23） 　無論，日経パネルにも新規登録世帯が存在す
るが，1990年代後半以降はそれほど数が多くな
い。

24） 　年齢の上昇とともに所得分散が高くなる点に
ついては，所得再分配調査を用いてジニ係数を
推計した府川〔2006〕などでも報告されてい
る。

25） 　変数の定義変更により，1990年代後半の郵政
研データは残念ながら利用できない。2006年の
結果によれば，高卒と大卒の分散の乖離幅が大
きくなっているが，これについては 2005年以
降の家計研パネルデータが利用可能になった後
確認する必要がある。
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I　はじめに

公的医療保険における「国民皆保険」が，現
在，危機的な状況にある。国民健康保険の保険料
を滞納している世帯は，全国で約 382万世帯，滞
納率は 18. 4％に達する〔厚生労働省 2008〕。つ
まり，約 5世帯に 1世帯の国民健康保険の被保険
世帯（以下，国保世帯）が保険料を払っていな
い。国民健康保険料の滞納が続くと，保険証を返
還させられ，「短期被保険者証」または「被保険
者資格証明書」が交付される。「短期被保険者
証」は，短期間に更新手続き（保険料納付）をし
なければならず，「被保険者資格証明書」は，医
療機関での支払いは全額自己負担となるので，事
実上の「無保険状態」であることを意味する（全
額から自己負担分 3割を除いた額は市区町村に返
還を求めることができるが，実際に，返還を受け
るためには，滞納している保険料を払わなければ
ならない）。滞納世帯の中には，子どもがいる世
帯も含まれ，全国で「無保険」状態である（＝資
格証明書が発行された）世帯は 33万世帯あり，
これらに属する中学生以下の子どもは 3万 2, 776
人（1万 8, 302世帯）に上る〔厚生労働省 2008〕
1）。
無保険となる要因について実証分析を行った先
行文献によると，世帯の所得状況や本人の就業状
態が無保険者となる確率に有意に影響するという
一貫した結果となっており〔鈴木・大日 2000，
湯田 2006〕，低所得層に対する公的医療保険の保

険料の設定のあり方を再考する必要があることは
明らかである。
本稿は，公的医療保険における保険料の設定に

ついて「国民生活基礎調査」（厚生労働省）の個
票レベルのデータを用いて考察するものである。
そもそも，公的医療保険の保険料設計には，いく
つかの不公平が内在する。第一に，世帯が負担す
る保険料は，同じ所得であっても，どの公的医療
保険制度に加入するかによって大きく異なる。こ
れは，国民健康保険と被用者保険の間に最も顕著
であるが，被用者保険の間においても，政府管掌
健康保険（現協会けんぽ），組合健康保険，共済
会など，雇用主の規模やタイプによって保険料率
は異なる2）。そのため，低所得であっても比較的
に高い率の保険料を支払っている世帯もあれば，
逆に，高所得であっても低い率の保険料を支払っ
ている世帯がある。また，同じ国民健康保険で
も，保険料設定は各自治体によって行われている
ので画一的ではない。第二に，公的医療保険の保
険料の設定は，家族構成と密接な関係がある。被
用者保険においては，扶養家族の人数にかかわら
ず保険料の設定がなされているので，同じ所得で
あっても，扶養家族が多い世帯のほうが「得」で
ある。一方，国民健康保険では，被保険者（保険
でカバーされる人，以下同）数に応じて課せられ
る均等割の部分があるので，扶養家族が多いと，
保険料も上昇する。
このような「不公平」は，被用者健康保険と国

民健康保険が異なる概念によって保険料設定を行
っていることから生じている。被用者健康保険
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は，勤労所得に対して定率の保険料を課してお
り，世帯の支払い能力に応じた負担を求める「応
能負担」の考え方に基づいている。つまり，低所
得者は低い保険料，高所得者は高い保険料を支払
う設定となっている。同じ社会保険であっても，
厚生年金においては，負担（支払った保険料）と
便益（給付される年金額）が関連づけられている
ので，「応能負担」の理念がそれほど強いとは言
えないものの，医療保険においては，低所得者と
高所得者の間には，便益（給付される医療費）の
差がないと考えられる3）ので，「応能負担」の考
え方が色濃いと言えよう。しかしながら，被用者
健康保険には，標準報酬月額の下限と上限が定め
られており（平成 20年度は 5万 8, 000円から
121万円），上限以上の高所得者の負担率はほか
の被保険者よりも低くなる。つまり，「応能負
担」といっても，高所得者には「応能」よりも低
い負担しか求めていない4）5）。
一方で，国民健康保険の保険料には，所得割

（収入に応じて徴収）部分，資産割（固定資産税
に応じて徴収）部分，平等割（世帯ごとに徴収）
部分，均等割（世帯内の被保険者数に応じて徴
収）部分があり，「応能」部分と「応益」部分が
混在している。国民健康保険の保険料の滞納問題
から明らかなように，この「応能」と「応益」が
混在した保険料設定は，所得格差が拡大する今日
において機能しなくなってきている。
このような問題意識を背景に，本稿は，新しい
公的医療保険の保険料設計を想定し，それらが導
入された時に，世帯単位の保険料負担がどのよう
に変化するのかをマイクロ・シミュレーション
（micro‒simulation）という手法を用いて推計す
る。想定される保険料設定は，保険料収入中立の
仮定のもとに，①国民健康保険，被用者健康保険
を通じて，被保険者 1人あたり保険料を同額とし
た場合，②国民健康保険，被用者健康保険を通じ
て，世帯あたり保険料率（対世帯可処分所得）を
同率とした場合，③子どもがある世帯について国
民健康保険料を半額免除とした場合，の 3つであ
る。①は，「応益負担」の考え方をすべての公的
医療保険の被保険者に均一に適用した設定，②は

「応能負担」の考え方をすべての被保険者に均一
に適用した設定，③は特に子どもの無保険状態を
解消するために配慮された設定である。シミュレ
ーションの結果を受けて，どのような保険料設計
が望ましいかを保険料の公平性という観点から議
論する。

II　データと手法

1　データ
本稿で用いるデータは，平成 16（2004）年の

「国民生活基礎調査」において，世帯票と所得票
が揃った標本である6）。本調査では，世帯内のす
べての世帯員について，「公的医療保険の加入状
況」（国民健康保険，被用者保険（本人・家族），
その他），社会保険料（医療）（前年に支払った公
的医療保険料），可処分所得（前年，収入源別）
などの情報7）を調べており，公的医療保険の分析
を行うのに適している。2004年は「国民生活基
礎調査」の中でも 3年に 1回行われる大調査年に
あたり，標本数は 25, 091世帯（72, 487人）であ
る。
保険料負担の分析およびシミュレーションに用
いられたデータは，この標本の中から，可処分所
得および公的医療保険納付額がわかっており，か
つ，最多所得者が 65歳以下の世帯（以下，現役
世帯8））13, 113世帯である。分析の対象を現役世
帯に絞ったのは，高齢世帯と現役世帯では所得の
源泉や消費行動（高齢世帯は所得が低くとも貯蓄
を取り崩して生活をしていると考えられる等）が
異なるため，保険料率の解釈などが複雑となるか
らである。

2　手法
本稿の前半においては，1989年，92年，95
年，98年，01年，04年の「国民生活基礎調査」
の大調査年 6回分の公表データと，2004年の個
票を用いて，公的医療保険の加入と負担の状況を
記述する。記述される内容は，1989年から 2004
年の年齢層別，制度別の加入状況の変化および
2004年における所得階級別，制度別の加入状
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況，負担（世帯あたり保険料，対可処分所得保険
料率，被保険者 1人あたり保険料）の状況であ
る。これを行うことにより，どのような世帯とど
のような世帯の間に保険料の負担の格差が生じて
いるのかを検証する。
論文の後半においては，2004年のデータを用
いて，異なる保険料設定のマイクロ・シミュレー
ションを行う。マイクロ・シミュレーションと
は，世帯・個人レベルで集計されたデータをもと
に，ある仮定の制度下において，どのような世帯
が便益を受け，どのような世帯が負担を被るのか
を，模擬的に推計（シミュレート）する方法であ
る。マイクロ・シミュレーションは，税制や社会
保障制度の改革が及ぼす影響を世帯レベルで簡単
に推計することができるため，多くの国で改革の
是非を検討する際に用いられている〔Harding 
and Gupta 2007〕。日本では，本稿でシミュレー
トするような改革の前後比較は，ある仮定をおい
た「モデル世帯」（典型的な例は，4人世帯，
夫，専業主婦，子ども 2人）で論じられることが
多い。しかしながら，日本の社会には，三世代世
帯や延長型世帯9）も多く，世帯の形も多様である
ことから，このような「モデル世帯」の型にあて
はまらない世帯も多く存在する。マイクロ・シミ
ュレーションは，実際に社会に存在する世帯形態

をすべて含めたデータセットを基に，新しい保険
料設計を課すので，改革の影響をより正確に把握
することができる。
なお，本稿で行うシミュレーションでは，改革

前と改革後において，世帯構造や人口構成，人々
の行動（およびそれに伴う所得の変化）が変わら
ないと仮定する。このような方法は，Static 
Micro‒simulationと言われ，最も簡単に，改革前
後の変化を検討する方法である〔Harding ＆ 
Gupta 2007〕。

III 　「国民生活基礎調査」からみた公的医療保険
加入状況と保険料負担

1　年齢別，加入状況
まず，「国民生活基礎調査」からみた公的医療

保険の加入状況を概観する。表 1は，1989年か
ら 2004年の 6回分の大調査年の報告書（厚生労
働省大臣官房統計情報部編　各年）から得たデー
タに基づいて，年齢階層別に公的医療保険の制度
別の加入者割合の推移を示したものである。これ
によると，全個人でみると国民健康保険（以下，
国保）の加入者の割合が約 4割，被用者保険（組
合健康保険，政府管掌健康保険，共済組合，船員
保険，以下，被用者保険または健保）の加入者が

表 1　公的医療保険の加入状況：年齢，性別

出所）　厚生労働省大臣官房統計情報部編「国民生活基礎調査」平成元年，４年，７年，10年，13年，16年。

全個人 子ども（20歳未満）

1989 1992 1995 1998 2001 2004 1989 1992 1995 1998 2001 2004

国民健康保険 36. 6％ 35. 8％ 36. 3％ 39. 0％ 40. 6％ 39. 7％ 28. 8％ 27. 7％ 26. 5％ 27. 6％ 27. 0％ 20. 0％
被用者保険 61. 5％ 63. 1％ 62. 7％ 59. 6％ 58. 6％ 58. 0％ 69. 6％ 71. 4％ 72. 7％ 71. 1％ 72. 5％ 78. 1％
　　本人 27. 9％ 29. 7％ 29. 9％ 28. 6％ 29. 0％ 28. 5％ 3. 0％ 3. 3％ 2. 2％ 1. 8％ 1. 5％ 1. 3％
　　家族 33. 4％ 33. 4％ 32. 9％ 31. 0％ 29. 7％ 29. 5％ 66. 6％ 68. 1％ 70. 5％ 69. 3％ 71. 0％ 76. 8％
その他 1. 9％ 1. 2％ 0. 9％ 1. 4％ 1. 6％ 2. 3％ 1. 6％ 0. 9％ 0. 7％ 1. 3％ 1. 4％ 1. 9％

勤労世代（20‒59歳） 高齢者（60歳以上）

1989 1992 1995 1998 2001 2004 1989 1992 1995 1998 2001 2004

国民健康保険 30. 4％ 28. 2％ 27. 9％ 29. 5％ 30. 1％ 28. 0％ 69. 1％ 69. 0％ 70. 0％ 72. 7％ 75. 0％ 76. 6％
被用者保険 67. 7％ 70. 6％ 71. 2％ 69. 1％ 69. 0％ 69. 5％ 28. 6％ 29. 6％ 28. 8％ 25. 9％ 24. 3％ 21. 3％
　　本人 45. 9％ 48. 5％ 48. 9％ 47. 4％ 47. 8％ 48. 8％ 9. 5％ 9. 6％ 9. 8％ 0. 1 0. 1 9. 4％
　　家族 21. 8％ 22. 1％ 22. 3％ 21. 7％ 21. 2％ 20. 7％ 19. 2％ 20. 0％ 19. 0％ 0. 2 0. 1 11. 9％
その他 1. 9％ 1. 2％ 0. 9％ 1. 4％ 1. 6％ 2. 5％ 2. 3％ 1. 5％ 1. 2％ 1. 4％ 1. 6％ 2. 0％
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約 6割であり，1989年から 2004年にかけて前者
の割合が若干上昇しているものの，大きな変化は
ない。健保加入者の中では，「家族」の割合が若
干減っており扶養家族数の減少を確認することが
できる。
勤労世代（20歳～59歳）に限ってみても，加
入状況の割合の大きな変化はみることができな
い。雇用の非正規化によって，職場から提供され
る社会保険に加入できず，国保に加入する人が増
加していることが推測されたが，1989年から
2004年の 15年間にわたって，国保は 3割弱，被
用者保険（健保）は約 7割で推移している。
子ども（20歳未満，未婚，職業が「主に仕
事」「主に家事」であるものを除く）に着目する
と，国民健康保険への加入割合はむしろ減少傾向
にある。特に，2004年は 2001年に比べて 27. 0％
から 20. 0％と，7ポイントの減少が見られる。
小規模年であるため，サンプル数が少ない 2006
年の「国民生活基礎調査」においても（表外），
この率は 21. 0％なので，この減少が 2004年デー
タの glitchのみによるものであるとは考えにく
い。このことは，国民健康保険の保険料未納世帯
の増加によって，無保険状態の子どもが増加する
ことが懸念されるものの，そもそも国民健康保険
に加入している子どもの割合は減少していること
を示している。
国民健康保険にも被用者保険にも加入しない人
は「その他」に含まれる。本データにおいては，
「公的医療保険の加入状況」に，「無加入」または
国民健康保険において「短期被保険者証」または
「被保険者資格証明書」が発行されているかどう
かの選択肢が含まれていないため，この「その
他」にどのような人が含まれるのかは厳密には定
義できない。しかしながら，どの年齢層，性別に
おいても，「その他」の割合は，小さいものの増
加しており，この数値が「無保険者」の増加を示
唆しているものと考えられる。

2　所得別
次に，各個人の所得階級別（等価世帯所得＝世
帯員全員の所得を合算し世帯人数で調整したも

の）に，公的医療保険の加入状況をみることとす
る。全個人でみると（図 1），低所得層に国民健
康保険加入者が偏っていることがわかる。しか
し，所得の比較的に少ない高齢者が国民健康保険
に加入していると考えられるため，対象を勤労世
代（20歳から 59歳）のみにしたものが図 2であ
る。すると，同様の傾向は，勤労世代のみに対象
を絞った場合にもみることができる（図 2）。第
1・20分位においては，勤労世代でも 72％が国
保の加入者であり，健保に加入しているのは
24％に過ぎない。また，無保険者と考えられる
「その他」のものも約 4％存在する。逆に，第
20・20分位においては，国民健康保険加入者は
22％，被用者保険は 77％，「その他」は 1％とな
る。つまり，国保加入者は健保加入者よりも比較
的に所得が低いことが確認される。しかし，高所
得層においても，2割程度の国保加入者が存在
し，国保加入者のすべてが低所得層であるわけで
はない。
同様に，子どもの所得階級別の加入状況（図

3）においても，低所得層の国民健康保険への偏
りがみることができるが，全体として，子どもは

図 1�　公的医療保険加入状況：等価世帯所得 20分位
別 I（全個人）

出所）　平成 16年「国民生活基礎調査」より筆者計算。
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健保の割合が多く，中所得から高所得層にかけて
国保の割合は 1割前後となっている。

3　所得階級別にみた保険料の負担
次に，公的医療保険制度の保険料の負担の実態
を平成 16（2004）年「国民生活基礎調査」の個
票の再集計から概観していこう。図 4，5は，現
役世帯を対象に，等価世帯所得階級 20分位別の
保険料負担の状況を示したものである。応能負担
という観点から公平性を計る材料として，世帯の
可処分所得に対する保険料の割合（保険料率，図
4），応益負担という観点から公平性を計る材料と
して，被保険者 1人あたり保険料額（図 5）とい
う 2つの指標を用いる。また，国保世帯（世帯員
のすべてが国民健康保険），健保世帯（世帯員の
すべてが被用者保険），混合世帯（世帯員の一部
が国民健康保険，ほかが被用者保険）を分けて表
示することにより，制度間の公平性を検証する。
図 4からは，国保世帯，混合世帯において，所
得階級が低い層において保険料率が高いことがわ
かる。第 1・20分位において顕著に高い率は，国

民健康保険料の算定が前年の所得に基づいてお
り，前年に所得が高くとも当該年で低い場合な
ど，極端に高い保険料率が課せられている場合が
あると考えられるが10），それを勘案したとしても
保険料率は低所得層（第 2・20分位）の 7％から
高所得層（第 20・20分位）の 3％にかけて減少
している。一方，健保世帯においては，保険料率
がほぼ 4％と一定となっている。被用者保険にお
いて，標準報酬月額の上限が設定されていること
によって，高所得層における保険料率が低くなっ
ていることが想像されていたが，第 20・20分位
で若干の減少が見られる以外は観察されない。ま
た，政管健保，組合健保，共済会など制度ごとに
異なる保険料率が所得階層による格差として現れ
ると懸念されたが，それも確認されない。しか
し，制度間の公平という観点から，国保世帯と健
保世帯の保険料率を比べると，同じ所得階級にお
いても，国保世帯の方が健保世帯よりも高い保険
料率を課せられており，「国保―健保」間の格差
は確認することができた。混合世帯は，国保世帯
と被用者世帯の中間的な位置となっている。

図 3�　公的医療保険の加入状況：等価世帯所得 20分
位別（子ども）

注）　等価世帯所得階級は，子ども間の 20分位。
出所）　平成 16年「国民生活基礎調査」より筆者計算。

図 2�　公的医療保険加入状況：等価世帯所得 20分位
別（現役世代）

注）　等価世帯所得階級は，現役世代間の 20分位。
出所）　平成 16年「国民生活基礎調査」より筆者計算。
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図 4　平均保険料率：国保，健保，混合世帯別
出所）　図 1と同様。

図 5　平均 1人あたり保険料額：国保，健保，混合世帯別
出所）　図 1と同様。
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このような，応能負担の観点からみる保険料の
負担の実態は，応益負担という観点からみると異
なった局面をみせる（図 5）。何故なら，1つの世
帯に何人の被保険者（本人＋扶養家族）が存在す
るかは，所得階層によって異なる可能性があるか
らである。図 5は，保険にカバーされる被保険者
1人あたりの保険料を制度，所得階級別にみたも
のである。これによると，1人あたり保険料は，
国保世帯においても，健保世帯においても，所得
とともに増加し，その増加の度合いはほぼ同じで
ある。しかし，国保世帯と健保世帯を比べると，
ほとんどの所得階級において，国保世帯の方が健
保世帯よりも高い保険料となっている。これは，
国民健康保険の保険料には，少なからず，「均等
割」の部分があるためと考えられる。しかし，
「所得割」の部分も大きいため，被用者保険と同
様に，所得が高いほど，保険料が高いという基本
的構造は守られている。

4　特定世帯の保険料負担
それでは，現行の保険料設定は，母子世帯，多
子世帯，多人数世帯，低所得世帯など特定の世帯
においてどのような負担を課しているのであろう
か（表 2）。まず，世帯人数別にみてみると，国
保世帯の世帯人数が多い世帯（3人以上）の保険
料率が高くなっている。この傾向は健保世帯には
みられないため，多人数世帯においては，国保－
健保間の格差が大きくなっている。同様に，子ど
もの数別でみても，国保世帯では子ども数が多い
ほど負担が大きくなっている。母子世帯では，約
半数が健保世帯，残りが国保世帯であり，保険料
率の負担は 4. 6％，4. 2％とほかに比べて特に大
きいことはない。これは，母子世帯の所得が低い
ことが要因と考えられる。最後に，低所得の有子
世帯をみると，保険料率は，やはり国保世帯にお
いて高くなっており，特に所得階級が第 1，第
2・20分位の世帯の負担率が高い。

IV　シミュレーションの設定

前節で行った現行（2003年）の各世帯・個人

の公的医療保険の加入状況および保険料負担の分
析をもとに，以下の 3つのシミュレーションを行
う。どれも，保険料収入（被用者保険の場合は雇
用主負担分も含む）を現行と同じという仮定のも
と，新しい設計を行っている。

シミュレーション 1（Sim�1）：国民健康保険
と被用者保険の全保険者について，被保険者 1人
あたりの保険料を定額とした場合
シミュレーション 1においては，被用者保険，

国民健康保険の両方に通じて，被保険者 1人あた
り保険料を定額とした場合を想定する。この保険
料設定とすると，現行の制度と同額の保険料収入
を得るためには（保険料収入中立），被保険者 1
人あたりの保険料は 13. 193万円と計算される。
被用者保険の場合は，保険料の労使折半を前提と
して，被用者が 65, 950円，雇用者が 65, 950円を
負担する。被保険者 1人あたりなので，世帯内の
被保険者数（配偶者，子どもなどの扶養家族）に
応じて，世帯の合計保険料は上記に被保険者数を
乗じた額となる。言葉を代えると，この制度は，
国保・健保を通じて，保険料設定をすべて「均等
割」とする設計である。全被保険者に同額に負担
が課せられるという意味で，この設定は「応益負
担」の原理に基づく11）。

シミュレーション 2（Sim�2）：国民健康保険
と被用者保険の全加入世帯において，保険料を各
世帯の可処分所得に対して定率とした場合
シミュレーション 2は，被用者保険，国民健康

保険の両方を通じて，各世帯の可処分所得に対す
る保険料率が一律であるとした場合である。
Sim1と同様に現行制度と同じ額の保険料収入を
保つと，各世帯の保険料率（対可処分所得）は
4. 45％（被用者の場合は，これと同率の保険料を
雇用者が拠出するため労使合算で 8. 9％となる）
と計算された12）。保険料率は均一なので，被用者
保険の現行制度にある標準報酬月額の上限や，低
所得世帯のための保険料減免も廃止することとな
る。また，保険料は世帯の可処分所得のみと連動
しているので，国民健康保険であっても，被用者
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表 2　特定世帯の負担（現行制度）

注）　斜線のセルは標本数が 50以下であるため省略。
出所）　「平成 16年国民生活基礎調査」より筆者推計。

全世帯 国保世帯

n 構成比 保険料率
（対 DPI）

被保険者 1
人あたり保
険料額

n 構成比 保険料率
（対 DPI）

被保険者 1
人あたり保
険料額

全　　数 13, 113 100％ 5. 0％ 85. 9 3, 188 100％ 6. 6％ 74. 2 

世帯人数　1人 2, 009 15％ 4. 1％ 113. 1 781 24％ 5. 0％ 79. 0 
　　　　　2人 3, 079 23％ 5. 4％ 105. 6 1, 042 33％ 6. 8％ 84. 7 
　　　　　3人 2, 917 22％ 5. 1％ 85. 4 584 18％ 7. 2％ 71. 6 
　　　　　4人 2, 999 23％ 5. 2％ 68. 9 462 14％ 8. 0％ 62. 3 
　　　　　5以上 2, 109 16％ 5. 2％ 58. 6 319 10％ 6. 9％ 50. 0 

母子世帯 274 2％ 3. 9％ 34. 3 113 4％ 4. 2％ 25. 1 

子どもなし 7, 459 57％ 5. 1％ 105. 5 2, 217 70％ 6. 5％ 84. 6 
　　　子ども 1人 2, 240 17％ 4. 8％ 69. 5 428 13％ 6. 5％ 52. 6 
　　　子ども 2人 2, 507 19％ 5. 0％ 57. 2 385 12％ 7. 3％ 51. 2 
　　　子ども3人＋ 907 7％ 5. 0％ 47. 0 158 5％ 7. 0％ 42. 6 

低所得有子世帯
　所得階級 1×有子 279 2％ 9. 8％ 23. 0 154 5％ 12. 8％ 29. 2 
　所得階級 2×有子 272 2％ 6. 5％ 30. 3 131 4％ 7. 2％ 31. 6 
　所得階級 3×有子 277 2％ 5. 1％ 33. 7 108 3％ 5. 9％ 35. 4 

低所得層
　所得階級 1 654 5％ 10. 1％ 27. 9 419 13％ 12. 7％ 32. 5 
　所得階級 2 655 5％ 6. 0％ 37. 4 375 12％ 6. 8％ 40. 5 
　所得階級 3 655 5％ 5. 2％ 42. 2 304 10％ 5. 9％ 44. 5 

健保世帯 混合世帯

n 構成比 保険料率
（対 DPI）

被保険者 1
人あたり保
険料額

n 構成比 保険料率
（対 DPI）

被保険者 1
人あたり保
険料額

全　　数 6, 923 100％ 4. 4％ 91. 6 2, 606 100％ 5. 4％ 84. 9 

世帯人数　1人 1, 056 15％ 4. 0％ 138. 3 
　　　　　2人 1, 494 22％ 4. 6％ 120. 0 459 18％ 5. 4％ 106. 7 
　　　　　3人 1, 572 23％ 4. 4％ 85. 9 698 27％ 5. 2％ 95. 8 
　　　　　4人 1, 908 28％ 4. 4％ 65. 6 586 22％ 5. 4％ 84. 2 
　　　　　5以上 893 13％ 4. 3％ 54. 6 863 33％ 5. 6％ 65. 2 

母子世帯 123 2％ 4. 6％ 41. 9 

子どもなし 3, 359 49％ 4. 5％ 123. 5 1, 609 62％ 5. 3％ 97. 2 
　　　子ども 1人 1, 346 19％ 4. 2％ 72. 7 400 15％ 5. 5％ 76. 8 
　　　子ども 2人 1, 676 24％ 4. 4％ 57. 8 410 16％ 5. 8％ 60. 1 
　　　子ども3人＋ 542 8％ 4. 3％ 45. 5 187 7％ 5. 4％ 51. 9 

低所得有子世帯
　所得階級 1×有子 84 1％ 3. 5％ 9. 2 
　所得階級 2×有子 89 1％ 5. 5％ 25. 7 
　所得階級 3×有子 110 2％ 4. 6％ 28. 0 

低所得層
　所得階級 1 139 2％ 3. 9％ 13. 3 49 2％ 15. 2％ 31. 5 
　所得階級 2 151 2％ 4. 6％ 25. 3 71 3％ 9. 5％ 45. 6 
　所得階級 3 206 3％ 4. 7％ 35. 8 85 3％ 7. 1％ 44. 0 
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保険であっても，世帯内の被保険者数に関係しな
い。全世帯に同率に負担が課せられるという意味
で，この設定は「応能負担」の原理に基づく。

シミュレーション 3（Sim�3）：子どもがある
世帯の国民健康保険料を半額免除とした場合
公的医療保険の危機の中でも，特に懸念される
のが子どもの無保険者の増加である。健保世帯に
おいては，世帯に対する新たな負担増を伴わずに
子どもがカバーされるので，子どもの医療保険料
のための家計の圧迫や子どもが無保険状態に陥る
などの問題は生じていない。問題は，国保世帯の
子どもである。そのため，国民健康保険の保険料
未納による子どもの無保険者の増加を防ぐため
に，国民健康保険に加入しており，かつ，子ども
がある世帯の保険料に半額免除制度を導入する。
これによる保険料収入の減少は，その他の世帯
（健保世帯，および，子どもがない国保世帯）の
可処分所得に同率に加算される。国保世帯で，か
つ，子どもがある世帯は全世帯の中では少数（全
世帯の 7. 4％）であるため，加算される率は比較
的に小さく，約 0. 086％となる。健保世帯の場合
は，被用者分 0. 086％，雇用者分 0. 086％の計
0. 172％が現行の保険料率に加算される。国保世
帯の場合は，国民健康保険料の所得割部分の保険
料率が 0. 086％増加することとなる。

各シミュレーションでは，全体の保険料収入の
負担の割合が，国保世帯と健保世帯の間で変るた
め，雇用者が負担する総保険料も変化する。Sim 
1では，雇用者負担分が減少，Sim 2と 3では増
加となる。

3つのシミュレーションの評価をするために，
保険料率（対可処分所得），被保険者 1人あたり
保険料額の 2つの指標を用いる。これを，世帯タ
イプ（国保世帯，健保世帯，混合世帯）別，等価
世帯所得 20分位別に平均を計算した結果表を作
成する。また，世帯人数（1人，2人，3人，4
人，5人以上），世帯類型（高齢者世帯，母子世
帯，一般世帯），子ども人数（0人，1人，2人，
3人以上），有子の低所得世帯（等価世帯所得 20

分位の第 1～3分位），低所得世帯（同上）別の平
均を示して，特定世帯への改革の影響を推計す
る13）。

V　結果

1　シミュレーション 1
図 6，図 7は，シミュレーション 1の設定によ

る新しい保険料体系を各世帯に課し，等価世帯所
得階級別に現行制度とシミュレーション下の保険
料率，1人あたり保険料額の平均をみたものであ
る。まず，全体の傾向として，国保・健保両方の
制度において低所得層から中所得層にかけての負
担が多くなっており，保険料の逆進性が強まって
いる。これは，保険料が「均等割」となったこと
により，保険料の負担が高所得者から低所得者
へ，また，健保世帯から国保世帯へ移行したこと
による。もともと存在していた国保世帯―健保世
帯間の保険料率の格差はますます拡大し，特に低
所得層における格差が大きくなっている。図 7を
みると，1人あたり保険料が定額となったもの
の，被用者保険の場合はその半額を雇用者が負担
するという設計は変えていないため，国保世帯－
健保世帯間の保険料の差は固定される。結果とし
て，健保世帯では，所得階級第 9・20分位以下，
国保世帯では第 16・20分位以下の世帯で「1人
あたり保険料」が増加していることがわかる。さ
らに，健保世帯が担う負担分が少なくなったこと
により，保険料収入全体における雇用者負担分が
減少し，その分，被保険者の負担分が増加してい
る。

2　シミュレーション 2
図 8，図 9は，シミュレーション 2による推計

結果である。シミュレーション 2では，すべての
世帯の保険料率を均一に設計しているので，図 8
における，国保，健保，混合世帯の新しい負担率
は均一となり，点線で示す横線となる。このた
め，特に低所得層でみられた高い保険料率が大幅
に減少する。図 9は，現行制度と Sim 2の 1人あ
たり保険料額である。国保世帯においては，所得
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図 6　平均保険料率：国保，健保，混合世帯別
出所）　図 1と同様。

図 7　平均 1人あたり保険料額：国保，健保，混合世帯別
出所）　図 1と同様。
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図 8　平均保険料率：国保，健保，混合世帯別
出所）　図 1と同様。

図 9　平均 1人あたり保険料額：国保，健保，混合世帯別

注）　混合世帯は図が繁雑になるため略。
出所）　図 1と同様。
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階級が第 15・20分位より下の世帯においては，1
人あたり保険料の減少が見られる。健保世帯にお
いては，ほとんどの所得階級で大きな変化は見ら
れない。結果として，国保世帯－健保世帯間の 1
人あたり保険料額の差は縮小し，殆ど同じ負担額
となる。
現行制度と比べ，負担の増加がみられるのは，
所得が極端に高い世帯である。保険料率でみる
と，国保世帯・健保世帯・混合世帯において，最
高 20分位の所得階級において若干の増加が見ら
れる。1人あたり保険料では，国保世帯で所得階
級が第 18・20分位より上の世帯，健保世帯では
第 14・20分位より上の世帯で上昇がみられる。
これは，標準報酬月額の上限を廃止したことによ
る。

3　シミュレーション 3
図 10，図 11は，シミュレーション 3による推
計結果である（混合世帯においては，ほとんど変
化がみられないため，図からは省略）。シミュレ
ーション 3は，1や 2に比べると，小さい改革で
あるため，大きな変化がみられないものの，興味
深い結果となっている。保険料率でみると，子ど
ものある世帯のみに半額免除とした場合において
も，国保世帯のすべての所得階級において保険料
率の減少がみられる。特に減少の幅が大きいのは
所得階級が第 2・20分位から第 7・20分位であ
り，低所得の国保世帯の負担の軽減が認められ
る。国保世帯においては，子どもがない世帯にお
いては負担増となっているが，それを上回る便益
が子どものある世帯に再分配されることとなる。
健保世帯においては，全世帯に新たな負担が課せ
られるが，この上昇は比較的に小さく，また，ど
の所得階層にとっても均等である。1人あたり保
険料でみると，国保世帯のそれは若干減少し，健
保世帯のそれに近づくこととなる。

4　特定世帯への影響
最後に特定の世帯について，Sim 1から 3の影
響をみる。表 3は，現行制度および Sim 1から 3
の特定世帯における平均保険料率である。これを

みると，Sim 1では，全世帯の平均保険料率が
5. 0％から 8. 9％に上昇するのみならず，ここに
挙げられている特定世帯（多人数世帯，母子世
帯，有子世帯，低所得世帯）において特に大きい
上昇がみられる。特に，国保世帯における上昇は
著しい。弱者保護という観点からは，Sim 1は得
策とは言えない。対して，Sim 2においては，全
世帯の平均保険料率が 5. 0％から 4. 5％に減少す
るだけでなく，特定世帯において，減少の幅が大
きい。一番大きい減少が見られるのは現行制度に
おいて高い保険料率が課せられていた低所得層で
あり，国保の第 1・20分位では 12. 7％から
4. 5％へ，混合世帯では 15. 2％から 4. 5％とな
る。国保世帯においては，ほぼすべての世帯で保
険料率の減少が推計される。しかし，健保世帯に
おいては，現行制度に減免制度などがあることも
あり，第 1・20分位の保険料率が 3. 9％と低く抑
えられていたものが，それらが廃止されたことに
よってほかの世帯と同率の 4. 5％まで上昇してい
る。
興味深いのは，Sim 2と Sim 3の比較である。

Sim 3は，国民健康保険の有子世帯の負担軽減を
目的として設計しており，推計によっても，子ど
もがある国保世帯の保険料率が 6. 5％から 3. 2％
（子ども 1人），7. 3％から 3. 6％（子ども 2人），
7. 0％から 3. 5％（子ども 3人以上）と減少して
いる。しかしながら，低所得の有子世帯に限って
みると，第 1・20分位では 12. 8％から 6. 4％に
減少するものの，Sim 2の設計（4. 5％）を超え
る負担となっている。これは，Sim 3は，現行制
度に存在する第 1・20分位の突出して高い保険料
率という状況を基本的に修正していないからであ
る。第 2，第 3・20分位においては，国保の有子
世帯の保険料率が大きく下がり，Sim 2と比べて
も，低い数値となっている。また，母子世帯をみ
ると，Sim 3は，国保世帯に限れば 2. 1％と一番
低い負担となる。しかしながら，低所得の国保世
帯全体では，Sim 3は，Sim 2よりも高い保険料
率となっており，子どものない低所得層はむしろ
負担増となる。
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図 10　平均保険料率：国保，健保，混合世帯別　（Sim3）

注）　混合世帯は図が繁雑になるため略。
出所）　図 1と同様。

図 11　平均 1人あたり保険料額：国保，健保，混合世帯別　（Sim3）

注）　混合世帯は図が繁雑になるため略。
出所）　図 1と同様。
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表 3　特定世帯の負担（平均保険料率）：Sim1，Sim2，Sim3

出所）　「平成 16年国民生活基礎調査」より筆者推計。

全世帯 国保世帯

現　行 Sim1 Sim2 Sim3 現　行 Sim1 Sim2 Sim3

全　　数 5. 0％ 8. 9％ 4. 5％ 4. 9％ 6. 6％ 19. 3％ 4. 5％ 5. 6％

世帯人数　　１ 4. 1％ 8. 3％ 4. 5％ 4. 2％ 5. 0％ 16. 5％ 4. 5％ 5. 1％
　　　　　　2 5. 4％ 9. 0％ 4. 5％ 5. 4％ 6. 8％ 18. 5％ 4. 5％ 6. 6％
　　　　　　3 5. 1％ 7. 9％ 4. 5％ 4. 9％ 7. 2％ 18. 7％ 4. 5％ 5. 8％
　　　　　　4 5. 2％ 8. 8％ 4. 5％ 4. 8％ 8. 0％ 22. 8％ 4. 5％ 5. 2％
　　　　　　5以上 5. 2％ 10. 6％ 4. 5％ 4. 8％ 6. 9％ 25. 1％ 4. 5％ 3. 8％

母子世帯 3. 9％ 18. 3％ 4. 5％ 3. 1％ 4. 2％ 31. 5％ 4. 5％ 2. 1％

子どもなし 5. 1％ 8. 1％ 4. 5％ 5. 2％ 6. 5％ 17. 0％ 4. 5％ 6. 6％
　　　　子ども 1人 4. 8％ 9. 2％ 4. 5％ 4. 2％ 6. 5％ 24. 0％ 4. 5％ 3. 2％
　　　　子ども 2人 5. 0％ 9. 6％ 4. 5％ 4. 5％ 7. 3％ 23. 3％ 4. 5％ 3. 6％
　　　　子ども 3人＋ 5. 0％ 11. 8％ 4. 5％ 4. 4％ 7. 0％ 29. 8％ 4. 5％ 3. 5％

低所得有子世帯
　　所得階級 1×有子 9. 8％ 53. 8％ 4. 5％ 6. 2％ 12. 8％ 68. 7％ 4. 5％ 6. 4％
　　所得階級２×有子 6. 5％ 21. 6％ 4. 5％ 4. 8％ 7. 2％ 28. 7％ 4. 5％ 3. 6％
　　所得階級３×有子 5. 1％ 15. 3％ 4. 5％ 4. 0％ 5. 9％ 21. 9％ 4. 5％ 3. 0％

低所得層
　　所得階級 1 10. 1％ 54. 2％ 4. 5％ 8. 7％ 12. 7％ 67. 5％ 4. 5％ 10. 4％
　　所得階級２ 6. 0％ 17. 9％ 4. 5％ 5. 4％ 6. 8％ 22. 4％ 4. 5％ 5. 6％
　　所得階級３ 5. 2％ 13. 2％ 4. 5％ 4. 8％ 5. 9％ 17. 6％ 4. 5％ 4. 9％

健保世帯 混合世帯

現　行 Sim1 Sim2 Sim3 現行 Sim1 Sim2 Sim3

全　　数 4. 4％ 4. 6％ 4. 5％ 4. 5％ 5. 4％ 8. 3％ 4. 5％ 5. 5％

世帯人数　　１ 4. 0％ 3. 5％ 4. 5％ 4. 1％
　　　　　　2 4. 6％ 3. 5％ 4. 5％ 4. 7％ 5. 4％ 6. 8％ 4. 5％ 5. 4％
　　　　　　3 4. 4％ 4. 5％ 4. 5％ 4. 5％ 5. 2％ 6. 9％ 4. 5％ 5. 3％
　　　　　　4 4. 4％ 5. 4％ 4. 5％ 4. 5％ 5. 4％ 9. 0％ 4. 5％ 5. 5％
　　　　　　5以上 4. 3％ 6. 4％ 4. 5％ 4. 4％ 5. 6％ 9. 9％ 4. 5％ 5. 6％

母子世帯 4. 6％ 10. 2％ 4. 5％ 4. 6％ 3. 3％ 22. 3％ 4. 5％ 3. 4％

子どもなし 4. 5％ 3. 3％ 4. 5％ 4. 6％ 5. 3％ 7. 1％ 4. 5％ 5. 4％
　　　　子ども 1人 4. 2％ 5. 1％ 4. 5％ 4. 3％ 5. 5％ 8. 8％ 4. 5％ 5. 5％
　　　　子ども 2人 4. 4％ 6. 0％ 4. 5％ 4. 4％ 5. 8％ 12. 2％ 4. 5％ 5. 9％
　　　　子ども 3人＋ 4. 3％ 7. 5％ 4. 5％ 4. 4％ 5. 4％ 10. 0％ 4. 5％ 5. 5％

低所得有子世帯
　　所得階級 1×有子 3. 5％ 26. 8％ 4. 5％ 3. 6％ 19. 7％ 90. 7％ 4. 5％ 18. 9％
　　所得階級２×有子 5. 5％ 13. 7％ 4. 5％ 5. 6％ 9. 0％ 24. 1％ 4. 5％ 9. 1％
　　所得階級３×有子 4. 6％ 10. 4％ 4. 5％ 4. 7％ 6. 1％ 17. 8％ 4. 5％ 6. 2％

低所得層
　　所得階級 1 3. 9％ 24. 4％ 4. 5％ 4. 0％ 15. 2％ 72. 7％ 4. 5％ 14. 8％
　　所得階級２ 4. 6％ 11. 7％ 4. 5％ 4. 7％ 9. 5％ 21. 8％ 4. 5％ 9. 6％
　　所得階級３ 4. 7％ 8. 9％ 4. 5％ 4. 8％ 7. 1％ 16. 6％ 4. 5％ 7. 1％



季刊・社会保障研究346 Vol. 44 No. 3

VI　考察

本稿は，マイクロ・シミュレーションという手
法を用いて，公的医療保険制度の保険料の負担の
あり方を考察したものである。本稿によって明ら
かになった知見の多くは，制度設計や基本統計を
熟知しているものにとっては明らかなことであっ
た。しかし，これらを実際の負担のデータをもっ
て確認したことは意義深い。本稿で確認された公
的医療保険制度の保険料負担の実態の主な知見を
まとめると以下となる。
第一に，雇用の非正規化によって被用者保険か
ら国民健康保険へ加入者が移行していることが懸
念されたが，1989年から 2004年にかけて国民健
康保険の加入割合の大きな変化は確認できない。
高齢者においては，国民健康保険の割合が上昇し
ているものの，現役世代ではほぼ横ばい，子ども
においては減少している。第二に，現役世代にお
いては，低所得層に国民健康保険加入者が偏って
いる。第三に，国保世帯と健保世帯の間には，同
じ所得階層であっても保険料負担の格差が生じて
いる。これは世帯の可処分所得に対する保険料率
においても，被保険者 1人あたり保険料額におい
てもみることができる。格差は，特に低所得層に
大きく，国保の低所得層の負担が高いことが改め
て確認される。第四に，国保世帯の多人数世帯，
多子世帯は，特に保険料率が高い。第五に，異な
る被用者保険（政管健保，組合健保，共済会な
ど）間において保険料率が異なることから生じる
所得階層による保険料率の格差はデータからは確
認することができなかった。
本稿が行ったシミュレーションは，3つであ
る。その結果をまとめると，以下となる。「応益
負担」の原理に基づく保険料設計（シミュレーシ
ョン 1）は，社会的弱者といわれる特定世帯の負
担を高めるだけではなく，被保険者間の格差を拡
大し，雇用者負担を減少させるため，被保険者全
体の負担も増加させる。一方で，「応能負担」の
原理に基づいて，どのような制度に加入していて
も可処分所得の一定比率を課せられる制度（シミ

ュレーション 2）であると，特定世帯の負担を軽
減させ，被保険者全体の負担も少なくなる。一方
で，標準報酬月額の上限の撤廃や低所得層の減免
措置の廃止によって，健保世帯高所得層と低所得
層（第 1・20分位）の負担が増えることとなる。
しかし，国保世帯の低所得層の負担が軽減される
ため，全体としては低所得層に優しい制度とな
る。最後に，国民健康保険の有子世帯に限った減
免制度の導入は，国保世帯の有子世帯の負担を軽
減するものの，現行の制度を根本的に改革するも
のではないので，シミュレーション 2に比べ，ど
ちらが有効であるかは不明である。
これらは，あくまでも机上のシミュレーション

であり，実際に想定される改革を導入するために
必要な諸条件や運用上の制約などを考慮していな
い空想の産物である。しかしながら，このような
シミュレーションを行うことによって，実際の改
革の影響を「モデル世帯」による議論よりもより
正確に把握することができるのである。本稿では
考慮しなかったが，後期高齢者医療制度の設計な
どにも，マイクロ・シミュレーションの手法は有
効である。本稿が，公的医療保険の保険料設定の
理想の形に近づくための議論の出発点となること
を願う。

注
 1） 　無保険状態の者の多くは，低所得世帯であ
り，無保険者の受診率は，一般被保険者世帯の
32分の 1から 113分の 1であり〔全国保険医団
体連合会 2007〕，比較的に健康に問題がないか
ら無保険者になる（なれる）というバイアスを
考えたとしても，無保険者が医療受診を抑制し
ている様子がうかがえる。また，鈴木・大日
〔2000〕による Conjoint Analysisを用いた分析
によると，通常の風邪を想定した場合，無保険
者は国民健康保険加入者に比べた受診率が
36. 2％ポイント低いとされている。

 2） 　平成 20年度の，保険料率は政府管掌健康保
険では 4. 1％（雇用者負担 4. 1％）に対し，組
合健康保険の平均は 3. 282％（雇用者負担
4. 060％），共済会は 2. 363％から 4. 638％（雇
用者負担 2. 363％から 4. 638％）であり，制度
によって，世帯が負担する保険料率，雇用者－
被保険者の負担割合も異なる。

 3） 　実際には，低所得層と高所得層の間に健康格
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差が存在することが知られているが〔近藤
2005〕，医療受診行動の違いも考慮すれば，低
所得層と高所得層の公的医療保険の便益の差が
あるかどうかは不明である。

 4） 　例えば，アメリカにおいては 1990年におい
て社会保障税の課税対象所得の上限が引き上げ
られ，1993年には撤廃されている〔阿部 2006〕。

 5） 　逆に，極端に所得が低い世帯に対しては，保
険料の減免制度が設けられている。これは，あ
る一定の所得以下の世帯においては，定率であ
っても保険料の負担が不可能であるという判断
によるものなので，「応能負担」の範囲である
といえよう。

 6） 　本稿で用いられたデータは，平成 16年「国
民生活基礎調査」（世帯票，所得票）の個票
を，厚生労働省より許可を得て使用したもので
ある（平成 19年 12月 11日統発第 1211006号）。

 7） 　「国民生活基礎調査」においては，公的医療
保険の加入状況は調査時点の情報，公的医療保
険料，所得情報は前年のものであるため，前年
から調査時点にかけて医療保険の加入状況が変
化した場合に，若干の齟齬が生じることに留意
しなければならない。

 8） 　現役世帯とその他世帯の区分は，世帯主の年
齢によって行われていることが多いが，「国民
生活基礎調査」においては，世帯主が最多稼得
者とは限らないので，世帯主年齢で現役世代か
否かを判定することはできない（例：三世代世
帯においては，世帯主は高齢者，息子が最多稼
得者である場合が多い）。本稿で用いられた定
義においては，世帯内に世帯主以外の働いてい
る世帯員（世帯主の父母，子，配偶者など），
および，高齢者（息子夫婦と同居している高齢
者など）が含まれることに留意されたい。

 9） 　例えば，三世代世帯（親―子―孫）に未婚の
子が同居したり，成人した兄弟姉妹などが同居
することも一般的に行われている。

10） 　所得階層が第 1・20分位の層において，保険
料率が突出して高いことが，保険料の算定が前
年の所得に基づくものだとすれば，例え一時的
に保険料率が高くとも，それは一過性のもので
あると考えることができる。また，所得が極端
に低い世帯においては，調査時点の所得の申告
漏れなどデータの信頼性についても懸念され
る。

11） 　国民健康保険の被保険者は自営業者を想定し
ているため，労使で保険料を折半する被用者保
険の被保険者に比べ保険料を 2倍にするべきと
の意見もある。しかし，近年では国民健康保険
でも被保険者の多くが被用者であるため，被用
者保険の被用者との公平性を確保するためにも
雇用者負担分を上乗せしないこととする。

12） 　被用者世帯の場合，可処分所得の全額が勤労
所得でない可能性があるものの，ここでは保険
料率が可処分所得全体に課せられると仮定して
いる。

13） 　なお，国民健康保険には支出の段階で国から
5割の補助金が入っているものの，ここでは国
以外のセクター（被保険者および雇用主）の保
険料のやりくりのみを考慮しているので国から
の補助額は変わらないという設定となる。
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I　はじめに

日本では 1970年代半ば以降，合計特殊出生率
が低下し続け，少子化現象が急速に進行してい
る。この主要因の 1つとして，女性の社会進出の
スピードに対して，社会の制度や環境の整備が遅
れていることが指摘されている。そのため，少子
化対策として重点がおかれているのは，女性にと
って仕事と育児の両立が可能となる環境を整える
ことである。しかし，こうした環境整備がなされ
れば，確実に女性の就業率と出生率は同時に上昇
するのだろうか？ 従来の研究では，女性の就業
率と出生率は負の関係にあることが，理論的には
Willis〔1973〕，実証的にはMincer〔1963〕や
Butz and Ward〔1979〕によって，証明されてき
た。ところが，OECDの国別データを用いた分
析では，1980年代半ばから，この 2変数は正の
関係にあることが指摘されている〔Ahn and 
Mira, 2002; Kögel, 2004〕1）。つまり，女性の就業
率と出生率の関係は，負の場合もあれば，正の場
合もあるといえる。本稿の目的は，この女性の就
業率と出生率との関係を決定している条件を理論
的に求めることにある。急速な少子化の進行と，
それに伴う労働力不足が予測される日本におい
て，この 2変数が同時に上昇する条件を求める本
稿の試みは重要である。
女性の就業と子どもの需要との関係についての
先駆的研究には，Mincer〔1963〕やWillis〔1973〕
などがある。これらでは，女性の就業と子ども数

との間に負の関係があることが証明されている。
Mincer〔1963〕 は，育児の機会費用として妻の賃
金に注目し，賃金の上昇により子どものコストが
増加すると考え，妻の賃金は出生率に対して負の
影響があることを実証している。さらに，女性の
就業率と子ども数との間に負の関係があることも
証明している。一方，Willis〔1973〕は，家計内
生産物の消費面と生産面とを統合した家計内にお
ける一般均衡システムを構築し，子どもの需要に
ついて理論的に分析している。この中で，他の家
計内生産物より子どもの生産は時間集約的である
と仮定することによって，妻の就業と子ども数と
の間に負の関係が成り立つことを指摘している。
さらに，女性の賃金率が子ども数に与える影響
は，その代替効果と所得効果の相対的大きさに依
存するため，不確定となるとしている。
さらに，近年の女性の就業と出生の同時決定モ

デルを用いた実証分析においても，女性の賃金率
は就業には正，出生には負の影響があることが示
されている〔Carliner et al., 1980; Ermisch, 1989; 
Di Tommaso, 1999〕。しかしながら，Carliner et 
al.〔1980〕 で は カ ナ ダ の 1971年，Ermisch
〔1989〕ではイギリスの 1980年のデータが使用さ
れており，1985年以前の結果である。一方，Di 
Tommaso〔1999〕では，イタリアの 1985年以降
のデータが使用されているが，イタリアは 1985
年以降も時系列でみて 2変数は明らかに負の相関
を示している国である〔Engelhardt et al.,2004〕。
したがって，以上のクロス・セクション分析にお
いて，賃金が 2変数に正の影響があると示される

女性の労働供給と子ども数が同時に増加する条件
−−　家計内生産モデルによる分析　−−

坂　爪　聡　子
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可能性は低いと考えられる。ただし，Ermisch
〔1989〕では，女性の賃金が上昇するに従って，
出生に与える負の影響は弱まり，賃金がある水準
を超えると，正の影響があることが示されてい
る。さらに，スウェーデンのように保育サービス
の価格水準が低い国では，時系列分析でも，女性
の賃金が就業と出生に正の影響を与えるという結
果が得られる可能性があると指摘されている。そ
のスウェーデンについては，女性の就業と出生の
同時決定の分析はないが，スウェーデンを含めス
カンジナビア諸国では，女性の賃金所得と出産確
率の間に正の相関があることが示されている
〔Andersson, 2000; Hoem, 2000; Vikat, 2004〕。
一方，理論分析においては，女性の賃金率が女
性の就業と出生の両方に正の影響があるケースを
導出する試みが行われている2）。Ermisch〔1989〕
は，外部の育児サービスを取り入れたモデルを用
いて分析し，女性の賃金が労働時間に与える影響
は不確定であるが，子ども数に与える影響につい
ては，女性の賃金が高いケース（あるいは，育児
サービスの価格が低いケース）では，負の影響が
弱まり，正の影響を与える可能性もあることを示
唆している。さらに，育児サービスの価格は子ど
も数に負の影響を与えるが，労働時間に与える影
響は不確定であると分析している3）。一方，坂爪
〔2003〕は，本稿と同様に，Becker〔1965〕の家
計内生産の理論を参考にしたモデルを用いて，女
性賃金の上昇や育児サービス価格の低下により女
性の労働時間と子ども数が同時に増加する条件を
導出している。しかし，モデルでは，育児サービ
スの量は女性の労働時間に依存すると仮定し，2
変数の間に特定の関係を与えている。そのため，
女性の賃金や育児サービスの価格の影響はこの 2
変数の関係に強く依存しており，導出された条件
は限定的である。加えて，条件に内生変数が含ま
れるという決定的な問題を抱えている。
本稿でも，Becker〔1965〕の家計内生産に関
するモデルを参考にして，女性の労働供給と子ど
もの需要に関する意思決定をモデル化し，2変数
の関係について分析する。しかし，本稿の分析
が，先行研究と異なるのは，変数間に特定の関係

を置かないモデルを用い，女性賃金の上昇や育児
サービス価格の低下により女性の労働時間と子ど
も数が同時に増加する条件が，内生変数を含まな
い形で導出されることである4）。この条件とは，
外部の育児サービスと女性の育児時間との代替可
能性が高いことである。ただし，上記の条件が満
たされている場合でも，育児サービスの価格が女
性の賃金と比較して極めて高いケースでは，労働
時間と子ども数が同時に増加しない可能性があ
る。
本稿は以下のように構成されている。まず II
では，女性の労働供給と子どもの需要に関する意
思決定をモデル化する。続いて IIIで，モデルを
用いて比較静学分析を行い，女性の労働時間と子
ども数が同時に増加する条件を導き出す。さらに
IVにおいて，日本でこの条件が満たされている
のか簡単に考察する。以上の分析にもとづき，最
後に，日本において必要と考えられる少子化対策
を述べる。

II　モデル

本節では，子どもを家計内生産物の 1つと考
え，女性の労働供給と子どもの需要に関する意思
決定をモデル化する。
まず，家計内生産物を子どもとそれ以外の家計
内生産物にわけ，家計の効用はこの 2変数に依存
すると仮定する。さらに，簡単化のため，子ども
以外の家計内生産物の生産には市場財のみが投入
されるとし，家計の効用関数は次のように与えら
れるとする。

 （1）　
（1）式について，Cは子ども数，xZは市場財，例
えば食事，住居，娯楽などを表している。ここで
は，簡単化のため，子どもについて，数のみを考
え，質は考えないことにする。なお，質を考慮す
る場合，後述する比較静学分析において，質に対
する所得弾力性が数に対する所得弾力性より大き
く，女性賃金の上昇による所得増加によって，質
は上昇するが数は減少する可能性を考える必要が
ある5）。しかし，日本を含め先進諸国では，夫の
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賃金所得は子ども数にプラスの影響があることが
実証されている〔Heckman and Walker, 1990；滋
野・松浦，1995；八代・小塩・井伊他，1997; 
Merrigan and St.−Pierre, 1998〕。そのため，質を
考慮しても，以下で分析される女性の賃金が子ど
も数に与える影響に関する定性的な結果に影響は
ないと考えられる。
ここでは簡単化のため，効用関数を，

 （2）　

とおく。次に，子どもの生産関数についても同様
に，

 （3）　

とおく6）。ここで，xCは子どもの生産に投入され
る市場財（以下では育児サービスと呼ぶ），tCは
子どもの生産に投入される女性の生活時間（以下
では育児時間と呼ぶ）を表している。なお，
（2）・（3）式の rと gについては，r＜1と g＜1
が成立している。このとき，家計の予算制約は次
のように与えられる。ただし，xZをニューメレ
ールとし，その価格 pZは 1とする。

 （4）　
ここで，pCは育児サービスの価格，lは女性の労
働時間，wfは女性の賃金率を表している7）。女性
の労働時間と育児時間については，

 （5）　
が成立している。Tは総時間を表しており，所与
とする。 このとき，（5）式より（3）式は，

 （6）　
と書き換えられる。
以上の仮定のもとで効用最大化問題を解くと，

lと xCと xZに関して以下の式が導出される（補
論参照）。

 （7）　
 （8）　
 （9）　

さらに，（7）式と（8）式を（6）式に代入する
ことにより，子どもの需要関数が求められる。

 （10）　

III　分析

本節では，女性の賃金率や育児サービスの価格
の変化によって，女性の労働時間と子ども数がど
のように変化するのか分析する。分析にあたり，
特に女性の労働時間と子ども数がともに増加する
ケースに注目する。

1　女性賃金の影響
まず，（7）式と（10）式を女性の賃金 wfにつ

いて微分すると，

 （11）　
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が導出される。
ここでは，上記の 2式（11）と（12）の符号が
プラスになるケース，つまり賃金の上昇によっ
て，女性の労働時間と子ども数がともに増加する
ケースに注目する。∂l/∂wf＞0と ∂C/∂wf＞0の両
方が成立するための条件は，

 （13）　

かつ

 （14）　

となる。
以下では，この条件を詳しく検討し，条件を満
たす gと rの範囲を求める。なお，gの値が大き
くなると，子どもの生産関数の代替の弾力性
(1/(1－g))が大きくなり，女性の育児時間と育児
サービスの代替可能性が高くなる。一方，rの値
が大きくなると，効用関数の代替の弾力性 (1/(1

－r))が大きくなり，子どもと他の家計内生産物
（市場財）の代替可能性が高くなる。
まず，wf＝2. 5，pC＝1. 5として，（13）式と

（14）式の条件を満たす gと rの範囲を求めると
図 1のようになる。図の最も色の薄い部分が
（13）式と（14）式の条件を満たす gと rの範囲
であり，この範囲内では ∂l/∂wf＞0と ∂C/∂wf＞0
が成立している。図について詳しく説明すると，
最も色の濃い部分は（14）式を満たしていない範
囲，次に色の濃い部分は（13）式を満たしていな
い範囲を示している。つまり，最も色の濃い部分
では ∂l/∂wf＞0と ∂C/∂wf＜0，次に色の濃い部分
では ∂l/∂wf＜0と ∂C/∂wf＞0が成立している。g
の値が小さい範囲では ∂l/∂wf＜0が成立し，rの
値が大きい範囲では ∂C/∂wf＜0が成立すること
については次のように考えられる。まず，gの値
が小さい範囲では，育児サービスと育児時間の代
替可能性が低いため，賃金が上昇しても育児時間
から育児サービスへの代替がスムーズに行われな
いことが，労働時間が減少する一因と考えられ
る8）。次に，rの値が大きい範囲では，子どもと
他の家計内生産物の代替可能性が高いため，賃金
の上昇によって育児時間のシャドウ・プライスが
上昇する場合，子どもから他の家計内生産物に代
替が行われることが，労働時間が増加し，子ども
数が減少する一因と考えられる9）。
さて話を戻すと，図 1から明らかなように，g
の値が大きいほど，つまり育児サービスと女性の
育児時間の代替可能性が高いほど，（13）式と
（14）式の条件は満たされ，∂l/∂wf＞0と ∂C/∂wf

＞0が成立する可能性は高くなる。
では，この条件を満たす範囲が，wfや pCの値
によってどのように変化するのかみていく。図に
最も大きな影響を与えるのは wf/pCの値である。
そのため，pCの値を一定として wfの値を上昇
（低下）させても，wfの値を一定として pCの値
を低下（上昇）させても，図の変化に大きな違い
はない。さらに，wfと pCの値にかかわらず wf/
pCの値が同じケースでは，条件を満たす範囲が
多少異なるものの，図に大きな違いはない。
以上より，ここでは図 1と同様に pC＝1. 5と

（12）　
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し，wfの値が変化するケースのみ考える。な
お，wfの値が上昇すると，図の条件を満たす範
囲は少しずつ拡大するが，大きな変化はみられな
いため，ここでは wfの値が低下する場合のみを
示す。

wfの値が大きく低下して wf＝0. 7になると，
図 2のようになる。図 2から明らかなように，条
件を満たす範囲は縮小する。第 1象限（図右上）
の最も色の濃い領域は，wfの値が低下し，wf /pC

の値が小さくなるに従って，拡大する。同様に，
第 4象限（図右下）の 2番目に色の濃い領域は，
wf＝1. 0で右端にも出現し，wfの値が低下し，
wf /pCの値が小さくなるに従って，拡大する。
この第 1象限と第 4象限の変化は次のように考
えられる。たとえ gの値が大きく，育児サービス
と育児時間の代替可能性が高い場合でも，女性の
賃金と比較して育児サービスの価格が非常に高い
ケースでは，賃金が上昇しても育児時間から育児
サービスへの代替がスムーズに行われず，育児サ
ービスはほとんど増加しない10）。そのため，rの
値が小さい範囲では ∂l/∂wf＜0が成立し，rの値
が大きい範囲では ∂C/∂wf＜0が成立する。
以上の分析は次のようにまとめられる。子ども

の生産において女性の育児時間と育児サービスの
代替可能性が高い場合，女性の賃金が上昇する
と，女性の労働時間と子ども数がともに増加する
可能性が高い。ただし，上記の条件が成立する場
合でも，育児サービスの価格が女性の賃金と比較
して極めて高いケースでは，労働時間と子ども数
が同時に増加しない可能性がある。

2　育児サービス価格の影響
次に，（7）式と（10）式を育児サービスの価格

pCについて微分すると，

　

図 1　wf＝2. 5　pC＝1. 5のケース 図 2　wf＝0. 7　pC＝1. 5のケース
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が導出される。（15）式と（16）式より，∂l/∂pC

＜0と ∂C/∂pC＜0の両方が成立する，つまり育児
サービス価格の低下によって，女性の労働時間と
子ども数がともに増加するための条件を求める
と，

 （17）　

が得られる。
以下では，（17）式の条件が満たされる gと r
の範囲を，先と同様に図で示してみる。wf＝
2. 5，pC＝1. 5として，（17）式の条件を満たす g
と rの範囲を求めると図 3のようになる。図の
色の薄い部分が（17）式の条件を満たす gと rの
範囲であり，この範囲内では ∂l/∂pC＜0と ∂C/∂
pC＜0が成立している。一方，色の濃い部分で
は，（17）式は満たされておらず，∂l/∂pC＞0と ∂
C/∂pC＜0が成立している。これは，gの値が小
さい範囲では，育児サービスと育児時間の代替可
能性が低いため，育児サービスの価格が低下して
も育児時間から育児サービスへの代替がスムーズ
に行われないことが，労働時間が減少する一因と
考えられる11）。
さて話を戻すと，図 3から明らかなように，g
の値が大きいほど，つまり育児サービスと女性の
育児時間の代替可能性が高いほど，（17）式の条
件は満たされ，∂l/∂pC＜0と ∂C/∂pC＜0が成立す
る可能性は高くなる。
この（17）式の条件を満たす色の薄い部分は，

pCの値が低下（上昇）するに従って，あるいは
wfの値が低下（上昇）するに従って，徐々に拡

（15）　

（16）　

図 3　wf＝2. 5　pC＝1. 5のケース
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大（縮小）する。しかし，（17）式から明らかな
ように ∂l/∂pCの符号に最も影響を与えているの
は gと rの値である。pCと wfの値にかかわら
ず，g＞ 0かつ g＞rでは，∂l/∂pC＜0が成立し，g
＜0かつ g＜rでは，∂l/∂pC＞0が成立する。
以上の分析は次のようにまとめられる。子ども
の生産において女性の育児時間と育児サービスの
代替可能性が高い場合，育児サービスの価格が低
下すると，女性の労働時間と子ども数がともに増
加する可能性が高い。
最後に，育児サービスに量的制約があるケース
について簡単にふれておく。本稿のモデルでは，
暗黙に育児サービスの量的制約はないと仮定して
いる。しかし，現実的には，政府の規制等によっ
て民間企業の参入が妨げられ，育児サービスに量
的制約が存在するケースは少なくない。そのた
め，以下では，育児サービス xCに制約があり，
その上限を x̄Cとするケースについて，女性の賃
金と育児サービスの価格の影響に関する分析結果
を簡単に示す12）。（8）式で導出された xCが x̄Cを
上回っているとき，つまり xC＝x̄Cのときは，女
性の労働時間と子ども数がともに増加する可能性
はない13）。このとき，女性の賃金が上昇すると，
他の変数の値にかかわらず，rの値が小さく，子
どもと他の家計内生産物の代替可能性が低い場合
は，子ども数は増加するが，労働時間は減少す
る。対して，rの値が大きく，子どもと他の家計

内生産物の代替可能性が高い場合は，逆に労働時
間は増加するが，子ども数は減少する。一方，育
児サービスの価格が低下すると，子ども数は増加
するが，労働時間は減少する。

IV　日本における同時増加の条件に関する考察

本節では，必要な対策を明らかにするため，日
本について前節で導いた条件が成立しているのか
簡単に考察する。ちなみに，日本では，出産の意
思決定は就業選択に影響を与えるという逐次的な
同時決定モデルを用いて，就業し労働所得の高い
女性ほど出産確率が低く，賃金が高い女性ほど就
業確率が高いことが実証されている〔滋野・大
日，2001〕。この分析結果を踏まえると，日本で
は導出された条件が成立していない可能性が高い
といえる。以下では，育児サービスについて保育
サービスに焦点をあてる。なぜなら，育児の必要
性が高く，女性の育児時間と育児サービスとの代
替可能性が特に問題となるのは，子どもが乳幼児
のときと考えられるからである。

1�　女性の育児時間と保育サービスの代替可能
性：保育サービスの供給状況
初めに，保育サービスの供給状況をみる。保育

サービスの種類・内容が多様性に富み，サービス
の質の水準が高い場合，女性の育児時間と保育サ

図 4　3歳未満児の保育サービス利用率
出所）　 OECD 〔2001〕より作成。
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ービスの代替可能性は高いと考えられる。つま
り，保育サービスが充実している場合，女性の賃
金が上昇するか保育サービスの価格が低下する
と，サービス利用は増加し，女性の就業と出生が
促進される可能性が高い。そのため，まず保育サ
ービスの利用率を OECD諸国について比較して
みる14）。図 4から明らかなように，3歳未満児の
保育所利用率は他の OECD諸国と比較して日本
は低くなっている。日本の利用率が低い理由の 1
つに，量の不足が挙げられる。日本では，待機児
童の数は減少傾向にあるが，都市部において依然
多く，2006年時点で 19, 794人となっている。こ
の中で低年齢児の占める割合は 69. 0％となって
おり，0～2歳児の保育サービスが不足している
ことがわかる。さらに，サービスの内容・種類の
多様化は依然充分とはいえず，柔軟性も乏しい。
2004年時点において特別保育を実施している保
育所の割合は，延長保育 56. 8％，休日保育
3. 0％，夜間保育 1. 7％，病後児保育 14. 4％とな
っている〔厚生労働省，2005〕。最も充実してい
る延長保育でも，実施している保育所はほぼ半数
程度であり，他の保育についてはほとんど実施さ
れていないといってよい。預かり時間や場所の問
題で，保育サービスがあっても利用できない女性
も少なくない。現状では，多様化するニーズに対
応しておらず，働いている女性には利用しにくい

サービスであるといえる。加えて，サービスの質
についても，近年，保育所定員の弾力化や非常勤
保育士の導入が進んでおり，向上しているとはい
えない。
以上より，日本は，保育サービスが充実してお
らず，女性の育児時間と保育サービスの代替可能
性は低いと考えられる。その上，保育サービスに
量的制約が存在する可能性も高い。

2�　女性の賃金に対する保育サービス価格の水
準
次に，保育サービスの価格水準を女性の賃金水
準と比較する。まず，日本の保育サービス価格の
水準をみるため，生産労働者の平均総収入
（APW）に対する保育料（2～3歳児）の割合を
OECD諸国について比較してみる。図 5から明
らかなように，他の OECD諸国と比較して日本
は保育費の水準が高くなっている。ただし，保育
料の決定方法など保育サービスのシステムは国に
よって異なっており，保育料の比較はシステムが
似ている国と行う必要がある。そこで，以下で
は，公的保育サービスが充実し，保育料の決定方
法が日本と似ているスウェーデンを取り上げ，女
性の賃金に対する保育料の水準を比較してみる。
ちなみに，スウェーデンは，前出の Andersson
〔2000〕などの実証研究の結果から，導出された

図 5　生産労働者の平均総収入（APW）に対する保育料の割合

注）　認可保育施設の保育料。
出所）　Immervoll and Barber〔2005〕より一部抜粋。
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条件が成立している可能性が高い国の 1つと考え
られる。
ここでは，子育て期の女性（25～34歳）の収
入に対する保育料の割合を，フルタイムとパート
タイムにわけて比較する。なぜなら，日本では，
フルタイムとパートタイムの賃金格差が非常に大
きくなっているからである。2003年の女性の年
収は，フルタイム女性の場合，スウェーデンでは
22万 5千クローネ（中央値），日本では 25～29
歳で 337万 4千円（平均），30～34歳で 371万 7
千円（平均）となっている〔スウェーデン統計局
（SCB），内閣府，2004〕。一方，パートタイム女
性の場合，スウェーデンでは 15万 6千クロー
ネ，日本では 25～29歳で 129万 7千円，30～34
歳で 122万 3千円となっている〔内閣府，2004〕
15）。なお，ここでは，子ども 1人の年間保育料
を，スウェーデンは 2002年のマキシマム料金制
度から 1万 2千クローネ，日本は平均的世帯の保
育料から 36万円とする16）。このとき，女性の収
入に対する保育料の割合は，フルタイム女性の場
合，スウェーデンでは 5. 3％，日本では 25～29
歳で 10. 6％，30～34歳で 9. 7％となる。一方，
パートタイム女性の場合，スウェーデンでは
7. 7％，日本では 25～29歳で 27. 8％，30～34歳
で 29. 4％となる。日本は，スウェーデンと比較
すると，女性の収入に対して保育料が高くなって
いることがわかる。特に，パートタイム女性につ
いては，極めて高いといえる。
以上より，日本は，前節の条件を満たしていな
い可能性がある。つまり，女性の育児時間と育児
サービスの代替可能性は低く，かつ育児サービス
の価格が女性の賃金と比較して高い水準にある可
能性がある。この可能性は，低賃金のパートタイ
ム女性のケースではより高くなる。そのため，前
出の図で考えると，日本は図 1や図 3の第 2象限
（図左上）か第 3象限（図左下），さらにパートタ
イム女性のケースでは図 2の第 2象限か第 3象限
に位置している可能性が高い。加えて，育児サー
ビスに関して量的制約が存在する可能性も高い。
とすると，日本では，女性賃金の上昇や育児サー
ビス価格の低下により，女性の就業と出生が同時

に促進される可能性は極めて低いといえる。
したがって，日本では，前述の条件が成立する

ことが重要であり，そのための対策が必要と考え
られる。つまり，保育サービスについて，量的制
約を解消すると同時に，女性の育児時間との代替
可能性を高めるための対策を講じることが必要不
可欠である。加えて，女性の賃金に対する保育料
の水準についても検討する必要がある。現状のま
ま，たとえ保育サービスを充実させても，図 2の
第 1象限か第 4象限に位置することになり，女性
の労働時間と子ども数が同時に増加しない可能性
もある。最終節では，以上の考察を踏まえて，日
本において必要な少子化対策を述べる。

V　おわりに

本稿では，家計内生産に関するモデルを用い
て，女性の労働時間と子ども数との関係について
分析した。本稿のモデル分析からは以下のことが
明らかになった。女性賃金の上昇や育児サービス
価格の低下により，女性の労働時間と子ども数が
ともに増加する可能性が高いのは，育児サービス
に量的制約がなく，かつ女性の育児時間と育児サ
ービスの代替可能性が高いときである。ただし，
育児サービスの価格が女性の賃金と比較して非常
に高い水準にあるときは，女性の労働時間と子ど
も数が同時に増加しない可能性がある。以上の結
果と日本の現状を踏まえて，以下では日本におい
て必要と考えられる少子化対策を挙げる。
まず，保育サービスの充実が必要不可欠であ

る。日本では依然，保育サービスの供給が不充分
である。保育サービスの量的拡充のみならず，種
類や内容の多様化が必要となる。女性の働き方の
多様化に対応するため，特別保育などを充実させ
保育サービスの多様化を進めると同時に，預かり
時間や日数を利用者のニーズに応じて柔軟にして
いくことが重要である。それには，自治体の役割
が重要となるであろう。なぜなら，保育需要や保
育サービスの供給状況は，地域により大きく異な
っているからである。各自治体が保育所と連携
し，地域のニーズに応じた保育サービスが提供で
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きるような体制を整えることが急務である。
同時に，継続的な保育者の確保や保育者対子ど
もの割合の改善など，保育サービスの質を向上さ
せる対策を講じる必要がある。就業している母親
の子どもが，発達において専業の母親の子どもと
差がでないための条件は，保育の質と安定性の確
保，つまり信頼できる保育者と場が安定的に確保
されていることであるとする研究結果がある〔柏
木，2003〕。とすると，母親の育児時間と代替可
能性の高い保育サービスを提供するためには，継
続的な信頼できる保育者の確保が不可欠となる。
そのためには，質の高い常勤の保育士の配置を促
進させることが必要である。
加えて，保育サービスの価格を低下させるか，
あるいは女性の賃金を上昇させる対策が必要とな
る。日本では，保育サービスの価格が，女性の賃
金と比較して高い水準にある可能性が高い。特
に，パートタイムの女性の場合，極めて高くなっ
ている可能性がある。この一因として，保育料の
決定方法が考えられる。男女賃金格差が大きい日
本では，世帯所得に応じて保育料が決定される場
合，女性の賃金と比較して保育サービスの価格が
非常に高くなる可能性がある。そのため，保育料
の決定方法を変更することも考える必要がある。
保育料の負担方式については，現在の応能負担か
ら応益負担，さらには一律負担にすることが議論
されているが，保育料は女性の賃金や労働時間
（保育時間）に応じた水準に設定されるべきでは
ないか。
しかし，長期的な観点から考えると，重要なこ
とは女性の，特にパートタイム女性の賃金を引き
上げる対策ではないか。現在のパート女性の収入
を考えると，それに応じて保育料を設定する場
合，極めて低い水準となることも考えられる。こ
のような保育料の引き下げは，運営費（保育コス
ト）の財源確保の問題をより深刻化させる。さら
に，前述した保育サービスの充実には保育コスト
の上昇が伴い，その財源確保も必要となる状況で
は，保育料を引き下げることは極めて困難であろ
う。とすると，女性の賃金，特にパートタイム女
性の賃金を上昇させるための対策をとることが不

可欠となる。
最後に，本稿の残された課題を述べる。今後
は，本稿のモデルが適切かどうかを実際のデータ
を用いて確認する必要がある。前述したように，
女性の就業と出生の同時決定モデルを用いて，女
性の賃金が就業と出生に与える影響を実証した分
析はある。しかし，その影響と保育サービスとの
関係について分析したものはない。さらに，保育
サービスの価格の影響に関して，女性の就業と出
生の同時決定モデルを用いて分析した研究はな
い。そのため，本稿のモデルの妥当性を実証分析
によって検証していくことが必要であろう。

補論
（7）・（8）・（9）式は，ラグランジュ関数

を，l，xC，xZ，lについて偏微分してゼロとおく
ことによって得られる 1階の条件から以下のよう
に導出される。なお，2階の条件は成立してい
る。
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上記の変数について，0＜l＜ T，0＜xC，0＜xZ

が満たされている。
（平成 19年 10月投稿受理）
（平成 20年 7月採用決定）
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注
 1） 　加えて，Kögel〔2004〕では，時系列でみて
も，地中海諸国以外の国（例えば，スカンジナ
ビア諸国）において，負の有意性が失われてい
ることが示されている。さらに，Martinez and 
Iza〔2004〕では，アメリカにおいて，1980年
以降，2変数の相関は正に転じたことが示され
ている。

 2） 　動学的に，女性の就業と出生の同時決定モデ
ルを用いて分析した研究はほとんどない。その
中で，Martinez and Iza〔2004〕では，2変数が
ともに増加するケースが示されている。ただ
し，彼らのモデルでは，就業と出生の決定が行
われるのは初期のみとされ，外部の育児サービ
ス（育児時間）と女性の育児時間は完全代替的
であると仮定されている。分析の結果，スキル
プレミアの上昇により，女性の賃金に対して育
児サービスの価格が低下するため，育児サービ
スの利用が増え，女性の労働供給と子ども数が

増加するケースがあることが示されている。
 3） 　女性の就業と出生の同時決定モデルを用い
て，育児サービスの価格が女性の就業と子ども
数に与える影響について分析した実証研究はな
い。ただし，女性の就業に与える影響について
のみ分析した研究は多い。しかし，保育サービ
スのシステムの違いにより，分析結果は国によ
って異なっており，そのサーベイは Del Boca 
and Vuri〔2007〕を参照。

 4） 　本稿と同様に，家計内生産モデルを用いる坂
爪〔2008〕では，労働時間短縮（時短制度導
入）の効果を分析するため，本稿と異なり，女
性の就業状態を時短制度を利用して就業する，
利用せずに就業する，就業しないの 3ケースに
わけ設定している。さらに，家計の効用は対数
関数の形で与えられている。以上のモデルを用
いて，労働時間の短縮と保育サービス価格の低
下が女性の就業選択と子ども数に与える影響を
分析し，2対策の効果をその関係性を踏まえ明
らかにしている。その結果，保育サービス価格
の低下によって，女性の就業と出生がともに促
進される可能性があることがいえた。本稿で
は，労働時間を内生変数とすることにより，就
業選択でなく労働時間への影響が分析される。
さらに，効用を CES関数の形で与えることによ
って，対数関数より同時増加の条件に関して一
般的な含意が導出される。

 5） 　所得が子どもの数と質に与える影響に関する
理論的分析は Becker and Lewis〔1974〕を参照。

 6） 　なお，子どもの生産関数が規模に関して収穫
逓増の場合では，本稿の規模に関して収穫一定
の場合と比較すると，xCと tCを増やす（減ら
す）と，それ以上に Cが増える（減る）ため，
効用関数が CES関数の場合，xCや tCの増加分
（減少分）を減らし，xZや lに配分する分を増や
す（減らす）可能性がある。しかし，収穫逓増
の程度がさほど大きくない限り，以下で分析さ
れる女性賃金と育児サービス価格が女性の労働
時間と子ども数に与える影響に関する定性的な
結果に影響はないと考えられる。

 7） 　簡単化のため，男性の労働所得と生活時間を
表す変数は省略している。

 8） 　この範囲では，rの値が小さく，子どもと他
の家計内生産物の代替可能性が低いため，育児
時間は増え，子ども数は増加する。

 9） 　この範囲では，gの値が小さく，育児サービ
スと育児時間の代替可能性が低いため，子ども
のコストの上昇が大きく，その結果，子ども数
は減少する。

10） 　このケースでは，gの値が大きいほど，つま
り育児サービスと育児時間の代替可能性が高い
ほど，子どもの生産に投入される育児サービス
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の量は減少する。
11） 　第 1象限の ∂l/∂pC＞0が成立する範囲につい
ては，次のように考えられる。（17）式より明
らかなように，この範囲では，r＞gが成立して
いる。そのため，育児サービス価格の低下は，
育児時間から育児サービスへの代替より，他の
家計内生産物から子どもへの代替のほうにより
大きな影響を与える。従って，この範囲では，
育児サービスの価格が低下すると，育児時間が
増加し，労働時間は減少すると考えられる。

12） xC＝x̄Cのケースについて，効用最大化問題を
解くと，xZについては，

lについては，

が導出される。
　さらに，1階の条件を wfと pCについて偏微
分し，クラメルの公式を用いることによって，
それぞれ以下の式が導出される。

∂l/∂wfの符号は (rwf l－pC x̄C)の符号に依存す
る。(rwf l－pC x̄C)は，r≤0では，他の変数の値
にかかわらず，必ずマイナスになり，rの値が
大きいときはプラス，小さいときはマイナスに
なる。
　また，Cを wfと pCについて微分すると，

が得られる。∂C/∂wf の符号は ∂l/∂wf の符号に
依存し，∂l/∂wf＞0ではマイナス，∂l/∂wf＜0で
はプラスになる。

13） 　ただし，図 2のように育児サービスの価格が
女性の賃金と比較して極めて高いケースでは，
（8）式の xCの値は非常に小さく，xC＜x̄Cが成
立する可能性が高い。

14） 　もちろん利用率の水準は保育サービスの充実

度だけでなく他の要因にも依存している。図 4
を例にとると，スウェーデンやフィンランドの
ように，育児休業や養育手当の制度が充実して
いるため，子どもが 1～2歳に達するまで育児
に専念する親が多く，それを含む 3歳未満児で
みると利用率が低くなっているケースがある。

15） 　スウェーデンのパートタイム女性の年収は，
パートタイム女性の賃金がフルタイム女性の賃
金を 100とするとき 92. 3となり〔OECD，
1999〕，かつ復職後にパートタイムで働く女性
のうち，フルタイムの 75％以上働く女性が
60％以上を占めることから〔内閣府他，
2005〕，15万 6千クローネとする。なお，この
場合，年間保育料を 9千クローネ（保育時間を
3/4）とすると，収入に対する保育料の割合は
5. 8％となる。

16） 　公立（認可）保育所の保育料は，スウェーデ
ンでは家計の所得や保育時間に，日本では世帯
の所得や子どもの年齢に応じて設定されている
が，2か国とも，その水準は地域によって異な
り，地域間や所得間の格差は大きくなってい
る。そのため，本稿では，保育料を，スウェー
デンについては，2002年のマキシマム料金制度
（1ヶ月の保育料の上限額を，第 1子は 1, 260ク
ローネ，第 2子は 840クローネ，第 3子は 420
クローネとする）より，1ヶ月 1千クローネと
設定する。一方，日本については，約 60％の
世帯が属している第 4・5・6階層のうち，第 5
階層の 1ヶ月の保育料（3歳児未満では 2万円
から 4万 5千円，3歳児以上では 2万円から 3
万円の範囲でおおよそ設定）より，1ヶ月 3万
円と設定する。なお，図 5では，保育料を基準
の最高額（日本：8万円，スウェーデン：1, 140
クローネ）に設定している。
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第 1部　解　説　編

I　平成 18年度社会保障給付費の概要

1�　平成 18年度の社会保障給付費は 89兆
1, 098億円であり，対前年度増加額は 1兆
3, 270億円，伸び率は 1. 5％で，調査開始以
来最も低かった平成 15年度（0. 8％），2番目
に低かった昭和 30年度（1. 4％）に次ぐ低さ
であった。
2 　社会保障給付費の対国民所得比は，平成 17
年度を 0. 07％下回る，23. 87％となった。
3�　国民 1人当たりの社会保障給付費は 69万

7, 400円で，対前年度伸び率は 1. 5％であっ
た。
4 　社会保障給付費を「医療」，「年金」，「福祉
その他」の部門別にみると，「医療」が 28兆
1, 027億円で総額に占める割合は 31. 5％，
「年金」が 47兆 3, 253億円で同 53. 1％，「福
祉その他」が 13兆 6, 818億円で同 15. 4％で
あった。
5 　「医療」の対前年度伸び率は△ 0. 0％であ
った。前年度と比べてほぼ横ばいとなった要

因としては，平成 18年度の診療報酬が△
3. 16％とマイナス改定であったことが考えら
れる。制度別にみると，老人保健，公衆衛生
を中心に減少している一方，国民健康保険等
の増加があり，それらが相殺して，全体では
66億円の減少となった。老人保健は，平成
14年の医療保険改革によって対象年齢の段階
的引き上げが行われ，平成 18年 10月からは
75歳以上になった。その結果，受給者数の減
少等により，総額で 3. 6％の減少となった。
公衆衛生の減少は，障害者自立支援法の施行
により，公衆衛生に含まれていた精神障害者
に係る費用の一部が社会福祉へ移行したこと
が減少の要因と考えられる（障害者自立支援
法の施行に伴う社会保障給付費の集計方法の
変更については，後述参照）。
6 　「年金」の対前年度伸び率は 2. 2％であっ
た。増加に最も影響を与えたのは，国民年金
（寄与率 68. 88％），次いで厚生年金保険（寄
与率 25. 95％）である。また，厚生年金基金
等（寄与率 7. 74％）は，それ以前の年に比べ
て厚生年金基金数の減少の程度が緩やかであ
ったため，給付が増加している。なお，公的
年金給付全般については，平成 18年度は平
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――　解説と分析　――

国立社会保障・人口問題研究所　企画部
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ジで，配布資料全ページを公開している。公開形式は HTML形式とエクセ
ルファイルのダウンロード形式で，配布資料同様の内容も PDFファイルの
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成 17年の消費者物価指数が 0. 3％の下落を
示したことにより，スライド率 0. 997の物価
スライドが実施された。それにもかかわら
ず，「年金」の対前年度伸び率が平成 17年度
における伸び率（1. 7％）を上回ったのは，
人口の高齢化による受給者の増加等が背景に
あったものと考えられる。
7 　介護保険，児童手当，生活保護，雇用保
険，社会福祉などからなる「福祉その他」の
対前年度伸び率は 2. 3％であった。増加に最
も影響を与えたのは，児童手当（寄与率
60. 70％）， 次 い で 介 護 保 険（ 寄 与 率
58. 59％）である。児童手当は，26. 4％の伸
び率であり，その背景には次のような制度改
正があった。①支給対象年齢の引き上げ（小
学校第 3学年修了前から小学校修了前まで
に），②受給世帯の所得制限の緩和（支給率
を概ね 85％から概ね 90％に引き上げ）。一
方，介護保険は，伸び率は 3.0％と前年度の
伸び率（4. 4％）より低い水準にとどまった
が，「福祉その他」の全体の規模からすると
介護給付の規模は大きく影響力はあった。介
護保険の伸び率の縮小は，平成 17年 10月に
実施された施設給付の減少などの影響が平成
18年度において満年度ベース化したことなど
が考えられる。
機能別（表 2）で最も大きいのは老齢年金や老

人福祉サービス給付費などからなる「高齢」であ
り，44兆 6, 618億円，総額に占める割合は
50. 1％であった。2番目に大きいのは医療保険や
老人保健などの医療給付などからなる「保健医
療」であり，27兆 4, 696億円，総額に占める割
合は 30. 8％であった。これら上位 2つの機能分
類の合計が，総額の 80. 9％を占めている。
対前年度伸び率では「障害」が 15. 3％と最も

高いが，これは平成 18年度における障害者自立
支援法の施行に伴い，児童福祉サービス給付費の
一部が「障害」に移行していることが要因の 1つ
であると考えられる。一方，給付費全体の伸びに
最も影響を与える「高齢」は 2. 4％の増加，「保
健医療」は 0. 1％の減少を示した。また，「失

表 1　部門別社会保障給付費

注）　（　）内は構成割合である。

社会保障給付費 平成 17年度 平成 18年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

計 877, 827 891, 098 13, 270 1. 5
（100. 0） （100. 0）

医　　　療 281, 094 281, 027 △ 66 △ 0. 0
（32. 0） （31. 5）

年　　　金 462, 930 473, 253 10, 322 2. 2
（52. 7） （53. 1）

福祉その他 133, 803 136, 818 3, 015 2. 3
（15. 2） （15. 4）

介護対策（再掲） 58, 795 60, 601 1, 806 3. 1
（6. 7） （6. 8）

表 2　機能別社会保障給付費

注）1）　（　）内は構成割合である。
　　2） 　平成 18年度については，障害者自立支援法の施行

に伴い，「家族」や「保健医療」から「障害」に移行
した費用があることや，障害者自立支援対策臨時特
例交付金の支出があること等に留意する必要があ
り，平成 17年度以前と単純に比較することができな
い。

社会保障給付費 平成 17年度 平成 18年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

計 877, 827 891, 098 13, 270 1. 5
（100. 0） （100. 0）

高　　齢 436, 042 446, 618 10, 576 2. 4
（49. 7） （50. 1）

遺　　族 63, 684 64, 479 795 1. 2
（7. 3） （7. 2）

障　　害 22, 227 25, 618 3, 392 15. 3
（2. 5） （2. 9）

労働災害 9, 704 9, 829 124 1. 3
（1. 1） （1. 1）

保健医療 275, 067 274, 696 △ 371 △ 0. 1
（31. 3） （30. 8）

家　　族 31, 306 30, 705 △ 601 △ 1. 9
（3. 6） （3. 4）

失　　業 13, 444 12, 396 △ 1, 048 △ 7. 8
（1. 5） （1. 4）

住　　宅 3, 305 3, 416 112 3. 4
（0. 4） （0. 4）

生活保護その他 23, 048 23, 341 293 1. 3
（2. 6） （2. 6）
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業」が対前年度比で△ 7. 8％と大きく減少してい
る。この要因は，景気の回復による雇用環境の改
善などを背景として，平成 17年度から平成 18年
度にかけて雇用保険の一般求職者給付の受給者実
員数が減少したことである。

II　平成 18年度社会保障財源の概要

1 　平成 18年度の社会保障収入総額は 104兆
3, 713億円で，対前年度伸び率は 11. 1％の減
少であった。なお，収入総額には，社会保障
給付費の財源に加えて，管理費および給付以
外の支出の財源も含まれる。
2�　大項目では「社会保険料」が 56兆 2, 016
億円で，収入総額の 53. 8％を占めている。

次に「公費負担」が 31兆 750億円で，収入
総額の 29. 8％を占めている。
3�　収入額の伸びを見ると，「資産収入」の減
少が大きく対前年度伸び率では△ 53. 7％と
なっている。社会保障給付費において「資産
収入」を計上している制度は，年金制度を中
心とした積立金を保有する制度である。公的
年金（厚生年金および国民年金）の年金積立
金管理運用独立行政法人による運用状況は，
平成 17年度は活況を呈していた国内株式市
場が平成 18年度には低迷し，厚生年金の収
益率が平成 17年度の 6. 82％から平成 18年
度の 3. 10％と大きく低下した1）。厚生年金基
金については，国内株式市場の低迷による運
用利回り（修正総合利回り）の低下（平成 17

表 3　項目別社会保障財源

注）1）　（　）内は構成割合である。
　　2） 　「他の収入」については，厚生年金等における積立金の運用収入は時価

ベースで評価していること等に留意する必要がある。また，「その他」は
「積立金からの受入」を含む。

平成17年度 平成 18年度
対前年度比

増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％

計  1, 173, 897  1, 043, 713 △ 130, 184 △ 11. 1
 （100. 0）  （100. 0）

I 社会保険料  547, 072  562, 016 14, 944 2. 7
 （46. 6）  （53. 8）

　事業主拠出  263, 603  269, 847 6, 245 2. 4
 （22. 5）  （25. 9）

　被保険者拠出  283, 469  292, 169 8, 699 3. 1
 （24. 1）  （28. 0）

II 公費負担  299, 525  310, 750 11, 225 3. 7
 （25. 5）  （29. 8）

　国  219, 857  218, 703 △ 1, 155 △ 0. 5
 （18. 7）  （21. 0）

　地　　方  79, 668  92, 048 12, 380 15. 5
 （6. 8）  （8. 8）

III 他の収入  327, 300  170, 947 △ 156, 353 △ 47. 8
 （27. 9）  （16. 4）

　資産収入  188, 465  87, 222 △ 101, 243 △ 53. 7
 （16. 1）  （8. 4）

　その他  138, 835  83, 725 △ 55, 110 △ 39. 7
 （11. 8）  （8. 0）
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年度 22. 70％→平成 18年度 5. 59％）2）により
資産収入が大きく減少した。これらの結果，
平成 18年度の「資産収入」が大きく減少し
たものである。年金制度においては積立金の
運用収入は時価ベースで評価していることに
より，当該年度の市場環境の変化に影響を受
ける。なお，収入額の減少に最も影響を与え
たのは，資産収入（寄与率 77. 77％）である
が，次に大きいのは「その他」（寄与率
42. 33％）である。「その他」が減少したの
は，厚生年金および国民年金における「積立
金からの受入」が減少したためである。

「社会保険料」については，事業主拠出が
6, 245億円（2. 4％増），被保険者拠出は 8, 699億
円（3. 1％増）増加した。事業主拠出の増加に最
も影響を与えたのは，厚生年金（寄与率
74. 06％），次いで存続組合（寄与率 18. 68％）で
ある。厚生年金は，被保険者数の増加と保険料率
の引き上げ（平成 18年 10月 1日より 14. 288％
から 14. 642％へ）による。存続組合は，それに
含まれる日本鉄道共済組合の事業主拠出が移管金
業務の終了により平成 18年度に増加したことに
よる3）。一方，被保険者拠出の増加に最も影響を
与えた制度は，厚生年金（寄与率 53. 17％），次
いで介護保険（寄与率 32. 02％）である。厚生年
金は，事業主拠出の増加と同様の要因による。介
護保険は，第 1号被保険者保険料の引き上げや，
高齢化による第 1号被保険者数の増加などの影響
と考えられる。
「公費負担」については，対前年度比で国は

0. 5％の減少，地方は 15. 5％の増加を示した。
国の減少に最も影響を与えた制度は，国民健康保
険（寄与率 172. 46％），次いで社会福祉（寄与率
92. 45％），雇用保険（寄与率 86. 29％），児童手
当（寄与率 78. 28％）である。国民健康保険は，
平成 17年度の制度改正で導入された都道府県財
政調整交付金による都道府県の負担割合が引き上
げられたことに伴い，国の負担割合が引き下げら
れたことによる。社会福祉における減少は，三位
一体改革により児童扶養手当の国庫負担割合が低
下したこと，児童手当も同様の要因である。雇用

保険は，雇用環境の改善により給付が減少したこ
とによる。
地方の増加に最も影響を与えたのは，国民健康

保険（寄与率 51. 11％），次いで児童手当（寄与
率 21. 78％），社会福祉（寄与率 16. 39％），介護
保険（寄与率 11. 55％）である。国民健康保険
は，平成 18年度に新たに導入された「保険財政
共同安定化・高額医療費共同事業」による拠出金
が生じたこと4）などによる。児童手当は，三位一
体改革により地方の負担割合が上昇したことによ
る。社会福祉は，同じく三位一体改革により児童
扶養手当の地方の負担割合が上昇したことが主な
要因である。介護保険は，給付の増加に伴う「一
般会計繰入金」における「都道府県負担金」の増
加と，三位一体改革による施設介護給付費に対す
る都道府県の負担割合の引き上げがあった。

III 　障害者自立支援法の施行に伴う社会保障給
付費の集計方法の変更について

障害者自立支援法は平成 17年 11月に公布さ
れ，原則として平成 18年 4月および 10月に施行
されている。この法律による改革のねらいは，①
障害者の福祉サービスを一元化する②障害者がも
っと働ける社会にする③地域の限られた社会資源
を活用できるよう規制緩和を行う④公平なサービ
ス利用のための手続や基準の透明化・明確化を図
る⑤増大する福祉サービス等の費用を皆で負担
し，支え合う仕組みの強化を行うことであるとさ
れている5）。
この法律の施行に伴い，平成 18年度の機能別

社会保障給付費の集計においては，　障害者自立
支援法に基づく介護給付のうち医療以外のサービ
ス，訓練等給付および地域生活支援事業等は，
「障害」の区分に，また介護給付のうち療養介護
等の医療サービスと自立支援医療については「保
健医療」の区分に分類して集計している。平成
18年度においてこれらの集計を行った結果，例
えば，従来の「児童福祉サービス給付費」の一部
が機能別で「家族」から，「精神保健対策費」の
一部が「保健医療」から，それぞれ「障害」の区
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分に移行するなどの変化が生じている。制度別分
類6）においては「公衆衛生」の給付の一部が「社
会福祉」に移行した。また，児童・家族関係給付
の集計7）においては，児童福祉サービス給付費だ
った，知的障害者施設訓練費等支援費負担金など
が障害者自立支援給付に統合されたことで対象か
ら除かれることになり，減少した。
最後に，平成 18年度における障害者自立支援
法の施行を契機に，障害者自立支援給付に移行し
た費用の内容を精査したところ，機能別分類の
「高齢」に含まれていた費用の一部についてその
金額を見直すとともに，過去に遡って「障害」の
分類に含めるよう再整理している。これを受けて
全体を整理した結果，社会保障給付費総額につい
ても，前年度公表値から平成 16年度については
1, 049億円，平成 17年度については 1, 323億円
減少している。

第 2部　分析編

社会保障財源における「資産収入」の動向

今回，社会保障給付費の公表を行った平成 18
年度は，年金積立金管理運用独立行政法人が発足
した年であることから，本稿第 2部では，公的年
金積立金の運用と深く関わる社会保障給付費財源
の「資産収入」に着目した議論を行う。

1�　社会保障財源項目で「資産収入」に着目す
る意味
社会保障給付費の財源の項目において，「資産
収入」は，前述（第 I部 II 3）のように，厚生年
金等の公的年金における積立金の資産運用収入を
その内容としており，他の項目と比べ，年度によ
る変動が大きい。経済・金融情勢が好転すると，
「資産収入」は大幅に増加するが，逆に経済情勢
等が悪化すれば，大きく減少する。表 4は，社会
保障財源における「資産収入」の推移を最近 10
年間について示したものである。一見して分かる

表 4　社会保障財源における「資産収入」の推移

出所）　平成 18年度社会保障給付費，社会保障費統計資料集（平成 19年度遡及版）。

平成 9年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18

社会保障財源の対前年
度比（％）

3. 46 △ 0. 97 8. 78 △ 7. 15 0. 26 △ 2. 40 18. 73 △ 5. 84 19. 02 △ 11. 09

資産収入の対前年度比
（％）

8. 11 △ 13. 82 60. 44 △ 55. 00 △ 33. 11 △ 62. 90 844. 14 △ 54. 01 169. 22 △ 53. 72

資産収入が社会保障財
源に占める割合（％）

11. 6 10. 1 14. 9 7. 2 4. 8 1. 8 14. 5 7. 1 16. 1 8. 4

表 5　社会保障財源における「資産収入」・「社会保険料」・「公費負担」の推移

出所）　平成 18年度社会保障給付費，社会保障費統計資料集（平成 19年度遡及版）。

平成 9年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18

社会保障財源の対前年
度比（％）

3. 46 △ 0. 97 8. 78 △ 7. 15 0. 26 △ 2. 40 18. 73 △ 5. 84 19. 02 △ 11. 09

資産収入の対前年度比
（％）

8. 11 △ 13. 82 60. 44 △ 55. 00 △ 33. 11 △ 62. 90 844. 14 △ 54. 01 169. 22 △ 53. 72

社会保険料の対前年度
比（％）

4 0. 29 △ 0. 81 0. 8 2. 1 △ 0. 44 △ 2. 23 △ 1. 6 1. 77 2. 73

公費負担の対前年度比
（％）

1. 98 1. 08 12. 15 2. 25 5. 84 0. 08 4. 01 3. 88 3. 77 3. 75
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ように，「資産収入」と社会保障財源とはかなり
並行的に推移している。表 5は，社会保障財源の
中で，「資産収入」とそれ以外の項目である「社
会保険料」，「公費負担」の推移を示したものであ
る。
また，各項目（資産収入，社会保険料，公費負
担）の 10年間の対前年度伸び率についての標準
偏差は，それぞれ 277. 6，1. 99，3. 35となってお
り，他の財源に比べて「資産収入」の変動が大き
いことが分かる。経済・金融情勢の変動の影響を
強く受ける「資産収入」が，制度改正や受給者数
の変化から影響を受ける「社会保険料」や「公費
負担」などの収入と異なる財源であることを示し
ている。近年の社会保障財源の総額の変動は主に

「資産収入」の変動の影響を受けている。このこ
とは，表 6において示した「資産収入」・「社会保
険料」・「公費負担」の各項目の社会保障給付費財
源全体の増加に対する寄与率の 10年間の推移を
見れば明らかである。すなわち，殆どの年におい
て，「資産収入」の寄与率が最も高い結果となっ
ているのである。
以下では，社会保障財源のうち「資産収入」に

着目し，その変化を解説する。なお，社会保障給
付費財源の「資産収入」には，公的年金だけでな
く，企業年金としての厚生年金基金等8）が含まれ
ている点に注意する必要がある。そこで，表 7に
厚生年金，国民年金，厚生年金基金等の「資産収
入」の推移を示す。

表 6　「資産収入」等の社会保障財源の増加に対する寄与率（％）の推移

出所）　平成 18年度社会保障給付費（第 10表）より筆者計算。

平成 9年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18

資産収入 26. 0 164. 8 69. 4 114. 3 △918. 8 126. 0 82. 4 134. 4 63. 2 77. 8 

社会保険料 69. 9 △18. 0 △5. 7 △6. 2 493. 9 11. 4 △7. 6 14. 3 5. 1 △11. 5 

公費負担 14. 0 △26. 8 34. 1 △8. 0 629. 5 △1. 0 6. 5 △17. 6 5. 8 △8. 6 

表 7　厚生年金，国民年金，厚生年金基金等の「資産収入」の推移（対前年度比（％））

出所）　平成 18年度社会保障給付費，社会保障費統計資料集（平成 19年度遡及版）。

平成 10年度 11 12 13 14 15 16 17 18

厚生年金 △6. 24 △9. 35 △8. 92 △38. 37 △89. 71 2251. 8 △42. 5 148. 81 △53. 44

国民年金 △6. 67 △3. 47 △13. 5 △53. 56 △88 2511. 62 △39. 99 138. 76 △54. 18

厚生年金基金等 △41. 97 446. 98 △98. 02 △18. 35 △22. 99 7677. 67 △75. 28 294 △72. 44

表 8　国内株式等のベンチマーク収益率（％）と相関係数

注）　市場運用分。
出所）　平成 13年度～17年度は資金運用業務概況書（年金資金運用基金）。
　 　　平成 18年度は業務概況書（年金積立金管理運用独立行政法人）。
　 　　※標準偏差，相関係数は筆者計算。

積立金の修正総合収益率注） 国内株式 外国株式 国内債券 外国債券

平成 13年度 △2. 48 △16. 18 4. 14 0. 95 8. 12
　　 14 △8. 46 △24. 83 △32. 37 4. 26 15. 47
　　 15 12. 48 51. 13 24. 7 △1. 74 0. 15
　　 16 4. 60 1. 42 15. 7 2. 09 11. 32
　　 17 14. 37 47. 85 28. 52 △1. 4 7. 73
　　 18 4. 75 0. 29 17. 85 2. 17 10. 24

標準偏差 32. 22019 22. 2818 2. 299415 5. 085939

各資産と積立金の修正総合
収益率との相関係数

0. 952139 0. 921868 △0. 87062 △0. 727
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公的年金積立金の運用収入は，国内株式，外国
株式，国内債券，外国債券等への運用により得ら
れる。これらの運用資産の動向が，「資産収入」
にどのような影響を与えているかについて，「資
産収入」のうちでも大きな部分を占める公的年金
（厚生年金および国民年金）の運用収入に関して
見ることとする。表 8は，旧年金資金運用基金に
よる市場運用が開始された平成 13年度以降にお
ける国内株式等，積立金の運用資産のベンチマー
ク収益率の推移を示している。その標準偏差を見
れば分かるように，国内株式の一変動が一番大き
い。また，これらの収益率と旧年金資金運用基金
等における運用資産（市場運用分）収益率との相
関係数を見ると，国内株式との相関が一番強い9）。
旧年金資金運用基金等における市場運用資産のポ
ートフォリオにおいては，50％以上を国内債券
が占めており，国内株式は 20％程度に過ぎない
が，平成 13～18年度の 6年間においては，国内
株式市場の動向が積立金の運用実績に大きな影響
を与えていると考えられる。そして，こうした影
響は，社会保障財源における「資産収入」の動向
にも影響を与えていると考えられる。

2�　公的年金積立金の自主運用（市場運用）開
始に至る経緯と現在の運用の仕組み
平成 13年度，公的年金（厚生年金および国民
年金）の積立金の市場運用が開始され，「資産収
入」が社会保障給付費の重要な財源として大きく
クローズアップされることとなった。この節で
は，まず平成 12年度以前の財政投融資制度下に
おける公的年金の運用の制度的な解説，およびこ
の制度から市場運用の開始に至る議論を，厚生省
（当時）の年金自主運用検討会報告書（1997年）
および「財政投融資の抜本的改革について」（資
金運用審議会懇談会とりまとめ）（1997年）など
を参考にして整理する。その後で，平成 13年度
以降の年金資金運用基金，平成 18年度以降の年
金積立金管理運用独立行政法人による運用の仕組
み等について説明する。

（1）　公的年金積立金の運用と財政投融資制度

昭和 35年に国民年金制度が発足した際，国の
制度・信用を通じて集められた公的資金を統合管
理し，公共の利益の増進に寄与するよう運用すべ
きという観点から，従来からの厚生年金と同様，
旧大蔵省資金運用部への全額預託義務が課される
こととなった。
年金積立金については，郵便貯金と同様，旧大
蔵省資金運用部への全額預託が義務付けられ，そ
の資金は社会資本整備や政策金融に使用され，そ
の一部は，厚生年金および国民年金の被保険者へ
の「還元融資」として，年金福祉事業団における
住宅資金貸付事業等に活用されてきた。預託に伴
う資金運用部からの利息は，国債金利その他の市
場金利を考慮しつつ，年金財政の安定等に配慮し
て利率を定めることとされていた。
昭和 50年代後半から 60年代前半において，金
利水準の低下が続く中で，預託金利も相次いで引
き下げられた。
既に，基礎年金導入を中心とした公的年金制度
改正案の審議において，関係審議会から年金積立
金の必要性が強く指摘されていたこともあり，こ
うした状況を踏まえ，昭和 61年には，旧年金福
祉事業団が行う貸付事業等の資金を確保するた
め，同事業団による資金確保事業が，翌昭和 62
年には，年金財政の基盤強化を図る年金財源強化
事業がスタートした。

21世紀初めの財投改革は，公的年金の資金運
用に一大転機をもたらした。
財政投融資制度は，国内の貯蓄を社会資本整備
等に効率的に活用する財政政策手段として我が国
の経済発展に貢献してきたものであるが，財政投
融資制度の抜本改革の議論の中で，政府部門の肥
大化や非効率，政策金融の拡大による民業の圧
迫，民間の資金循環の阻害等の問題が提起されて
いた。
財投改革では，財政投融資の対象範囲の見直
し，コスト分析手法の導入・充実と併せ，資金調
達についても，郵便貯金および年金積立金の全額
預託をやめ，財投機関債発行等により資金調達が
行われることになり，公的年金について，自主運
用の途が開かれた。
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こうした状況の中で，公的年金の自主運用の考
え方を整理した，厚生労働省の「年金時検討会報
告書」（平成 9年 9月）は，公的年金積立金の意
義およびその運用の基本的考え方について触れて
いるが，その概要をまとめると，次のとおりであ
る。
我が国の公的年金制度は，世代間扶養の考え方
を基本としつつも，世代間の負担の不公平を是正
するため，年金積立金を保有し，その運用収入に
よって将来の保険料負担の増加を抑制するという
財政方式（修正積立方式）を取っている。この積
立金は，年金給付に充てるため国民から強制徴収
した保険料の集積であり，運用収入の如何によっ
て将来の保険料負担が影響を受けることを考えれ
ば，年金積立金は保険料拠出者の利益のために運
用しなければならない。また，年金積立金は，次
のような性格を有する資金であることに留意する

必要がある。
①長期の資金
我が国の公的年金制度の長期的な収支見通しに

よれば，今後とも年金積立金は着実に増加するこ
とが見込まれており，長期的な総合収益（実現収
益に評価損益の増減を加えたもの）の確保を目指
して運用することが求められている資金である。
②安全性・確実性が求められる資金
保険料拠出者の最大の関心は，将来にわたり年

金給付を確実に受けられるかどうかということで
あり，安全・確実に運用することが求められてい
る資金である。
③有利性・効率性が求められている資金
将来における保険料負担の増加を抑制するた

め，長期的に高い収益があがるよう効率的な運用
を行うことが求められている資金である。人口構
造の少子・高齢化が急速に進む中，年金積立金の

図 1　年金積立金管理運用独立行政法人発足（平成 18年度）以降の年金積立金運用の仕組み

注）1）　平成 13～17年度は，「運用の基本方針の決定」。
　　2）　平成 13～17年度は，「基金の指導・監督」。
　　3）　平成 13～17年度は，「年金資金運用基金（委託先運用機関の管理）。
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効率的な運用により，将来の保険料負担の増加を
抑制し，公的年金制度の長期的な安定を図ること
が大きな課題となっている。
こうした年金積立金の性格を踏まえて，運用の
基本的考え方としては，年金財政計画との整合性
を確保すること，長期的観点に立った分散投資が
必要である。特に後者については，資本市場にお
いては一般に，高い収益率が期待できる資産は収
益率のぶれが大きく，低い収益率の資産は収益率
が安定しており，安全性と有利性を両立させるこ
とは困難であると言われている。このため，年金
積立金の運用に当たっては，安全性・確実性を重
視しつつ，適度な収益率のぶれを許容した上で，
長期的な総合収益の確保を目指し，各種資産への

分散投資を行うことが適当と考えられた。
昭和 60年以降，市場金利の低下に合わせ，預
託金利の引き下げ等が行われ，財政投融資の一環
として，年金福祉事業団が資金運用部から資金を
借り入れ，市場運用を行う事業が創設された。し
かしながら，この市場運用は，年金財政に貢献す
る等の目的で行われていたものの，利払いや償還
期限のある借入金の運用であり，長期的視点に立
った年金積立金本来の運用とはなっていないとい
う問題点があった。このようなことを踏まえ，資
金運用部への預託義務の廃止と自主運用の確立が
目指された。すなわち，年金積立金は公的年金の
制度運営全般について権限と責任を有する保険者
（厚生労働大臣）がその判断により，保険料拠出

表 9　市場運用における運用資産の構成割合

注）　長期的な構成割合目標は，平成 20年度末に達成。
出所）　厚生労働省年金局資料（2006年）。

平成17年度の構成割合 平成18年度の構成割合 長期的な構成割合目標

預託金 預託金 ―

国内債券 42％ 国内債券 47. 8％ 国内債券 67％
国内株式 8％ 国内株式 11. 1％ 国内株式 11％
外国株式 6％ 外国株式 7. 4％ 外国株式 9％
外国債券 5％ 外国債券 5. 7％ 外国債券 8％
短期資産 6％ 短期資産 6. 1％ 短期資産 5％

表 10　年金積立金の運用実績（承継資産の損益を含む場合）

注）1）　承継資産は，旧資金運用部からの借入金を原資としているため資産額には計上していない。
　　2）　承継資産に係る収益額については，厚生年金および国民年金の積立金の平均残高により按分している。
　　3）　6年間（平成 13～18年度）の平均収益率は，相乗平均である。
資料）　厚生労働省「平成 18年度年金積立金運用報告書」平成 19年 8月。

（億円，％）　

平成 14年度 15 16 17 18
6年間

［上段：累積収益額］
［下段：平均収益率］

合　
　

計

資産額（年度始め）  1, 443, 315  1, 415, 415  1, 456, 311  1, 479, 619  1, 500, 231
資産額（年度末）  1, 415, 415  1, 456, 311  1, 479, 619  1, 500, 231  1, 491, 337
収益額  2, 360  68, 714  39, 588  98, 344  45, 669  282, 461
収益率  0. 17  4. 90  2. 73  6. 83  3. 10  3. 26

厚
生
年
金

資産額（年度始め）  1, 345, 967  1, 320, 717  1, 359, 151  1, 382, 468  1, 403, 465
資産額（年度末）  1, 320, 717  1, 359, 151  1, 382, 468  1, 403, 465  1, 397, 509
収益額  2, 731  64, 232  36, 934  91, 893  42, 790  265, 121
収益率  0. 21  4. 91  2. 73  6. 82  3. 10  3. 27

国
民
年
金

資産額（年度始め）  97, 348  94, 698  97, 160  97, 151  96, 766
資産額（年度末）  94, 698  97, 160  97, 151  96, 766  93, 828
収益額  △ 371  4, 482  2, 654  6, 451  2, 879  17, 341
収益率  △ 0. 39  4. 78  2. 77  6. 88  3. 07  3. 04
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者の利益のため，年金積立金に最もふさわしい方
法で運用すべきとされた。
また，年金福祉事業団の市場運用事業の仕組み
についても，抜本的な見直しが急務とされた。そ
の一方，国が自ら運用業務を行うことは，行政の
肥大化につながるおそれがあること，専門的知識
を有する人材の確保が困難であること等により，
適当ではないと考えられた。自主運用に当たって
は，責任体制を明確にすること，保険料拠出者に
対し情報開示を徹底することが必要とされた。年
金積立金の運用結果は，年金財政に影響を与え，
最終的には保険料率に反映されるものであり，そ
の開示の内容としては，例えば，財政再計算時に
想定した運用の見通しと実績の乖離や運用結果が
年金財政や保険料率に及ぼす影響等などがある。
こうした議論等を経て，平成 13年度より公的
年金積立金については，年金資金運用基金を実施
主体として，厚生労働大臣権限による市場自主運
用が開始されたのである。
その後，組織改革により，平成 18年度には年
金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が発足
し，年金資金運用基金から業務が引き継がれた。
GPIF発足後の平成 18年度以降現在までの運用
の仕組みは図 1のとおり10）である。なお，注書
きで付記したものは，年金資金運用基金（平成
13～17年度）の下での運用の仕組みにおいて，
現在の仕組みと相違する点を示したものである。
GPIFによる市場運用は，法人自らが定めた運用
資産の構成割合に基づいて行われている（平成
17年度までは厚生労働大臣が定めた運用資産の
構成割合に基づいて，年金資金運用基金が行って
いた）11）。表 9に，積立金の市場運用における運
用資産の構成割合の推移を示す。各年度の構成割
合は平成 20年度末に達成する長期的な構成割合
目標を円滑に達成するように，毎年度策定されて
いるものである。

3�　資産収入の社会保障財源における役割・意
義
前述のように経済・金融情勢そのものが社会保
障財源に影響を及ぼすものとなっており，この意

味から公的年金積立金を市場運用することの意義
について考察する。平成 16年の年金制度改正で
100年間にわたる有限均衡が定められた中で，公
的年金積立金の役割に対しては，以下に述べる役
割が与えられたと川瀬（年金積立金管理運用独立
行政法人理事長）はまとめている12）。すなわち，
①将来の給付のバッファーファンドとして積立金
の残高を徐々に取り崩しながら給付に充てていく
こと，②賃金上昇率を上回る実質的な運用利回り
の確保によって年金財政に貢献すること。②につ
いては，年金支給額は概ね名目賃金にスライドす
るため，プラスの貢献をするためには名目賃金の
上昇率を上回るような運用が必要であるという意
味である。いずれにせよ，積立金の原資は国民の
勤労の果実である年金保険料であることから，上
記①，②の意味から市場運用を行うことの意義は
多いに認められるものの，その運用にあたっては
慎重なスタンスが必要であることは当然といえよ
う。
本稿第 2部を締めくくるに当たり，改めて強調

しておきたいことは，表 10に示すように，公的
年金積立金が約 150兆円という巨額に上る以上，
その市場運用の結果は，社会保障給付財源（資産
収入）に大きな影響を及ぼすだけではなく，日本
経済全体に大きな影響を及ぼすということであ
る。厚生労働大臣「年金積立金の運用に関する基
本的方針」13）にあるように，公的年金積立金の運
用は，「専ら被保険者の利益のために，長期的な
観点から安全かつ効率的に行うこと」が重要であ
り，年金積立金の運用は，わが国経済へ与えるマ
クロ的な影響についても十分留意して行われなけ
ればならない。

注
 1） 　厚生労働省「平成 18年度年金積立金運用報
告書」。

 2） 　企業年金連合会「2006年度年金資産運用状
況」。

 3） 　平成 9年の厚生年金との統合に伴って必要と
なった給付財源（厚生年金移換金）を厚生年金
へ納付する業務を日本鉄道共済組合が行ってい
たが，平成 19年 2月，残額を一括償還して当
該業務を完了させた。JR各社と鉄道・運輸機構
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国鉄清算事業本部が負担していた給付財源を事
業主拠出と位置付けたため，一括償還に伴い，
事業主拠出が単年度で増加したものである。

 4） 　国民健康保険団体連合会にプールされた共同
事業拠出金については，30万円を超える医療費
に着目して，改めて対象市町村国保に交付され
る仕組みであることから，すべての市町村国保
をならせば，新たに負担が生じる性格のもので
はない。

 5） 　最新「障害者自立支援法―逐条解説―」（京
極高宣，新日本法規，2008）。

 6） 　「平成 18年度社会保障給付費」第 7表制度別
社会保障給付費の推移，参照。

 7） 　「平成 18年度社会保障給付費」第 6表児童・
家族関係給付費の推移，参照。

 8） 　厚生年金基金等は，石炭鉱業年金基金を含
む。

 9） 　相関係数は，国内・外国株式については正，

国内・外国債券については負となっている。こ
のことは，株式と債券という反対の値動きをす
る資産に分散投資することで，運用リスクの分
散を図ることが可能であることを意味する。

10） 　厚生労働省年金局　厚生年金，国民年金の積
立金運用ホームページ。

11） 　社会保障と日本経済（京極高宣，慶應義塾大
学出版会，2007）。

12） 　「公的年金運用を考える」川瀬隆弘（年金積
立金管理運用独立行政法人理事長）（日本証券
アナリスト協会講演会，2008. 3. 25）。

13） 　2001年 4月厚生労働大臣告示。

（ひがし・しゅうじ　企画部長）
（かつまた・ゆきこ　情報調査分析部長）
（よねやま・まさとし　企画部第 1室長）
（たけざわ・じゅんこ　企画部研究員）
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I　事実の概要

原告 Xは，両上肢機能全廃の障害がある身体
障害者（1級）である。Xは訴外船引町（以下 A
町）で，長女と 2人で生活し，障害基礎年金と特
別障害者手当を受給しているほか，生活保護法に
基づく生活扶助等を受給している。

A町長は，Xに対し，旧身体障害者福祉法（以
下「旧身障法」）等による支援費制度に基づき，
支給期間を平成 15年 4月 1日から平成 16年 6月
30日まで，支援の種類を居宅介護，支給量を日
常生活支援中心月 125時間とする支援費の支給決
定をした。なお，A町長は，同制度の援護の実施
者として，支援費制度の利用に関する情報提供や
相談，支援費支給申請手続等の事務を行っていた
が，平成 17年 3月 1日，町村合併により被告 Y
市長にその職務を承継した。
平成 16年 6月 29日，Xは，支援の種類を居宅
介護，その内容を月 165時間として，支援費支給
を申請した。A町の支給検討会議を受けて，A町
長は同年 7月 29日，支給期間を同年 7月 1日か
ら翌年 6月 30日まで，支援の種類を居宅介護，

支給量を日常生活支援中心月 125時間とする決定
を行った（以下「本件決定」）。本件決定には，支
給量について申請内容と異なる決定がなされたこ
とについての理由の付記がなかった。そこで，X
は理由の開示を求めたところ，A町長は，日常生
活支援中心月 125時間を処分内容とし，理由を支
援費と生活保護の福祉サービスを効果的に組み合
わせた全体の中で，申請のあった買い物などを計
画的に行うことにより可能と判断した旨を，同年
8月 30日付書面により Xに通知した。

Xは A町長に対し，行政不服審査法に基づ
き，本件決定に対する異議申立てを行った。A町
長は，生活保護の他人介助が利用できることや，
作業所において作業に従事していることから，生
活保護による有料介助を工夫することにより十分
に対応できると判断し，当該異議申立てを棄却し
た。
そこで Xは，A町長が旧身障法に基づいてな

した本件決定のうち，支給量の 125時間を超える
部分について Xの申請を棄却したのは，行政手
続法（以下「行手法」）5条及び 8条に違反し，
支給量の定めが不十分であり違法であるとして，
Xの申請を棄却した部分の取消しを求め提訴し

社 会 保 障 法 判 例

三　輪　まどか

旧身体障害者福祉法に基づく支援費支給申請に対する一
部不支給決定に理由を提示せず，支給量の勘案にあたっ
て生活保護法に基づく扶助を考慮したことは違法である
が，訴えの利益がないとして，同決定の取消の訴えを却
下した事例（船引町支援費訴訟）

福島地判平成 19年 9月 18日賃社 1456号 54頁
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た。

II　判旨

訴え却下
1　訴えの利益の有無
①　福島地裁は，最一小判昭 57・4・8民集 36
-4-594を参照の上，Xが求める処分を行う「根
拠規定は存在しておらず，申請に係る法律上の地
位ないし法的利益を取得しうる可能性は消滅した
というほかないから，訴えの利益は失われた」と
した。
②　障害者自立支援法（以下「支援法」）附則

36条 1項の経過措置規定（以下「経過規定」）
は，「居宅支給決定身体障害者が改正法の施行日
前に受けた指定居宅支援について，施行日後であ
っても同様に居宅生活支援費を支給するという趣
旨であって，支援法の施行後も旧身障法 17条の
5第 2項による居宅支給決定を行うことができる
とするものではない。」

2　行政手続法違反
（1）　審査基準の設定
①　行手法 5条に定める審査基準は，「公開が
されている限り，規則であるか内規であるかなど
の法形式は問わ」ず，「できる限り具体化される
ことが望ましいが，許認可等の性質上，個々の申
請について個別具体的な判断をせざるを得ないも
のであって，法令の定め以上に具体的な基準を定
めることが困難である場合には，必ずしも審査基
準を定めることは要しない」。
②　「法令〔旧身障法 17条の 5第 2項及び同法
施行規則 9 条の 3：筆者注〕の定める勘案事項
は，判断要素として相当程度に具体的なものであ
るし，上記の勘案事項は身体障害者の個別的事情
及び意思など個々の異なる事情により判断せざる
を得ない制度の性質上，居宅生活支援費の支給に
ついて，法令の定める勘案事項以上に具体的な基
準を定めることが必ず求められているとはいえ
ず，……要綱のほかに居宅生活支援費の支給につ
いて審査基準を定めていないことが直ちに違法と

はいえない。」
③　兵庫県西宮市のように，支援費の支給量を
決定するための客観的な審査基準もあるが，「こ
のような基準を制定することは行手法 5条の趣旨
に照らして望ましいにしても，上記判断を左右す
るものではない。」

（2）理由の提示
①　行手法 8条 1項の趣旨は，「申請の拒否処
分に当たり，その理由の提示を義務づけることに
よって，行政庁の判断の慎重性，合理性を担保
し，申請者に対し当該拒否処分を争うための便宜
を与えるという点にあり，これは，申請に対する
一部拒否処分であっても同様であると解される。
……本件決定は，処分庁による支給量の判断に対
する不服を理由にしても行政不服審査法等に基づ
く不服申立てができるのであって，行手法 8条 1
項の趣旨が及ぶ」。
②　本件決定に係る申請で Xが記載した「月

165時間」は，「単なる Xの希望というにとどま
らず，申請にかかる居宅支援の具体的内容とみる
ことが可能であ」り，「居宅介護『月 125時間』
とする処分は，Xの申請を一部拒否する処分とい
うべきであり，これに対し，Y市が理由を付記し
なかったことは行手法 8条 1項本文に反する」。

3　支給量の判断基準
①　旧身障法 17条の 5第 2項及び同法施行規
則 9条の 3が，居宅生活支援費の具体的な支給量
決定について規定していないことに鑑み，「支給
量の決定の違法性を判断するにあたっては，市町
村が上記勘案すべき事項をもとに合理的な裁量に
基づいて判断することを予定しているというべき
であるから，支給量の判断が考慮すべき事項を考
慮しない場合や考慮すべきでない事項を考慮した
場合など，裁量権の逸脱が認められる場合に限り
違法になる」。
②　支援費制度は，「障害者自らがサービスを
選択し，契約によりサービスを利用することを可
能にしたものであるとはいえ，その助成の程度
は，依然として，上記旧身障法等の法令によって
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も行政庁の合理的な裁量に委ねられている」。
③　「居宅介護の必要性を認めながら生活保護
による扶助の存在を理由に，居宅生活支援費の支
給を拒否することはもちろん，支給量を認定しな
いことも，考慮すべきでない事項を考慮した裁量
権の逸脱が認められる場合にあたる」。
④　旧身障法施行規則 9条の 3第 5号につき，

「生活保護制度の趣旨に照らせば，……生活保護
以外のサービスとの利用調整等を想定していると
いうべきで，これを根拠に，生活保護による扶助
があることを居宅生活支援費の支給を拒絶する理
由とすることはできない」。

III　検討

判旨賛成
1　本判決の意義
2000年からはじまった障害者関連法規の改正
は，今もなお続いている。めまぐるしく変わる法
制度のもと，法律が改廃された場合の訴えの利益
の有無，ならびに行政手続，行政裁量の適法性に
ついて争われたのが本判決である。本判決は，訴
えの利益がないとして Xの訴えを却下したもの
の，障害者行政における手続のあり方のほか，措
置制度から支援費制度への大きな制度変更の中で
の行政庁の裁量権行使のあり方について判示して
いる。特に，（i）支援費制度に基づく支給量申請
の一部を減ずる処分は一部拒否処分であり，理由
の提示が必要である旨を明示した点，（ii）障害
者福祉サービスの提供体制が複雑化する中で，支
給量の決定にあたり生活保護に基づく扶助を考慮
することは，制度趣旨が異なるため違法とした点
で意義があると言えよう。

2　訴えの利益について
（1）　法の改廃と訴えの利益
行政事件訴訟法 9条に定める「回復すべき法律
上の利益」に，法の改廃の場合をも含むのかどう
かについて，判例は一貫して，法律上の利益を回
復できず，訴えの利益が失われるとしている〔古
城 1989，p. 146〕。例えば，本判決で参照された

家永教科書第二次訴訟上告審判決は，「拒否処分
後の法令の廃止・改正の結果，当該申請に対する
処分がされる余地がなくなり，回復すべき法的利
益が消滅しあるいは回復不可能になった場合には
訴えの利益は失われる」と判断している。
学説の中には，取消訴訟において，「将来何ら

かの法律効果について，その要件事実としての意
味をもっている場合」〔伊藤 1983，p. 259〕や，
原処分や根拠法規の趣旨から，残存する不利益が
本来の趣旨や目的の範囲内である場合に〔園部
1981，p. 454〕，法律上の利益ありとして，より
実質的な解釈をしようとするものがある。本件に
おいて Xは「仮に，訴えの利益が消滅したとし
ても，法の改廃という Xの責に帰すべからざる
事情によるものであり，少なくとも訴えの提起時
において適法な訴えである場合は実体判断すべ
き」との主張をしているものの，裁判所は，従来
の判例に従い訴えの利益を認めず，実質的な判断
を行うことなく，Xの訴えを却下している。

（2）　経過規定，みなし規定の趣旨
一般に法の改廃にあたり，経過規定やみなし規

定が策定される。本件において Xは，旧身障法
に代わって定められた支援法附則 36条 1項の趣
旨に基づき，改正前の条項により，改正法施行前
の支援費の支給に関する訴えの利益は消滅しな
い，と主張している。
同種の事例として，支援法施行令附則 5条 6

項，7項のみなし規定に基づき，訴えの利益を争
った鈴木訴訟（東京地判平 18・11・29賃社 1439
-55）がある。鈴木訴訟において裁判所は，旧身
障法は廃止されており，処分を取り消しても，処
分行政庁が原告の求める処分をする法律の根拠が
ないとして，原告の訴えを却下・棄却している。
経過規定をめぐるやや特殊な事案として，著作

権法改正にあたり，映画の著作物の保護期間が問
題となった「ローマの休日」事件（東京地決平
18・7・11判時 1933-68）がある。ここでは，経
過規定の立法趣旨が問われたが，文理解釈を重ん
じ，解釈にあたって立法趣旨や審議過程を考慮に
入れることを悉く否定している1）。また，同種の
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「シェーン」事件（最三小判平 19・12・18判時
1995-121）でも，経過規定に立法者意思を考慮
する場合には，立法者意思が明白であることを要
し，その意思が国会審議や附帯決議等によって明
らかにされることを要するとしている。
判旨 1②によれば，本経過規定によって，一定
の期限までは旧制度の決定が維持され，期限経過
後は新制度が適用されることになる。新制度施行
後に突然の支給打切りや，法改正の趣旨に反する
事態が生じるわけではない。上記裁判例のよう
に，本経過規定の立法趣旨や立法者意思を鑑み，
「ソフトランディング」〔阿部 2004，p. 12〕の意
味合いを持たせるとしても，本経過規定自体の違
法性や解釈の誤りを主張することは難しい。とな
れば，X主張のような訴えの利益を認めることは
難しく，本判決はやむを得ない判断と言うほかな
い。

3　行政手続法違反について
（1）　審査基準の設定
行手法 5条で審査基準の設定・公開を定めたの
は，申請側の予測可能性，行政側の申請処理事務
負担の軽減，判断の公正性・合理性の確保という
目的があるからである〔宇賀 2005，p. 86〕。そし
て，本判決では，判旨 2（1）①の理由から，必
ずしも審査基準の設定を要しないとした。
法令の解説書によれば，審査基準の具体性の程
度は，許認可等の性質による。つまり，覊束性の
強い処分は，「一義的な判断が可能な程度までで
きる限り具体化されることが望ましい」が，行政
庁に広範な裁量がある許認可等は，法が行政庁に
裁量を与えた趣旨に照らし，方針や考慮事項でも
足りるとしている〔総務省 2002，p. 95〕。
具体的な関連事例を管見すると，（i）労働組合
の地域別組織がなした労働会館の目的外使用許可
申請につき，行手法 5条違反により不許可処分の
取消しを求めた事案（奈良地判平 12・3・29判自
204-16）や，（ii）産廃最終処分場の建設開発を
予定する者が，行手法 5条違反により不許可処分
の取消しを求めた事案（仙台高判平 18・1・19判
例集未搭載）〔越智 2006，p. 76〕，（iii）別居中の

妻が遺族共済年金の決定請求をしたところ，事前
審査において行手法違反があり，精神的苦痛を被
ったとして国家賠償を求めた事案（東京高判平
19・5・31判時 1982-48）がある。
特に（ii）事件では，法令の定め自体が抽象的
で，許認可についての予測可能性が害される場合
には，審査基準の定めなくなされた許認可等は瑕
疵を帯びる一方，法令の定めがなくとも，行政庁
の許認可等の透明性と公正さの確保，及び適切・
公正な処理が可能である場合には，審査基準の定
めの有無は，許認可等の違法性を招来するもので
はないとしている。そして農業振興地域の整備等
に関する法律の規定は，開発行為自体の客観的性
質と市町村の地域整備計画とを照合することによ
って比較的容易に判断できること，知事の恣意が
入る余地が少ないことから，審査基準の定めがな
くてもよいとしている。
また，（iii）事件では，「審査基準の設定は，上
級行政庁等の他の行政庁に係る運用通達等をその
まま借用し自らの基準として用いる方法によるこ
とも許される」として，地方公務員等共済組合法
上，遺族生計維持要件の認定に関し，総務省の運
用方針ならびに各支部長宛ての理事長通知文書の
中で，審査基準の設定につき特段の措置を講ずる
必要はないとしている。
判旨 2（1）②は，法令の具体性，制度の性質
から，審査基準の未設定は違法性を招来しないと
しており，従来の考え方を踏襲するものといえよ
う。ただし本判決は，結論に直接影響を与えない
としつつも，一歩踏み込んで，判旨 2（1）③で
先進的な行政の取組みの例を挙げ，行手法 5条の
趣旨に照らして望ましいと適示している。この点
は，障害者福祉行政にとって意義あるものといえ
よう。

（2）　理由の提示
行手法 8条は，申請者の申請を拒否する場合，
処分と同時に拒否の理由を書面で提示することを
義務づけている。本判決で理由の提示がなかった
ことについては，争いがない。Y市の主張によれ
ば，本件で理由の提示が不要であるのは，「支給
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量は市町村が決定するものであって，申請の内容
には含まれておらず，申請時に支給量について申
請者による記載がされていたとしても申請者の希
望や意見が事実上記載されているに過ぎないか
ら，居宅支給決定をした本件決定は申請に対し拒
否する処分ではな」いからとしている。この点，
本判決は判旨 2（2）②のように述べ，行手法 8
条に反するとした。
理由の提示については，行手法制定前から，と
りわけ租税法分野を中心に判例法理が形成されて
きた。リーディングケースである青色申告に係る
処分に関する最判昭 38・5・31民集 17-4-617
は，法律が行政処分に理由を付記すべきとしてい
る趣旨として「処分庁の判断の慎重，合理性を担
保してその恣意を抑制するとともに，処分の理由
を相手方に知らせることによって，不服の申立て
の便宜を与える」ことを挙げている。また，理由
付記の程度につき，「処分の性質と理由付記を命
じた各法律の規定の趣旨・目的に照らして」決定
すべきとしている。この判断は，旅券法に基づく
一般旅券発給拒否処分や情報公開条例に基づく非
開示処分にも適用され，不利益処分に限らず，申
請拒否処分にも拡大，適用されている〔石崎
2004，p. 7〕。
法施行後の裁判例では，（i）前出仙台高判平

18・1・19，（ii）競馬法に基づく馬主登録の申請
に対する拒否処分において，条文の適示では理由
の提示とならないとした東京地判平 10・1・27判
時 1660-44，（iii）医師国家試験受験資格認定申
請に対する拒否処分において，「貴殿の医学に関
する経歴等からみて」との理由のみでは理由の提
示とならないとした東京高判平 13・6・14判時
1757-51などがある。
本判決でも，理由の提示を義務づける理由とし
て，従来の判例と同様，行政庁の判断の慎重性と
合理性の担保，申請者に不服申立ての便宜を与え
ることを挙げている。行政庁に裁量権が付与され
ているのは，恣意的な判断をするためではなく，
事案の状況にふさわしい適切な判断を期待されて
のことである。そして理由の提示は，行政庁の判
断過程における恣意・独断の排除を積極的に明ら

かにすることにつながるといえる。行政裁量が存
する場面でこそ，理由の提示はその機能を十分に
発揮するという指摘もあり〔藤巻 1993，p. 160〕，
本判決の結論は評価できよう。

4　支給量の判断基準について
（1）　市町村の合理的な裁量
そもそも「法律による行政の原理」をあらゆる

事態に適用しようとするのは無理である〔塩野
2003，p. 107〕。今日，行政裁量が認められるの
は，行政実務において専門技術的判断や政策的判
断が求められ，その判断を行政庁に一任すること
が公益実現にとって適切だと考えられているから
である。一歩進んで，個々具体的な裁量権行使
は，公益目的の実現にとって現に合目的的なもの
でなければならないのであるから，その行使のた
めの指針となる行為規範が不可欠となるという帰
結も導かれることとなる〔亘理 2004，p. 116〕。
とりわけ，社会保障分野において，社会保障基準
を設定するにあたっては，設定された法的基準に
ついてある程度専門技術的見地から判断せざるを
得ないため，朝日訴訟以降の諸判例は，司法審査
に一定の限界を伴うことを否定できないと判断し
てきた〔河野 2008，p. 5〕。そこで，ある程度の
行政裁量を認めざるを得ない点から，「行政庁が
処分形成過程において恣意，独断，他事考慮等を
行わなかったか否かを裁判所が審査し，もし行っ
たとすれば行政庁が裁量権を逸脱・濫用したと判
断できる」とする見解がある〔堀 2004，p. 218〕。
よって，本判決が本件決定の「個々の異なる事情
により判断せざるを得ない制度の性質」を考慮
し，市町村の合理的な裁量にゆだねると判断した
点は，判例及び学説を鑑みても，それなりに首肯
できる。
しかしながら，Xが指摘したように，支援費制

度は，従来の措置制度から，自律的にサービスを
選択しうることを趣旨とした契約制度へと移行し
ている。判旨 3②に示されるように，助成の程度
が行政庁の合理的な裁量に委ねられるのならば，
措置制度と契約制度との差異をどこに見出すかと
いう問題にぶつかるだろう。「サービスの自力購
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入が困難な多くの障害者にとっては，サービス購
買力の確保という点に係わって，支援費支給につ
いての行政の決定システムが適正かつ公正に機能
するか否かが死活問題となってくる」〔竹中
2000，p. 429〕との指摘もあり，契約制度へと転
換した意味に配慮する必要があろう。つまり，
「決定システム」の構築と，そのシステムの「適
正かつ公正」な運営により，障害者自身が納得
し，選択したといえるような制度となることが望
まれる。
学説の中には，社会福祉行政に認められる専門
技術裁量の行使にあたり，社会福祉援助技術の見
地を行政庁の判断過程に取り入れた裁量の必要
性，ならびに専門家内部の規律を前提とした指針
の定立・公表，個々のケースごとに作成されたケ
アプラン等の考慮事項への加味について説くもの
がある〔前田 1997，p. 30〕。この視点からすれ
ば，現在，支給検討会議には福祉の専門職が参画
しており，行政庁の判断過程にその知見を活かし
ているところ，一歩進めて，西宮市のような基準
の設定により，更なる公正・透明な行政手続の実
施が望まれよう。

（2）　考慮事項裁量審査
考慮すべき事項を考慮せず，逆に考慮すべきで
ない事項を考慮したことを検証して裁量審査をす
るという手法（以下「考慮事項裁量審査」）は，
古くは国道拡幅のための収用事業が適正・合理性
要件を満たすか否かが争われた日光太郎杉事件控
訴審判決（東京高判昭 48・7・13行集 24-6・7-
533）に見られる〔亘理 2004，p. 119〕。ここで
は，「本来最も重視すべき諸要素，諸価値を不
当，安易に軽視し，……本来考慮に容れるべきで
ない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価す
べきでない事項を過重に評価し」たとして，事業
計画の適正・合理性を否定した。学説も，考慮事
項裁量審査を，多様な公的，私的な諸利益間の調
整の結果として行われる行政作用に関する適法性
審査手法として，合理的であると評価する〔芝池
1985，p. 571〕。
具体的な関連事例は，考慮事項を拡張

0 0

ないし限
0

定
0

する事例に分けられる〔芝池 1985，p. 580〕。
前者の事例として，「かけがいのない景観，風
致，文化的諸価値，環境保全」の考慮（前出日光
太郎杉事件控訴審判決），保健衛生上の危害発生
防止の考慮（ストロングライフ事件第一審判決／
東京地判昭 50・6・25行事集 26-6-842），相手
方の生命や生活の保全の考慮（最判昭 34・11・
10最民集 13-12-1493）がある。後者の事例とし
て，行政行為の目的と法定目的との相違（最判昭
53・6・16刑集 32-4-605），法規定やそれを手掛
かりとした私権の制約（最判昭 55・7・15判時
982-111），登録制の趣旨や覊束行為あるいは警
察許可（ストロングライフ事件控訴審判決／東京
高判昭 52・9・22高民集 30-4-310）がある。
判旨 3③は，支援費支給量の決定にあたり，生
活保護に基づく他人介助や有料介助を考慮・勘案
したことにつき，支援費制度と生活保護との制度
趣旨が異なり，考慮すべきでない事項を考慮した
裁量権の逸脱が認められるとしている。この点本
判決は，制度の趣旨という考慮事項を限定する一
事例を示したものといえよう。

（3）　支援費制度と生活保護制度の関係
本判決は，さらに具体的に旧身障法施行規則 9
条の 3第 5号の勘案事項につき判旨 3④で判断
し，生活保護法に基づく扶助（以下「扶助」）を
理由に支援費の支給を拒絶する根拠として，同規
則を採用できないと述べた。支援費制度の解説書
は，勘案事項の具体的な例として，デイサービス
や短期入所に係る受給の状況などを挙げる〔障害
者福祉研究会 2004，p. 150〕。本件決定で考慮し
た扶助を定める生活保護法では，補足性の原理
（4条）に基づき，保護の実施要領において「他
の法律又は制度による保障，援助等を受けること
ができる者又は受けることができると推定される
者については，極力その利用に努めさせること」
（厚労省告示）とし，活用できる法律の例とし
て，旧身障法を挙げている（局長通知）〔生活保
護手帳編集委員会 2007，p. 161〕。よって，法解
釈上，判旨 3④は妥当な判断であろう。
もっとも本判決の範疇ではないが，仮に本判決
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の論理を貫徹すると，旧身障法において扶助を考
慮することが裁量権の逸脱によって違法であるこ
とを受けて，補足性の原理に基づき旧身障法と重
複するサービスに対する扶助の妥当性が別途問わ
れかねない。その結果，扶助の受給により成り立
ってきた Xの生活が損なわれるのではないかと
いう懸念が生じる2）。この点，そもそも補足性の
原理の趣旨は，生活保護制度の濫用防止にあり，
他の法律によって行われるべき領域に対する保護
の実施を絶対的に排除するわけではない〔小山
1951，p. 120，122〕。それ故，支援費で賄われな
いサービス，例えば，本判決に言う不定期な時間
に利用するサービスについてのみ

0 0

，扶助を行うこ
とができると言えなくはない。また，学説の中に
は，「生き方や暮らし方に関する本人の基本的な
選択が認められないという状況を，当該本人の境
遇として見た場合，それを福祉が欠如している状
態，したがってある種の貧困状態と見なすという
視点もありうるのではないか」〔秋元 2006，
p. 51〕とする見解もある。また，「我が国のパー
ソナル・ソーシャル・サービスに係る最低保障
（憲法 25条 1項）について，どのような法体系で
行うのか明確ではない。基本的には，生活保護で
はなく，社会福祉がこれを行うことを明確にすべ
きではないか」〔堀 2001，p. 53〕という指摘もあ
り，立法政策上検討すべき課題であろう。

5　本判決の射程
法の改廃により訴えの利益が失われるとする本
判決は，従来の判例法理に沿った判断であり，今
後も改正が予想される障害者福祉法制に対して影
響を及ぼすものと思われる。ただし，当該法制に
おいて，法的安定性を損なうような法改正がなさ
れる可能性も否定できず，今後より詳細な検討が
必要となろう。
また現在，支援法に基づく障害者自立支援制度
へと変更されているが，支援費制度の趣旨ならび
に市町村が支給決定する仕組み（支援法 22条）
は維持されている。よって，行政手続及び支給量
の判断基準のあり方につき，本判決の判断が今後
とも及ぶものと解される。

注
 1） 　条文の書きぶりや他法の用例を踏まえ，経過
措置が設けられる制度趣旨に照らし，法文の概
念が意味するものを，法体系としての合理性を
勘案して判断すべきという批判がなされている
〔作花 2007，p. 185〕。

 2） 　本判決の言渡し後，Xは事業者との契約更新
にあたり，支援法に基づき，本件の申請時間よ
り多い，日常生活支援中心月 207時間，移動介
護中心月 20時間を申請し，認められている
〔齊藤 2007，p. 51〕。
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（みわ・まどか　大分大学講師）
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『生活経済からみる福祉　――　格差社会の実態に迫る　――　』

上　枝　朱　美

馬場康彦著

（ミネルヴァ書房，2007年）

I　はじめに

なぜ低所得世帯に関する分析を行った章の中に，大
学生のいる世帯が含まれているのだろうか。しかし目
次を見た最初の疑問は，本書を読み進めていくうちに
明らかになった。著者は，既に 1994年の論文で日本
の高等教育費が高いために，大学生の子どもを持つ世
帯が赤字であることを示している（p. 146）。さらに
本書においては，母子世帯が食費を削って教育費を支
払っていることも明らかにしている（p. 181）。
近年，格差や貧困に関する書物が増えているが，本
書は消費支出面での格差に焦点を当て，消費の内容に
ついて詳細な分析を行っている。生活経済学の視点か
ら福祉の対象となっている世帯の家計の現状を分析
し，問題点や今後の課題を明らかにしている。タイト
ルの生活経済と社会福祉を結ぶキーワードは，「貧
困」と「格差」である（p. 11）。なおここでの貧困と
は，絶対的剥奪と相対的剥奪の統一概念であり，「生
活形成力能」を形成する「権利」や「機会」を剥奪さ
れ，「競争」から「排除」された状態をさすとしてい
る。「生活形成力能」とは，経済力に加えて，収入の
範囲内で支出を計画するという管理統制能力や家事・
育児・介護を行う能力をも含んでいる。また「格差」
とは，「資本主義的競争」によって生み出される「差
別」「選別」「排除」関係の総括的現象としている。競
争で勝者となったものがモデル・規範となり，それに
適合しない「規格外」の存在は排除され，貧困層とな
る可能性が高いとしている。

II　本書の構成と概要

本書の大きな特徴は，格差や貧困の問題を消費の観
点から明らかにしようとしていることであり，耐久消
費財の 1969年以降の普及状況や世帯属性による消費

支出の違いについて詳しい分析を行っている。全体
は，「第 I部　生活経済の視点」と「第 II部　生活経
済からみる福祉」の 2部構成になっている。それでは
各章の概要を順に述べていく。
第 1章「生活経済の理論」では，分析で用いる理論

や概念の説明を行っている。生活経済学が対象とする
のは消費過程であり，ヒトとヒト，ヒトとモノとの間
の関係を明らかにすることを課題としている。貧困概
念の説明の後に貧困に陥る主体的な要因の一つとして
「生活形成力能」の欠如を挙げている。現代では居住
地域や職業とは無関係に「標準的な生活」＝「人並み
の生活」を送ることを社会が強制しており，この「生
活の標準化」の影響を低所得階層も受けている。主要
耐久消費財の標準化については，「全国消費実態調
査」のデータを用いて収入階級別や年齢階級別に普及
率やジニ係数の分析を行っている。その結果，電子レ
ンジやルームエアコンは標準化された財になってお
り，1989年以降「標準化」の法則はさらに強化され
ている。エアコンは保有数量についても標準化が進ん
でおり，保有の個人別化も進んでいる。またビデオカ
メラは，所得要因ではなく，年齢要因が大きく影響し
ていた。
第 2章「家計構造の分析視角」では，家計構造の基

本的枠組みを説明し，その変化を考察している。最初
に社会的固定費や準固定費について説明がなされてい
る。社会的固定費とは，社会的共同消費手段の利用や
消費に関する費用をさす。社会的共同消費の費用と
は，公共料金あるいは公共料金に近いもの（電話代な
ど）のことである。家計は，準固定費を含む社会的固
定費の増大と生活標準の圧力の両方を受けて「収入優
先型家計段階」から「支出優先型家計段階」に構造的
転換をした。収入と支出の差額を埋めるために，世帯
で複数の者が就業する多就業化，消費者信用の利用，
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貯蓄取り崩しの 3つの方法をとっている。そして社会
的固定費目のウエイトが高まり，私的費目としての
「自由裁量部分」を圧迫して家計の硬直化を招いている。
第 3章「家計の金融化と消費者信用」では，家計に

おける貨幣の役割が変化していること，また消費者信
用の普及とそれに伴って生じた消費者金融の問題点を
示している。家計における貨幣の役割は，消費手段と
しての役割が相対的に低下する一方で，資金運用手
段，利殖手段，投資手段といった範囲にまで拡大して
おり，これを「家計の金融化」と呼んでいる。貨幣の
役割の変化と消費者信用の利用によって，低所得・中
所得階層の生活者意識のうちに，所得に関係なく商品
が入手できるという幻想が起きている。この幻想によ
って家計破綻＝自己破産の危険性が増している。つま
り現代では収入が少ないためではなく，支出の膨張に
よって生活困難に陥るケースが増加している。
第 4章「勤労者世帯の家計構造の変化」では，1989

年から 2005年の期間について家計構造の変化をみて
いる。消費支出には，「食料」「家具・家事用品」「被
服及び履物」などウエイトの低下が続くもの，「光
熱・水道」「保健医療」「交通・通信」「教養娯楽」な
どウエイトの上昇が続くもの，「住居」「教育」など実
収入に連動して変化しているものがある。高所得階層
と低所得階層の間で収入に占める賞与のウエイトとそ
の金額の低下は共通であり，消費支出についても食料
のうち外食以外はウエイトと金額が変化した費目は同
じであった。ただし低所得階層の方が，低下の幅は大
きい。生活の利便性・快適性を高める「交通・通信」
や教養を高めるための「教養娯楽」は増加している。
収入階級間の格差は，1991年に最大となった後に
1995年まで縮小したが，1996年からは再び拡大傾向
で 2006年には 1965年以降最大となった。
第 5章「低所得世帯と生活保護世帯の家計」では，

低所得階層，生活保護世帯，そして赤字家計として大
学生のいる世帯の家計の分析を行っている。1989年
までは赤字家計は，20代の若年単身勤労者（男性）
世帯，50代の大学生を持つ世帯，65歳以上の女性の
高齢単身世帯だけであった。低所得階層は，世帯平均
と比べて持家率を反映して家賃などの住居費が高くな
っている。逆に「その他の消費支出」や「食料」「交
通・通信」については世帯平均よりもかなり低くなっ
ている。また失業したことにより収入が低下してもす
ぐには消費支出を引き下げられない履歴効果（アフタ

ー・エフェクト）が見られた。大学生のいる世帯につ
いては，子どもが通っているのが私立大学か国公立大
学かによる違いも見ている。全体的・平均的にみると
「国公立大」のほうが「私大」よりも生活水準は高い
が，収入階級間の格差は「国公立大」の方が大きく，
低所得階層では，「国公立大」では持家率の低さと
「教育関係費」によってより苦しい生活を送ってい
る。単身世帯で赤字となっているのは，「男女平均の
年収 100万円未満」を除けばすべて女性の世帯であ
り，この原因は男女間の賃金格差にある。生活保護世
帯では，「住居」のウエイトが一般世帯よりも大きく
上回っている。
第 6章「母子世帯の家計と福祉」では，母子世帯の

消費構造の水準と問題点を説明し，母子世帯の類型別
問題点と貧困，生活形成力能との関係を明らかにして
いる。母子世帯の中でも死別か離別か，子どもの状況
（年齢・就学状況・人数），また母親の就労形態によっ
て消費構造は大きく異なっている。一般世帯との比較
では「その他の消費支出」が低いこと，低所得階層と
の比較においては「教育」が高くなっており，子ども
の教育に大きな関心を寄せていることがわかる。そし
て教育費の上昇は食料に対する支出で調整を行ってい
る。被服・履物については子どもが成長するので，買
い換える必要があり，調整することは難しい。子ども
の成長とともに「保健医療」「被服及び履物」から
「教養娯楽」そして「教育」へと消費構造のウエイト
は変化している。また親との同居によって「生活標
準」を維持している場合も示された。
第 7章「障害者世帯の家計と福祉」では，障害者の

人数や障害の原因などについて説明し，障害者年金や
生活保護などの仕組みとその問題点が示されている。
障害年金の問題としては，評価の中心が医学的レベル
での障害であって「生活」する能力を判断の基準にし
ていないこと，そして厚生年金と国民年金との間や都
道府県によって障害の認定の程度が異なることとして
いる。さらに東京都社会福祉基礎調査「障害者の生活
実態調査」（平成 10年，15年）と厚生労働省の「社
会保障生計調査」（平成 15年）を用いて，障害者世帯
の収入や消費支出をみている。その結果，「住居」や
「食料」のウエイトが高く，障害者世帯の方が一般世
帯よりも高コストであるが実収入の水準は低いことが
示されている。
第 8章「高齢者世帯の家計と福祉」では，高齢夫婦
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世帯（無職の世帯主 65歳以上と配偶者 60歳以上の夫
婦のみの世帯），無職で 65歳以上高齢単身世帯の家計
の現状と生活問題，介護費用の実態と問題点について
分析を行っている。その結果，高齢夫婦世帯は単身世
帯以上に大幅な赤字を抱えていることが明らかとなっ
た。無職の高齢夫婦世帯では，交際関係費が高く，ま
た医療保険の改革による自己負担率の引き上げによっ
て「保健医療」が増加している。高齢単身世帯は，住
居費のために食料支出を圧縮している。60～64歳の単
身世帯では，退職後も消費支出は多いが，公的年金の
受給年齢との関連で社会保障給付は低く，このため赤
字率が高くなっている。
終章「格差社会における生活問題と今後の課題」で
は，現代生活の特徴と今後の課題について述べてい
る。福祉の民営化は，サービスの提供側・利用者側双
方に大きな打撃を与えている。「家計調査年報」のデ
ータから実収入のジニ係数が拡大しており，その要因
として，高所得層に対する税制上の優遇措置，高齢や
若年の単身世帯の増加，高所得階層ほど妻の就業率が
高いこと，賞与の格差拡大をあげている。この影響を
受けているのは福祉の対象世帯である。生活者にとっ
ても必要なものは，救済と共生と信頼の論理で創られ
た交流の泉であると締めくくっている。

III　本書に対する批判と疑問

それでは，本書に対する批判や疑問を次に述べる。
生活者や世帯に対する標準の強制力が，「必要から
の乖離」を伴って作用している（p. 22）とあるが，
「なくてはならないもの」と「できれば欲しいもの」
とはどこで線引きがなされるのだろうか。著者は，耐
久消費財について普及率や世帯当たりの保有数量につ
いて分析を行っているが，家計ごとに「なくてはなら
ないもの」は異なるだろう。
また家計支出のうちで自由裁量部分が少なくなるこ
とをマイナスに捉えているように思えるが果たしてそ
うだろうか。準固定費の中には，住宅ローンも含まれ
ている。賃貸住宅に居住する場合は家賃を支払うだけ
で後には何も残らないが，持家は資産として残る。た
とえ修繕費がかかるとしても，持家を所有しているか
どうかで世帯の消費支出は異なっている。賃貸住宅に
居住して家賃を支払うことにより，他の消費支出を抑
制していることが本書でも明らかになっている。一時
点だけを見るのではなく，長期的な観点から収支を見

ることも考えられる。
さらに本書で用いられている用語やその内容の中に

は理解しにくいものがあった。「社会的共同消費手
段」は，12ページにおいて「公共的に供給される」
（12行目）としており，同じページで「住宅，学校，
病院，上下水道等のように誰の目にもわかる」（31行
目）としている。しかし住宅や学校，病院は公的以外
にも供給されている。
教養娯楽費の支出は，自分の子どもに対する「人並

み志向」＝「生活標準化」の影響を受けているとし，著
者の「社会的固定費」の中には，子どもの教育費とし
て英会話やピアノ，習字，珠算，バレエ，絵画，水泳
等の月謝が含まれている（p. 46）。だが，社会的固定
費とは，自由裁量が行えない費目のことであり，おけ
いこ事の月謝と公共料金の支払いとを同じ扱いをする
ことには疑問を持った。

IV　おわりに

なぜ人並みの生活を送らなければならないのだろう
か。必要最低限のものだけで生活を送ることも可能で
ある。実際，多くの家庭が保有しているエアコンやテ
レビを持たない（持てないではない）生活を送ってい
る人も存在する。人並み志向に縛られない生き方をす
るためには，強い意志が必要なのかもしれない。
本書を読み進むうちに，多重債務の問題など消費者

教育の重要性を改めて考えさせられた。生活を送る上
ですべての人が消費者である。これまでは，地域や家
族を通じて学んでいたことを今後は教育を通じて行う
ことが必要であろう。現代において消費者として暮ら
すために必要な能力は，自然に身につくものではない
と思う。
最後に著者に望むことを付け加えたい。生活保護世

帯，障害者世帯についてはデータの制約もあって詳細
な分析を行うことが難しいことはわかるが，今後の研
究に期待したい。著者は，「資本主義的競争の呪縛か
らすべてを解放して，皆が共に助け合い相互に高めあ
っていく次元の高い「共同的競争」を提案していきた
い」と述べている（「はじめに」）。また終章において
「「生活形成力能」を養成するプログラムがあれば，「貧
困」から脱出できる可能性が高まり，その機会を得る
ことができると考えられる。」（p. 313）としている。
「生活形成力能」を高めるプログラムをどう構築する
のか，またどうすれば共同的競争へと移行することが
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できるのか，それは私たちにとっても今後の課題とな
るだろう。 （うえだ・あけみ　東京国際大学准教授）
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ここ数年来，盛り上がりを見せてきた「格差」議論ですが，その中には，感情的に「格
差」という言葉に結びつけ，公平性や客観性を欠いた議論も少なくありません。今回の特集
は，「格差」と所得再分配に関する議論の実証的な側面をあらためて浮き上がらせ，従来の
議論の有効な「整理」になっていると同時に，今まで充分に論じられていなかった点にも光
を当てています。今後も，日本の「格差」議論と所得再分配の在り様が，実証的な根拠に基
づいて論じられることを願っております。 （T. S.）
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